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平成３０年第４回三川町議会定例会会議録 

 

１．平成３０年６月６日三川町議会定例会は、三川町役場議場に招集された。 

 

 

２．出席議員は次のとおりである。 

  １番 鈴 木 重 行議員  ２番 志 田 德 久議員  ３番 佐 藤 栄 市議員 

  ４番 佐久間 千 佳議員  ５番 町 野 昌 弘議員  ６番 芳 賀 修 一議員 

  ８番 成 田 光 雄議員  ９番 梅 津  博 議員 １０番 小 林 茂 吉議員 

 

 

３．欠席議員は次のとおりである。 

  ７番 田 中  晃 議員 

 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。 

阿 部  誠 町 長   石 川  稔 副 町 長 

鈴 木 孝 純 教 育 長   遠 藤 淳 士
 会 計 管 理 者 兼 

会 計 課 長 

本 間  明 総 務 課 長   黒 田  浩 企 画 調 整 課 長 

五 十 嵐 礼 子 町 民 課 長   菅 原 和 子
 健康福祉課長兼 

地域包括支援センター長 

齋 藤 仁 志
 産業進行課長併   

加 藤 直 吉 建 設 環 境 課 長
 

農業員会事務局長    
 
教育課長兼公民館長併 

佐 藤  亮 
農村環境改善センター所長併 
健康福祉課保育園主幹併 
子育て支援施設整備主幹 

 

 

和 田  勉 監 査 委 員   佐 藤 由 一 農業委員会会長職務代理 

 

 

５．本会議に職務のため出席した者は次のとおりである。 

髙 橋 誠 一 議会事務局長   佐 藤 真 子 書記   菅 原 明 大 書記 
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６．会議事件は次のとおりである。 

議 事 日 程 

 

○ 第 １ 日   ６月６日（水）  午前９時３０分開会 

 

日程第 １   会議録署名議員の指名 

日程第 ２   会期の決定 

日程第 ３   諸般報告 

・町村議会議長・副議長全国研修会の報告 

・平成２９年度三川町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告 

・みかわ振興公社第２０期決算状況並びに第２１期事業計画の報告 

日程第 ４   議第３５号 平成２９年度三川町一般会計補正予算（第７号）の専 

決処分の承認について 

日程第 ５   議第３６号 三川町税条例等の一部を改正する条例の制定についての 

専決処分の承認について 

日程第 ６   議第３７号 三川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び 

運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

の制定についての専決処分の承認について 

日程第 ７   議第３８号 平成３０年度三川町一般会計補正予算（第１号） 

日程第 ８   議第３９号 平成３０年度三川町下水道事業特別会計補正予算 

（第１号） 

 

○ 散  会 
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○議 長（小林茂吉議員） ただいまから平成３０年第４回三川町議会定例会を開会します。 

（午前 ９時３０分） 

○議 長（小林茂吉議員） これから本日の会議を開きます。 

議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

○議 長（小林茂吉議員） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第 126条の規定により、議長において、２番 志田德久議員、

３番 佐藤栄市議員、以上２名を指名します。 

○議 長（小林茂吉議員） 日程第２「会期の決定」の件を議題とします。 

この件につきましては、過般、議会運営委員会を開催しておりますので、その結果につい

て、議会運営委員会委員長の報告を求めます。３番 佐藤栄市議員。 

○３ 番（佐藤栄市議員） 過般、議長の要請により、去る６月１日に議会運営委員会を開催い

たしましたので、その結果をご報告申し上げます。 

本定例会には、町長提案として、平成２９年度一般会計補正予算の専決処分の承認１件、

条例の設定及び改正の専決処分の承認２件、平成３０年度一般会計及び特別会計補正予算２

件、条例の改正１件、以上６件であり、この他に諸般報告３件、一般質問５名であります。 

本定例会にあたり、副町長並びに総務課長より内容等の説明をいただき、本定例会の会期

を本日６日から１１日までの６日間と決定をみたものであります。なお、参考までに議事日

程を申し上げます。 

第１日目の本日は、諸般報告を行った後、平成２９年度一般会計の専決処分の承認１件が

上程となり、質疑、討論、採決を行います。次に、条例設置及び改正の専決処分の承認２件

がそれぞれ上程され、質疑、討論、採決を行います。次に、平成３０年度一般会計及び特別

会計補正予算２件が一括上程になり、質疑、討論、採決を行います。これで本会議は散会と

なります。 

第２日目の７日は、本会議は休会であります。 

第３日目の８日は、午前９時３０分から本会議を開き、一般質問を行います。一般質問は

５名の議員から通告があり、通告順に５名の議員が一般質問を行います。これで本会議は散

会となります。 

第４日目の９日と第５日目の１０日は、本会議は休会であります。 

第６日目の最終日１１日は、午前９時３０分に本会議を開き、条例の改正１件が上程され、

質疑、討論、採決となります。これで付議事件は、全部終了となります。 

以上のとおりでありますので、議員各位の活発なる質問をいただくとともに、町当局から

は明快かつ分かりやすいご答弁をいただき、本定例会の進行が会期内に終了できますよう、

特段のご協力をお願いしまして議会運営委員会の報告といたします。 

○議 長（小林茂吉議員） お諮りします。ただいまの委員長報告のとおり、本定例会の会期は、

本日から６月１１日までの６日間とすることに決定したいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（異議なしの声あり） 
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○議 長（小林茂吉議員） 異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は本日から６月

１１日までの６日間に決定しました。 

○議 長（小林茂吉議員） 日程第３「諸般報告」を行います。 

初めに、議員派遣の報告であります。これは３月議会定例会において議員派遣を決定した

ものであり、派遣議員からの報告を求めます。９番 梅津 博議員。 

○９ 番（梅津 博議員） 町村議会議長・副議長全国研修会の研修について報告いたします。 

 

町村議会議長・副議長全国研修会の研修報告 

 

１．目  的 

地域の自主性及び自立性の高まりが求められている現在、住民の代表機関である地方

議会の果たすべき役割と責任は格段に重くなっている。そのような中、町村議会におい

ては、これまで住民に開かれた議会を目指す取り組みを実施するなど、分権時代に対応

した活性化方策を積極的に展開してきている。 

こうした状況を受け、町村議会が果たす役割の重要性を再確認し、一層の活性化に資

することを目的に参加した。 

 

２．研修日程  平成３０年５月２８日(月) 

 

３．参 加 者  小林茂吉 議長  梅津 博 副議長 

 

４．研 修 地  東京国際フォーラムホールＡ 

 

５．研修内容  ① 講演 「町村議会議員の議員報酬等のあり方 中間報告」 

② 講演 「町村議会のあり方に関する研究会報告書」 

③ 講演 「議会の権能の使い道と議会の立ち位置の有効活用 

～小さな町議会の小さな挑戦～」 

④ 講演 「住民に向き合った議会運営と広報紙づくりを実践」 

⑤ 講演 「議会活性化への取り組み 

～住民から期待される議会を目指して～」 

 

以上のとおり研修したので報告いたします。 

 

平成３０年６月６日 

 

三川町議会          

副議長 梅 津  博 ㊞  
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○議 長（小林茂吉議員） 次に、町当局より「平成２９年度三川町一般会計繰越明許費繰越計

算書」並びに「みかわ振興公社第２０期決算状況並びに第２１期事業計画」について報告し

たい旨の申し出がありましたので、これを許可いたします。石川副町長。 

○説明員（石川 稔副町長） 初めに、平成２９年度三川町一般会計繰越明許費繰越計算書につ

いて、ご報告申し上げます。 

今回の繰越計算書は、地方自治法施行令第 146条の規定によりご報告をいたすものであり、

平成３０年３月開催の第２回議会定例会において議決をいただきました一般会計の繰越明許

費事業予算に係るものであります。 

平成３０年度に繰越しました事業は、養護老人施設改築事業助成金の繰越しに係る「老人

福祉費」、担い手確保・経営強化支援事業費補助金の繰越しに係る「経営体育成支援事業」

であります。繰越額等につきましては、それぞれお手元の計算書のとおりでございます。 

次に、株式会社「みかわ振興公社」第２０期決算状況、並びに第２１期事業計画につきま

して、地方自治法第 243条の３第２項の規定によりご報告申し上げます。 

「いろり火の里施設」につきましては、本町の交流拠点施設として町内外の多くの皆さま

よりご利用とご愛顧をいただいておりますことに、まずもって感謝申し上げる次第でありま

す。 

また、昨年５月２日には、入浴者数が累計 700万人を達成し、今後もさらなる利用の拡大

を目指してまいるものであります。 

第２０期に当たります平成２９年の決算状況についてでありますが、厳しい経営環境にあ

る中で、経営の維持と安定確保を図るべく、町と指定管理者である「みかわ振興公社」が緊

密に連携しながら、施設設備の改善や経費節減などに努めてきたところであります。 

当期におきましては、前期の経営状況を踏まえながら、特に宿泊部門の営業戦略を強化し、

お客様ニーズに沿った割安感のある宿泊プランの提供や特別優待券の発行などにより、宿泊

や入浴者数の増加に繋げ、売上高については、順調に推移したところであります。しかしな

がら、光熱水費をはじめとした一般管理費の伸びが大きく、結果として経常損失を計上した

ところであります。 

具体的には、第２０期みかわ振興公社経営概況と決算報告書、３ページ「部門別の５期売

上高推移」に示しておりますが、施設全体の売上高といたしましては２億 7,999万 948円で、

前期と比較し 980 万円余り 3.6％の増加となったところでありますが、４ページにあります

ように、「販売費及び一般管理費」につきましては、人件費や光熱水費の増加等により２億

875万 331円となり、前期と比較し 1,890万円余り１０％の増加となったところであります。 

このようなことから、最終的な決算といたしましては、当期の純損失は８ページの「損益

計算書」下段のとおり 573万 7,699円の赤字となり、繰越利益剰余金の当期末残高につきま

しては、９ページに記載のとおり、292万 6,579円となったところであります。 

続きまして、第２１期、平成３０年の経営方針でございますが、前期の経営結果を踏まえ

ながら十分精査し、維持管理コストの低減を図るとともに利用者ニーズを的確に捉え、営業

活動の強化やさらなる接客サービスの向上に努めてまいります。 
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特に、庄内の中央に位置する利点を活かし、いろり火の里を拠点に行動する観光客の誘導

を図るとともに、昨年から導入したマイクロバスを活用した営業活動の展開などにより、さ

らなる利用促進につなげ、集客力の向上を図ってまいります。 

今後とも厳しい経営環境は続くものと予想されますが、いろり火の里施設のさらなる賑わ

いと、町民及び利用者から高い評価を得られる運営を目指し英知を結集してまいりますので、

今後ともご理解とご協力を賜わりますようお願い申し上げまして、ご報告といたします。 

○議 長（小林茂吉議員） 以上で、諸般報告を終わります。 

○議 長（小林茂吉議員） 次に、日程第４、議第３５号「平成２９年度三川町一般会計補正予

算（第７号）」の専決処分の承認についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。阿部町長。 

○説明員（阿部 誠町長） ただ今上程されました、議第３５号「平成２９年度三川町一般会計

補正予算（第７号）」の専決処分の承認について、提案理由をご説明申し上げます。 

本案につきましては、年度末のため、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がなか

ったことにより、地方自治法第 179条第１項の規定に基づき、３月３１日付で専決処分を行

ったものであり、同条第３項の規定に基づき議会の承認を求めるものであります。 

その概要を申し上げますと、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ、5,080 万

円を減額し、補正後の予算総額を４５億 5,394万円といたしたものであります。 

まず、歳出について申し上げますと、２款総務費については、財産管理費においてふるさ

と基金積立金を減額補正するものであり、７款商工費については、ふるさと応援寄附金推進

事業の報償費等を減額補正いたしたものであります。 

次に、歳入につきましては、７款自動車取得税交付金、９款地方交付税、１３款国庫補助

金、１６款寄附金、１７款繰入金及び２０款町債について、所要額を計上いたしたものであ

ります。 

また、第２表地方債補正につきましては、歳入歳出の決算見込みにおいて、起債額等につ

いても精査し、既定の限度額３億 6,480万円を３億 5,240万円に減額補正いたしたものであ

ります。 

以上、よろしくご審議くださいまして、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議 長（小林茂吉議員） これから質疑を行います。 

１番 鈴木重行議員。 

○１ 番（鈴木重行議員） ２点ほどお伺いいたします。 

４ページの歳入にあります、自動車取得税交付金の増額の要因について伺いたいと思いま

す。 

次に、６ページの商工振興費のふるさと応援寄附金の謝礼の減額についてであります。寄

附金が減額したことによる謝礼額の減額、これは直結したものなのかどうかを確認したいと

思います。 

○議 長（小林茂吉議員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） １点目の自動車取得税交付金の補正に関してでございますけれ
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ども、これにつきましては、基本的に自動車取得税、ユーザーが支払った分について、町に

交付金として交付されるものでございます。経過的に見込みよりも多く歳入がございました

ので、補正予算 470万円ということで計上したところでございます。 

○議 長（小林茂吉議員） 齋藤産業振興課長。 

○説明員（齋藤仁志産業振興課長） ふるさと応援寄附金推進事業の中の謝礼についての減額で

ございますが、これについてはご指摘のとおり、寄附金額の減額に伴う直接的な減額になっ

てございます。 

○議 長（小林茂吉議員） １番 鈴木重行議員。 

○１ 番（鈴木重行議員） 県内で自動車が多く売れたということの解釈でよろしかったかと思

います。町で管理する道路の面積に応じて支払われるということを伺ったので、そういった

面からということかと思って確認させていただきました。そうではなくて、車が多く売れた

ということで理解しました。 

ふるさと応援寄附金のことでありますけれども、手数料が発生するとお伺いしております。

その謝礼の減額分にも手数料といったものが入っているのかどうか。 

寄附金に対して謝礼金が占める割合が比較的に多いと感じるわけでありますけれども、返

礼品を３割に抑えるようにした、今年度からもう少し割合的なものは下がるのかどうか、見

込みについてお伺いしたいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） 齋藤産業振興課長。 

○説明員（齋藤仁志産業振興課長） ご質問のポータルサイトの手数料でございますが、これに

ついては、ただいまの謝礼には入ってございません。別で 2,800万円ほどになってございま

す。 

それから、２９年度の寄附金に対する返礼の割合についての３０％につきましては、当初

から三川町で通しておりました、基本半返し。返礼の気持ちを表すという形での支払いにな

ってございます。ただ、３０％以下という対応につきましては、３０年度から対応している

ところでございます。 

○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） 私から２点質問いたします。 

６ページの民生費で保育園費、金額の補正はゼロということですけれども、その補正額の

財源の内訳ということで、地方債を当てにしたのがなくて、一般財源でその分を充てたのか。 

それから、次の６款の農林水産費も同じですね。その他ということで入る予定がなくなっ

て一般財源に充てたのか。この変わった理由というのは、どういうことか教えてください。 

○議 長（小林茂吉議員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） ２点ご質問がありました。 

１点目の保育園費の地方債の減額。これにつきましては、町債が対象となる事業費が減額

したことに伴いまして、起債の地方債の第２表がございましたけれども、そちらとも関係し

ますが、110 万円が起債対象とならないということで減額をしたものでございます。一般財

源は増えておりますが、基本的に歳出の方で減額をしなかった関係で、財源的に一般財源を
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充当した形になっておりますが、事業費そのものが減っておりますので、決算の際には残る

という形になろうかと思います。 

それから、同じように農業振興費につきまして、これはふるさと基金を充てる事業として、

農業振興費関係では３事業を予定しておりましたが、こちらも事業費の減に伴って基金を充

当しないと、できないと言った方がよろしいのかもしれませんが、そういったことで減額し、

その分が同じように歳出を減額しておりませんので、一般財源として振り替えた起債となっ

たものでございます。 

○議 長（小林茂吉議員） ９番 梅津 博議員。 

○９ 番（梅津 博議員） 同僚議員からもありましたふるさと応援寄附金と基金の関係も含め

ましてですけれども、ふるさと応援寄附金は当初から比べて 5,400万円のマイナスと。その

中で、歳入で 5,400万円がマイナスになりまして、歳出で積み立てを 2,000万円減、それか

ら経費であります推進事業費に関して 3,080万円の減ですけれども、その差額といいますか、

5,400万円と基金積立事業費を足しても 5,080万円ということで、320万円ほどの差額がある

わけでありますけれども、これについては、他の経費は、ふるさと寄附金が少なくなっても

かかったというような理解でいいのか。この 320万円の差額についての説明をお願いしたい

と思います。 

それから、戻りまして歳入の４ページの方。全体で見れば自動車関係の交付金と地方交付

税で増額になった分、町債を減らしたというような流れのようですけれども、それで、地方

交付税に関してですが、当初の予算から見れば確かに増額になっていると。３月末での国の

最終的な金額ということで、毎年同じような流れにはなっているんですけれども、その補正

で来る金額というのが、町の当初の目論見といいますか、予定といいますか、そういうもの

に比べて小さいのかなと私は見たんですけれども、その辺を町としてはどのように受けとめ

ているでしょうか。 

過去の実績を見ますと、２８年度においては、補正関係で 8,000 万円ほど来ていますし、

２７年度では 9,600万円が来ていると。２９年度では、今回の 670万円を足しても 1,600万

円くらいということで、補正で来る金額が急激に減っているように私は受けとめております

けれども、その辺について当局はどのように受けとめて、実態をどのように分析しているで

しょか。その辺を伺いたいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） まず１点目のふるさと応援寄附金関係の歳入・歳出のご質問で

ございましたけれども、今回の積み立ての方につきましては、2,000 万円減額して積み立て

をし、歳出においては主に８節報償費の方を減額したものでございます。この計上に当たり

ましては、後程決算、５月末で締めましたので出てまいりますけれども、他にも細かい部分

で節ごとに残額はございました。それを全部細かく出せばよろしいのかもしれませんが、決

算の際に分かることでございますので、今回については大きなものとして出させていただき

ましたので、300 万円ほどの差額は出ております。決算段階でもう少し小さい差額になろう

かというふうに感じております。 
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２点目の交付税の関係でござますけれども、これについては議員からも質問ありましたと

おり、過去の補正額を見ますと、やはり 8,000 万円、9,000 万円というお話がございました

けれども、大きいものでございました。２９年度の特別交付税の関係でいきますと、やはり

雪害関係、例年除雪費について、これに含まれてまいりますけれども、福井県の方でも大き

な雪害がありまして、特別交付税そのものが配分としてどうだったのかなという面はあるか

と思いますが、そもそもといたしましては、当初予算の段階で、やはり交付税の見込みにつ

いて、これまでどういった見込みをしてきたのかということが、今回の差額についてはある

のかなと思います。２９年度の予算においては、普通交付税・特別交付税ともに見込みとし

て計上したものよりも最終的にはプラス、予算割りはしなかったわけでございますが、その

差額については年々少なくなっている。それを当初予算の計上が、制度が高くなったと見る

のか、余裕がなくなかったと見るのかについては、議員のご指摘の面は確かにあろうかと思

います。ただ、申し上げられますのは、２９年度当初予算において普通交付税の見込みを立

て、特別交付税の見込みを立てて、それに見合う歳入を確保できたというふうに私は感じた

ところであります。 

○議 長（小林茂吉議員） ９番 梅津 博議員 

○９ 番（梅津 博議員） 今、課長から説明があったとおり、他に大きな被害があれば、こち

らに回ってくる分が少なくなるというような、そういった性格のものの特別地方交付税とい

うことで、今回の金額は分かるわけで、説明のとおりということで理解するわけですけれど

も、当初予算割れしない部分で、当初計画については妥当と私も思いますが、ここ３年の動

きを見ますと、当初の金額は１４億 6,500万円ということで、同じ金額で設定しております。

国の地方財政計画の中では、施政方針にもあるとおり２％減ぐらいの予算ということで推移

すると、今後も推移するだろうし、それ以上に減額になるかもしれませんけれども、そうい

った中においては、結果的に見れば、前年から 6,800万円も減っているということで、4.4％

ぐらいマイナスになっているということで、その辺をどう捉えているのかということも伺い

たいわけです。 

全国での地方交付税の枠というものを決められながら、国で決めながら各地方に振り分け

るわけですけれども、平均よりも多く減額されているといった三川町の立場をどのように捉

えているのか伺いたいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 当初予算の見込みの段階で、まずは国からは地方交付税総額に

おいての減額は示されたところでございます。当初予算編成は３０年度も同じでございます

けれども、基本的には国の動向を見ながらという面はございますが、町の基準財政需要額、

あるいは収入額を見込んでの交付税算入となってまいりますけれども、基本的には議員がお

っしゃられたとおり、その交付税総額が減っている状況の中では、中期財政計画においても、

その面についてはお示ししているところでございます。今後もそういった減少傾向は続く見

込みの中で、どのように町の財政を健全化していくかという面では、この地方交付税は大き

な収入の大宗を占めるものでございますので、重要な要素ではあります。これを２９年度決
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算の中で、３１年度の予算編成に生かしていく必要はあろうかと思いますけれども、ご指摘

のとおり、国はやはり地方交付税そのものはなかなか増えない状況にありますので、総額は

維持すると言っております。 

今後は町としてもその予算財源不足については、これまで積み立ててまいりました財政調

整基金を活用しながら、財政不足を補いながら健全な経営に財政経営に努めていく必要があ

ろうというふうに考えております。 

○議 長（小林茂吉議員） 以上で質疑を終了します。 

○議 長（小林茂吉議員） これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

○議 長（小林茂吉議員） 討論なしと認めます。 

○議 長（小林茂吉議員） 以上で討論を終了します。 

○議 長（小林茂吉議員） これから議第３５号「平成２９年度三川町一般会計補正予算（第７

号）の専決処分の承認」の件を採決します。 

お諮りします。本件は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立 ８ 名 不起立 ０ 名） 

○議 長（小林茂吉議員） 起立全員であります。したがって、議第３５号「平成２９年度三川

町一般会計補正予算（第７号）の専決処分の承認」の件は、原案のとおり可決されました。 

○議 長（小林茂吉議員） 日程第５、議第３６号「三川町税条例等の一部を改正する条例の制

定についての専決処分の承認」の件を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。阿部町長。 

○説明員（阿部 誠町長） ただ今上程されました、議第３６号「三川町税条例等の一部を改正

する条例の設定についての専決処分の承認」について、提案理由をご説明申し上げます。 

本案につきましては、「地方税法等の一部を改正する法律」、及び「地方税法施行令等の一

部を改正する政令」等が、平成３０年３月３１日にそれぞれ公布され、原則として４月１日

から施行されることに伴い、本町の税条例等の改正が必要となったところでありますが、特

に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第 179条第 1項の規

定により、この３月３１日付で専決処分を行ったものであり、同条第３項の規定に基づき、

議会の承認を求めるものであります。 

その主な改正内容といたしましては、個人町民税における均等割及び所得割非課税限度額

の引上げ等、大法人に対する電子申告の義務化、町たばこ税の税率の３段階での引き上げ、

加熱式たばこの課税方式の規定の整備であります。 

また、固定資産税においては、生産性向上特別措置法の規定により市町村が作成した計画

に基づき行われた中小企業の一定の設備投資についての固定資産税課税標準に係るわがまち

特例の新設等、及び土地等に対して課する固定資産税の現行の仕組みを３年間延長する改正

等であります。 

以上、ご説明申し上げましたが、細部につきましては所管課長よりご説明申し上げますの
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で、よろしくご審議くださいまして、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議 長（小林茂吉議員） 所管の課長より、説明を求めます。五十嵐町民課長。 

○説明員（五十嵐礼子町民課長） それでは、私から、税条例の改正概要の説明をさせていただ

きます。 

まず今回お配りしております税条例の改正概要につきましては、条番号順で整理させてい

ただいており、個人町民税、法人町民税といった項目ごとになっておりませんのでご了承を

お願いいたします。また、このたびの改正につきましては、多岐にわたっての改正内容とな

っておりますので、特に説明を要すると思われます項目を抜粋して説明させていただきます

ことをご了承願います。 

それでは、税条例の改正概要と新旧対照表をご覧いただきながら説明をさせていただきま

す。 

まず第２０条年当たりの割合の基礎となる日数の改正につきましては、税条例第４８条及

び第５２条に項ずれが生じたことからの所要の改正となっており、施行日につきましては、

改正概要の表の左の欄に記載のとおり平成３０年４月１日となっております。以下、施行日

につきましては、各々同様に記載しておりますので、この後の説明につきましては省略をさ

せていただきます。 

次に、第２３条町民税の納税義務者等になりますが、まず第１項の改正につきましては、

地方税法第 294条第１項の改正に合わせた規程の整備であります。また、同条第５項の改正

につきましては、地方税法第 294条第８項におきまして、人格のない社団等について、電子

申告義務化に係る規定を適用しないこととしたことに合わせた改正であります。 

次に、第２４条個人の町民税の非課税の範囲になりますが、まず第１項の改正につきまし

ては、地方税法第 295条第１項の改正に合わせ、平成３３年度以後の各年度の個人町民税に

ついて、非課税措置の対象となる障害者、未成年者、寡婦又は寡夫の前年の合計所得金額を

135 万円以下とする改正であります。また、第２項の控除対象配偶者を同一生計配偶者に改

める部分につきましては、地方税法施行令第４７条の３において控除対象配偶者の定義が変

更されたことによる改正であります。また、同項の「１０万円を加算した金額」の文言を加

える改正につきましては、同じく施行令第４７条の３におきまして、平成３３年度以後の各

年度分の個人の町民税、均等割、非課税限度額について、１０万円を加算することとされた

ことに合わせた改正であります。 

次に、第３４条の２所得控除につきましては、地方税法第 314条の２第２項におきまして、

平成３３年度以後の各年度分の個人町民税における基礎控除について、前年の所得金額が

2,400万円以下である所得割の納税義務者については４３万円、2,400万円を超え 2,450万円

以下について２９万円、2,450万円を超え 2,500万円以下については１５万円、そして、2,500

万円を超える納税義務者については、基礎控除の適用はないこととする等の改正がされたこ

とから、その基礎控除に所得要件を創設する改正となっております。 

次に、第３４条の６調整控除につきましては、地方税法第 314条の６におきまして、平成

３３年度以後の各年度分の個人町民税における調整控除について、前年の合計所得金額が
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2,500 万円を超える所得割の納税義務者については、基礎控除の適用ができなくなることに

伴い、前年の合計所得金額が 2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除

の適用はできないこととする等の改正がされたことから、調整控除額に所得要件を創設する

改正となっております。 

次に、第３６条の２町民税の申告の第１項につきましては、地方税法第 317条の２におき

まして、公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が、源泉控除対象配偶者に係る

配偶者特別控除を受けようとする場合の申告書の提出を不要としたことによる改正でありま

す。 

次に、第４８条法人の町民税の申告納付の第２項、第３項。新旧対照表では７ページから

になりますが、地方税法第 321条の８におきまして、内国法人の外国関係会社等に係る所得

の課税の特例について、国税における諸制度の取り扱いを踏まえ、所要の改正を講ずる改正

を行ったことに合わせた改正となっております。また、同条第１０項から第１２項につきま

しては、平成３２年度からになりますが、資本金の額又は出資金の額１億円超の内国法人等

の大法人に対する申告書の電子情報処理組織による提出義務についての規定となっておりま

す。 

次に、第５２条法人の町民税に係る納期限の延長の場合の延滞金につきましては、地方税

法第 327条の納期限の延長の場合の延滞金について、増額更正及び修正申告に係るものの計

算期間についての改正に合わせた規定であります。 

続きまして、第９２条製造たばこの区分、新旧対照表は１３ページになります。 

地方税法第 464条第２項の製造たばこの区分として、加熱式たばこの区分を設ける改正に

合わせた製造たばこの区分を新たに創設したものであります。 

次に、第９３条の２製造たばことみなす場合につきましては、地方税法第 466条の２とし

て、製造たばことみなす場合が新たに規定され、加熱式たばこの喫煙用具であって、加熱に

より蒸気となるグリセリン等の混合物を充填されたものを製造たばことみなして、地方税法

の規定を適用し、この場合の製造たばこの区分を加熱式たばことすることとしたことから、

同様に新設したものであります。 

第９４条たばこ税の課税標準は、地方税法第 467条において、加熱式たばこの課税標準を

加熱式たばこの重量及び価格により、紙巻たばこの本数の合計数と換算方法とし、その換算

方法を平成３０年１０月１日から５年間かけて段階的に移行することと、加熱式たばこの課

税標準をそれぞれ規定する改正に合わせた改正であります。なお、段階的に移行することか

ら、税条例の第１条の改正においては、平成３０年１０月１日施行分を、第２条改正におい

ては、平成３１年１０月１日施行分というように、第５条までの改正となっているものであ

ります。 

次に、第９５条たばこ税の税率につきましては、地方税法第 468条におきまして、市町村

のたばこ税の税率を平成３０年１０月１日から 1,000本につき 5,692円、平成３２年１０月

１日から 6,122円、平成３３年１０月１日以後は 6,552円に３段階で引き上げる改正に合わ

せた改正であります。なお、この３段階での引き上げのため、第１条、第３条及び第４条で
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の改正となっているものであります。 

次に、改正概要の６ページ、附則第５条、個人の町民税の所得割の非課税の範囲等につき

ましては、地方税法附則第３条の３第４項の平成３３年度以後の各年度分の個人の市町村民

税所得割の非課税限度額を１０万円引き上げる改正に合わせた改正となっております。 

次に、附則第１０条の２法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合は、わがまち

特例の規定であります。新旧対照表では２０ページからになりますが、地方税法附則第１５

条につきましては、固定資産税との課税標準の特例を規定しているものであります。第１項

から第１９項につきましては、それぞれ全面的な見直しや、対象施設等の追加と、さらには

適用期限の延長等の改正が行われ、それに合わせた新設、もしくは改正であります。これら

につきまして、条例で定める割合につきましては、いずれも参酌基準を取るものとしている

ものであります。 

次に、第２２項になりますけれども、地方税法附則第１５条第４７項として、中小事業者

等が生産性向上特別措置法の施行の日から平成３３年３月３１日までの間に認定先端設備等

導入計画にしたがって取得した一定の機械装備等について、固定資産税の課税標準を新たに

固定資産税が課せられることになった年度から３年間は、その価格に零以上１／２以下の範

囲内において、市町村の条例で定める割合を乗じた額とする条文の新設に合わせた新設であ

ります。この条例で定める割合につきましては、「零」とするものであります。 

次に、附則第１０条の３新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようと

する者がすべき申告になりますが、まず第３項から第１１項につきましては、地方税法附則

におきまして、項ずれが生じたことによる改正であります。第１２項につきましては、地方

税法附則第１５条の１１として、高齢者、障害者等の利用条の利便性及び安全性の向上を目

的としたバリアフリー改修工事が行われた劇場等の既存建築物について、固定資産税及び都

市計画税の減額措置を講ずることとされ、減額対象家屋の納税義務者は、市町村の条例で定

めるところにより、改修工事後の３月以内に市町村に申告することの条文が新設されたこと

から、その申告についての規定を新設したものであります。 

次に、附則第１１条から附則第１５条につきましては、いずれも地方税法附則の土地に対

して課する固定資産税及び特別土地保有税の現行の仕組みを３年間延長することとされる改

正に合わせた改正であります。 

最後に、平成２７年改正条例附則第５条につきましては、新旧対照表では３９ページにな

ります。 

平成２７年に改正しました三川町税条例の改正にありまして、そのうち附則第５条町たば

こ税に関する経過措置になりますが、平成２７年改正地方税法附則第２０条の平成２７年改

正において講じた旧３級品の紙巻たばこに係る税率の経過措置について、平成３０年４月１

日から平成３１年３月３１日までの税率を平成３１年９月３０日まで適用する改正に合わせ

た改正であります。 

以上でございます。 

○議 長（小林茂吉議員） これから質疑を行います。 
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○議 長（小林茂吉議員） ８番 成田光雄議員。 

○８ 番（成田光雄議員） この税条例に関して、専決処分をせざるを得ないこの時期に国から

来ているということは、これ１０月ですから、まだ遅くても間に合っているわけで、やはり

予算の関係もありますので、この時期になったのかなと思いますが、もう少し早めに入って

くるとか、これはできないものか。どのような経過があったのか。もし、その経過が分かれ

ばお願いします。 

○議 長（小林茂吉議員） 五十嵐町民課長。 

○説明員（五十嵐礼子町民課長） 地方税法の改正につきましては、税制改正という形で、年度

前または年度後に県を通じていろいろ情報が入ってきます。ただ、地方税法等の改正を受け

た税条例の影響、税条例で規定すべき内容等につきましては、やはり２月、３月というふう

に、徐々に情報が入ってくる状況でございます。そして、地方税法そのものの可決につきま

しては、今回３月２８日、記憶では２８日だったと思うんですけれども、可決、そして、す

ぐに３１日施行ということで来るものですから、やはりこのように専決という形を取らせて

いただかざるを得ないということであります。ご理解をお願いしたいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） ８番 成田光雄議員。 

○８ 番（成田光雄議員） 国の動向によって、そういうふうになっているというのは分からな

いわけではないですけれども、やはりもう少し親切な情報の流し方というものも必要ではな

いかなと私は思います。 

今の税条例の改正の概要について若干伺いますけれども、町としまして、３０年の１０月、

あるいは３１年、そして３３年辺りですね、今回上がる分を想定した場合、とりあえずたば

こ税だけでいいですけれども、それはどのぐらいの額が上がるのか。 

それから、もう一つは、地方税法に係る、いわゆる町民税の関わりでありますけれども、

そちらの関わりで所得に応じた、いわゆる負担割合の多い層というのはどういう層になるの

か。 

それから、あともう一つは、この 2,400 万円、2,500 万円の所得のある方は、三川町には

何人いるのか。 

この三つです。 

○議 長（小林茂吉議員） 五十嵐町民課長。 

○説明員（五十嵐礼子町民課長） たばこ税ですけれども、先程申し上げましたように、町税と

しましては 1,000本当たりということで表記になっております。たばこそのものからします

と、国と県、そして市町村の持ち分があるわけですけれども、それを３年間で１円ずつ上が

ると、トータルで１本当たり３円上がるというふうになっております。 

あと、個人町民税に係る所得層という問いだと思いますけれども、大変申し訳ありません

が、その分析したものは手持ちにございませんので、ご了承いただきたいと思います。さら

に、2,500 万円を超える所得者数ということですけれども、人数までは手元にはございませ

んけれども、やはりそういった所得の方々も少しいらっしゃると思いますけれども、今は手

持ちにございませんので、ご容赦いただきたいと思います。 
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○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） 私の方からは１点、税条例改正概要ということでいただいた資料の

８ページで、再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する一定の固定資産

税のというところで、何種類かの再生可能エネルギーの条目があります。でも、実際、本町

では 5,000ｋＷ以上の水力とか地熱発電、２万ｋＷのバイオマスはなかなかしにくいんです

けれども、その中で、出力２０ｋＷ未満の風力を電気に変換する発電所、風力発電です。こ

れは本町でも場所さえあれば可能かなというふうに思っておりました。それで、参酌して３

／４ということでありますけれども、その辺、本町としては、７／１２から１１／１２まで、

町で決めることができるというふうなことになっているようです。この辺、本町で再生可能

エネルギーを進めるために普及するような税の措置というものは考えなかったのでしょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 五十嵐町民課長。 

○説明員（五十嵐礼子町民課長） 今回に関しましては、特に環境担当の方とは協議をしなかっ

たところです。ただ、去年ですけれども、去年が再生可能エネルギーの特例措置ということ

で、新たに出てきた段階におきましては、環境担当の方と協議をさせていただきました。環

境担当の方では、そういった推進をするうえでは、できるだけこの特例の割合を下げていた

だいた方がいいという意見もあったところです。ただ、税担当といたしましては、貴重な税

財源でもあります。参酌基準につきましては、参酌基準で地方交付税の算定の方に影響する

ものですから、どうしてもそういった兼ね合いもございまして、基本的な考え方として、こ

の参酌基準というのを採用させていただいているところでございます。 

○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） そういう意見もあったんだけれども、参酌基準を外れると国からの

交付税で少しペナルティか分かりませんけれども、何かがあるということですけれども、こ

れは国が進めている、いい再生可能エネルギーなので、実際これを参酌基準から外したとい

うことで、どのぐらいの国からのペナルティというか、そういうのがあるかというのは、試

算みたいなものは行われたのでしょうか。私はあまり影響ないのかなと思っているんですけ

れども、その辺、お願いします。 

○議 長（小林茂吉議員） 五十嵐町民課長。 

○説明員（五十嵐礼子町民課長） 基準財政収入額の方で、この参酌基準の７５％を見ますよと

いうことになってございます。仮に、この参酌基準より特例の割合を大きくしたとしまして

も、そのペナルティ云々ではないんですが、その分、当然に税収が少なくなるということに

なります。そういった考え方でございます。 

○議 長（小林茂吉議員） 以上で質疑を終了します。 

○議 長（小林茂吉議員） これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

○議 長（小林茂吉議員） 討論なしと認めます。  

○議 長（小林茂吉議員） 以上で討論を終了します。 
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○議 長（小林茂吉議員） これから、議第３６号「三川町税条例等の一部を改正する条例の設

定についての専決処分の承認」の件を採決します。 

お諮りします。本件は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立 ８ 名 不起立 ０ 名） 

○議 長（小林茂吉議員） 起立全員であります。したがって、議第３６号「三川町税条例等の

一部を改正する条例の設定についての専決処分の承認」の件は、原案のとおり可決されまし

た。 

○議 長（小林茂吉議員） 次に、日程第６、議第３７号「三川町指定地域密着型サービス事業

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についての

専決処分の承認」の件を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。阿部町長。 

○説明員（阿部 誠町長） ただ今上程されました、議第３７号「三川町指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついての専決処分の承認」について、提案理由をご説明申し上げます。 

本案につきましては、「介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令」が本年３月２

２日に公布され、４月１日から施行されることに伴い、本条例の一部を改正する必要が生じ

たところでありますが、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、

地方自治法第 179条第１項の規定に基づき、この３月３１日付で専決処分を行ったものであ

り、同条第３項の規定により議会の承認を求めるものであります。 

その主な改正内容といたしましては、看護小規模多機能型居宅介護の開設者として病床を

有する診療所を開設している者も認めるとともに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、及

び夜間対応型訪問介護を提供する者の範囲を国の基準に合わせて改正したものであります。 

以上、よろしくご審議くださいましてご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議 長（小林茂吉議員） これから質疑を行います。 

○議 長（小林茂吉議員） 以上で質疑を終了します。 

○議 長（小林茂吉議員） これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

○議 長（小林茂吉議員） 討論なしと認めます。 

○議 長（小林茂吉議員） 以上で討論を終了します。 

○議 長（小林茂吉議員） これから、議第３７号「三川町指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についての専決

処分の承認」の件を採決します。 

お諮りします。本件は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立 ８ 名 不起立 ０ 名） 

○議 長（小林茂吉議員） 起立全員であります。したがって、議第３７号「三川町指定地域密

着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条
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例の制定についての専決処分の承認」の件は、原案のとおり可決されました。 

○議 長（小林茂吉議員） 暫時休憩します。            （午前１０時３４分） 

○議 長（小林茂吉議員） 再開します。              （午前１０時５５分） 

○議 長（小林茂吉議員） お諮りします。日程第７及び日程第８、以上２件を一括議題にした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議 長（小林茂吉議員） 異議なしと認めます。したがって、日程第７及び日程第８、以上２

件を一括議題とすることに決定しました。 

○議 長（小林茂吉議員） 日程第７、議第３８号「平成３０年度三川町一般会計補正予算（第

１号）」、日程第８、議第３９号「平成３０年度三川町下水道事業特別会計補正予算（第１

号）」、以上２件を一括議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。阿部町長。 

○説明員（阿部 誠町長） ただいま一括上程されました、議第３８号「平成３０年度三川町一

般会計補正予算(第１号)」及び議第３９号「平成３０年度三川町下水道事業特別会計補正予

算（第１号）」、以上２件につきまして、提案理由をご説明申し上げます。 

各会計とも事務事業の執行によりまして、新たに発生し、または財源の調整が必要な款項

で補正を要する費目について、補正をお願いいたすものであります。 

はじめに、議第３８号「平成３０年度三川町一般会計補正予算(第１号)」でありますが、

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、1,211 万円を追加いたしまして、補正後の

予算総額を４６億 167万円といたすものであります。 

まず、歳出について、その主なものを申し上げますと、２款総務費については、企画費に

おける移住世帯向け報償費及び庄内の翼事業負担金を追加補正、６款農林水産業費について

は、農政対策費における農業次世代人材投資資金給付金を追加補正いたすものであります。 

８款土木費については、土木総務費における法定外公共物整備事業費補助金の追加補正、

河川総務費における修繕料の追加補正、及び下水道費における下水道事業特別会計繰出金の

追加補正であり、９款消防費については、防災費における危機管理専門員の共済費及び雇上

賃金の追加補正、並びにコミュニティ助成事業費補助金を追加補正いたすものであります。 

次に、歳入でありますが、歳出の補正費目に伴い１４款国庫支出金、１８款繰越金、及び

１９款諸収入にそれぞれ所要額を計上いたすものであります。 

また、第２表債務負担行為補正につきましては、三川町土地開発公社の土地造成事業に対

する債務保証として、限度額を２億 8,000万円として追加補正いたすものであります。 

次に、議第３９号「平成３０年度三川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）」であり

ますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 400万円を追加いたしまして、補正

後の予算総額を３億 4,720万円といたすものであります。 

まず、歳出でありますが、２款事業費については、新たに公共下水道に接続する世帯の管

路布設等に係る工事費を追加補正いたすものであります。 

次に、歳入でありますが、歳出の補正費目に伴い、１款分担金及び負担金、及び４款繰入



- 18 - 

金にそれぞれ所要額を計上いたすものであります。 

以上、よろしくご審議くださいまして、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議 長（小林茂吉議員） これから質疑を行います。 

１番 鈴木重行議員。 

○１ 番（鈴木重行議員） ２点ほど、お伺いしたいと思います。 

５ページにあります、上段、地域づくり活動推進事業の中の移住世帯向け記念品の事業内

容についてですが、歳入の県支出金にあります移住世帯向け食の支援事業費補助金と関わり

があるのかないのか含めてお聞きしたいと思います。 

６ページ、危機管理専門員雇上とあります。先日の定例懇談会で説明いただきましたが、

やはり長期にわたっていていただき、地域の実状を知ってから様々な計画を立てることが望

ましいのかと思いますが、契約の仕方についてと今後の考え方についてお伺いしたいと思い

ます。 

○議 長（小林茂吉議員） 黒田企画調整課長。 

○説明員（黒田 浩企画調整課長） 歳出５ページにおきます地域づくり活動推進事業と歳入の

県支出金であります移住世帯向け食の支援事業費補助金との関わりでございますが、こちら

の事業につきましては、県と市町村の連携加速事業と言われる一つでありまして、山形らし

い移住促進策の展開として、県外移住者への食の支援を、県の補助金を活用して行うもので

ございます。負担の割合といたしましては、県が１／３、町が１／３、それから、実際に記

念品として贈ります米と醤油、味噌がありますが、こちらについては、ＪＡ全農山形、それ

から、山形県醤油味噌工業共同組合が、やはり１／３という負担割合で事業を展開するもの

でございます。 

○議 長（小林茂吉議員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） ６ページの危機管理専門員の雇上に関するご質問でございまし

たが、現在想定しております専門員につきましては、秋田県の横手市の方で、そういった災

害対策に関わっていらした方で、知識・経験については申し分のない方を想定しているとこ

ろでございます。この契約と申しますか、処遇につきましては、会計年度ごとの任用の臨時

職員となりますので、基本的には、この補正予算を議決いただいた後に、本人との話し合い

となりますが、３０年度については、３１年３月３１日までが任期となります。この専門員

の役割につきましては、特に地域防災計画の見直し、さらにはハザードマップの見直しを３

０年度予定しておりますが、それ以外にも、災害対策マニュアル、本町においてはなかなか

整備できない状況にあります。例えば、河川の増水時のタイムライン、そういったものも、

この議場でもいろいろ議員の皆さまからもご指摘をいただいているところでございます。そ

ういった課題がまだまだございますので、３１年度以降につきましても、ご本人の実際の勤

務の状況を見させていただきまして、職員であれば人事評価制度がございます。臨時職員、

非常勤職員につきましても、そういった評価をしながら、次の会計年度の任用というのも当

然あり得る話だというふうには考えております。 

○議 長（小林茂吉議員） １番 鈴木重行議員。 
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○１ 番（鈴木重行議員） 県外からの移住者への支援ということだったと思います。県事業と

いうことで、県が、例えば関東から移住者を連れてくるといった場合、どこの町に移住する

かといったものを選ぶのかなと思うんですが、三川らしい特色というか、そういったもの、

どのようにして発信しているのか、もしあればお聞きしたいと思います。 

危機管理専門員の件でありますが、６０歳とお伺いしました。来年以降というか６０歳以

降、臨時職員においては定年というものはどうなのか分かりませんが、その辺の雇い入れに

ついて、考え方をもう一度お願いします。 

○議 長（小林茂吉議員） 黒田企画調整課長。 

○説明員（黒田 浩企画調整課長） 県外からの移住世帯の対象ですが、県が連れて来るという

場合もありますが、その対象としましては、直接町が相談を受けて県外から移住された方も

対象となります。ただし、あくまでも、会社の転勤とか就職、あるいは進学、そういった方

は対象にはなりません。あくまでも、やはり移住を求めてくるような方で、公共的な窓口に

おいて予め相談があった方が対象となるということでございます。町としましては、庄内管

内の件も含めた２市３町、それから、県も含めた中で、庄内地域移住交流推進協議会を組織

して庄内全体の情報発信も首都圏向けに行っているところでありますし、そういった中で、

本町を希望する方も、この事業に該当なれば活用できるものと思っております。 

○議 長（小林茂吉議員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 一般的な職員につきましては６０歳定年でございますので、本

町においては、臨時職員、非常勤職員においても、基本的にはその６０歳をもって定年とい

うような考えをもっております。ただし、一般職につきましても、再任用制度がございます。

知識、経験を生かして職務をしていただける方につきましては、例えば、現在保育園・幼稚

園の園長もそうでございますが、基本的には６５歳までというような形でしているところで

ございます。そういった面では、専門員につきましても、先程申し上げたとおり勤務してい

ただいての話になるかと思いますが、６０歳以降についても、職員の再任用に準じた形で臨

時職員を雇用していくことができるのかなと思っております。 

○議 長（小林茂吉議員） ４番 佐久間千佳議員。 

○４ 番（佐久間千佳議員） 私の方から３点ほど質問させていただきます。 

まず初めに、歳出の方から。５ページ、総務費の庄内の翼事業負担金、こちら補正で出て

きたということで、補正で出てきて、このタイミングで負担金が発生しているという内容の

説明をお願いします。 

また、その下、８款土木費、河川総務費の修繕料、この中身の方をお願いします。 

次のページ、６ページになりますが、先程も同僚議員質問いたしましたが、危機管理専門

員ということで、説明の中では、防災のハザードマップであったり、地域防災計画の方の策

定に関わってもらうという説明でありました。まだ本人の能力としては未知数な部分はあり

ますが、その本人ありきで計画を進めていくのかどうかというところを、まず一点お伺いし

ます。 

○議 長（小林茂吉議員） 黒田企画調整課長。 
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○説明員（黒田 浩企画調整課長） 庄内の翼事業につきましては、庄内空港の利用促進を図る

とともに、庄内とゆかりの深い鹿児島市との相互交流を目指すものといたしまして、庄内の

翼実行委員会を今後組織するということで、現在進められております。２市３町のほかに、

庄内空港利用振興協議会、それから、鶴岡市・酒田市の商工会議所等が実行委員会の中に加

わって、今後具体的なスケジュール等が示されてきますが、現在の予定としましては、１０

月に鹿児島市との交流を目的としまして、チャーター便を庄内空港から発進するという予定

でおります。それに今２市３町と庄内空港利用振興協議会がそれぞれ一部助成を行うという

予定でおります。 

○議 長（小林茂吉議員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤直吉建設環境課長） ご質問がございました５ページの８款土木費１目河川総務

費の中の修繕料でございます。この修繕につきましては、本町内における歌枕排水機場の施

設の修繕でございます。その内容といたしましては、歌枕排水機場のポンプを動かす際に、

停電したときに操作盤を動かすための電源装置でございます。現在、バッテリーにより動か

すことができるような施設になっております。この使用年限が経過したことに伴い、バッテ

リーの交換、修繕を行うものとなってございます。 

○議 長（小林茂吉議員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） ６ページの危機管理専門員の今回の補正予算の上程でございま

すが、基本的にはご本人に、この６月補正の議決を条件として打診をしているところでござ

います。この賃金そのものも、本人の経歴等を勘案いたしまして積算をしておりますので、

基本的には、現在交渉しておりますこの方について専門員を見込んでいるところでございま

す。 

○議 長（小林茂吉議員） ４番 佐久間千佳議員。 

○４ 番（佐久間千佳議員） それでは、まず一番最初の庄内の都事業の件ですが、庄内空港利

用振興協議会の方が一部助成が入っているという説明でした。その中で、県としてもどのよ

うな関わり方になっているのか。この事業に対しての県の関わり方があれば説明いただきた

いというふうに思います。 

２点目の歌枕の排水機場の発電機の方ですが、同様の事案といいますか、他の施設の方も

そのように修繕といいますか、交換の方が必要になってきているのではないかと思います。

これが、診断がどの時期にされたのかというのは分かりませんが、これから７月・８月のゲ

リラ豪雨の危険がある時期にかかってくるということで、その辺も考慮して交換の方、時期

を見定めていただきたいというふうに思いますし、できるだけ使用するという考え方は分か

りますが、危機管理の面からいって、定期的に交換するという考え方もあると思います。そ

の辺の考え方をお伺いします。 

最後、防災費の危機管理専門員ですが、危機管理専門員ありきで計画を策定していくのか。

例えば、一応３０年３月３１日までの契約だというお話でしたが、その間に計画の方が進ま

なくても、その方とは状況を見て契約を結ばないのかどうか。それとも、その方の計画をメ

インに置いて、その方が計画のメインに置かれて策定に進んでいくのかどうかということを



- 21 - 

お伺いしたいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） 黒田企画調整課長。 

○説明員（黒田 浩企画調整課長） 庄内の翼事業に関わる県の関わりですが、今のところ実行

委員会の中に直接山形県の名前はないところでありますが、庄内空港利用振興協議会の運営

については県の方も大きく関わっておりますので、そういった資金等の部分については、県

の補助金等もその振興協議会全体の中には含まれているものと理解しております。 

○議 長（小林茂吉議員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤直吉建設環境課長） 歌枕排水機場関連の施設の関係でございます。施設の方の

保守点検、メンテナンスという点であろうかと思います。この施設につきましては、電気保

安協会の方と業務委託を結んでおりまして、その中において、電気施設の設備の状況を確認

しております。今回バッテリー関係については、メーカーの指定されている経過年数を過ぎ、

若干使えるものの早期の更新をということでご指摘いただいております。その段階において、

バッテリーなものですから、比重を確認し、使用できる段階まで使用するというスタンスで

使用しております。 

このような施設、町内にいくらあるかということですが、他におきましては、国で管理し

ております成田排水機場、この施設は国の方で管理をいたしております。また、大山川に流

します沖堰・尾花両排水機場、これも同様のシステムのスタイルとなっています。こちらの

方も発電装置等ございますので、電気保安協会と業務委託を結び、その中において更新手続

き等をするような形となってございます。 

○議 長（小林茂吉議員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 想定しております危機管理専門員につきましては、平成３０年

度の当初予算において、地域防災計画、ハザードマップの見直しをするということで予算の

議決をいただいております。この方がいるからということで防災計画の見直しをするわけで

もなく、ハザードマップの見直しをするわけでもございません。これまで改定する期間が長

かったものですから、特に昨今の異常気象等を踏まえると、早めにその改定をし、実態に見

合った防災計画を作るべきだという想定のもとに、この計画を立てたものでございます。基

本的には、業務委託でその策定を行うつもりでおりました。ただ、実際を見ますと、業務委

託をした場合については、全国同様の防災計画になってしまって、ある程度地域の実状を踏

まえたものがなかなかできにくい。 

そういった中で、今回この専門員につきましては、自衛隊の山形県本部の方で紹介をいた

だいたところでございますが、国の特別交付税を用いて財源措置がなされる。ただし、この

場合については、地域防災マネージャーの資格を持っている必要がある。経験も必要だと。

そういった方がいらっしゃるというお話がありましたので、では、その方に、ぜひこの防災

計画の策定の見直しのお力を貸していただきたいと。メインだというふうには考えておりま

せん。危機管理係がメインになって策定をしてまいります。さらには、これは町の防災会議

に諮問をいたしまして、その改定内容を協議していただきますし、さらには、県への協議も

必要となってまいります。先程議員からは、３月３１日までに改定を終えるという話がござ
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いましたが、私どもとしては、３０年度予算の中で業務委託を用い、さらには、今回補正予

算において、専門員を配置して防災計画の見直しを進めていく考えでございます。 

ただ、協議の中では、防災会議、あるいは県との協議の中で、３０年度内にできない可能

性はございますが、ハザードマップの見直しは当然いたしますし、その中で、先程申し上げ

たとおり、専門員については、この地域防災計画の見直しだけではなく、防災計画に対する

マニュアル、実際の活動マニュアル、そういったものも今後は、さらに見直しをした防災計

画に基づいて作っていかなければなりません。そういった経験をすでに、他県・他市でござ

いますが、していらっしゃる方ですので、そういった経験を踏まえて、私どもとしても、こ

の方を紹介、本人からもご応募いただきましたので、実際に面接をし、知識・経験について

は私どもの方に力を貸していただける方だということで、今回は、臨時職員でありますが専

門員という役職を設けたわけでございます。 

この議決をいただきましたら、ご本人と交渉いたしまして、今年度については会計年度内、

さらには、先程申し上げましたとおり、勤務評価もしてまいりますが、そういったものでは、

３１年度以降についても、状況によってはお願いしていきたいというふうには考えていると

ころでございます。 

○議 長（小林茂吉議員） ６番 芳賀修一議員。 

○６ 番（芳賀修一議員） ５ページの６款農林水産業費、農業次世代人材投資資金給付金 300

万ですが、確か当初の予算の中では 600 万という予算計上がありまして、合わせますと 900

万ですので、１人 150 万の次世代資金ということになりますと、6 人の方が今年度新しく新

規就農という形になったというふうに解釈できますが、新規就農する場合に、確か三つのタ

イプがありまして、全く外部から、Ｉターンとかという格好で新規就農する場合と、親の経

営をそのまま生前贈与を受けまして経営をする場合と、それから、親元でも全く新しい経営

を立ち上げるという確か三つのタイプがありますが、そのタイプ別はどのような格好になっ

ているのかお伺いしたいと思います。 

それから、コミュニティ助成金について、どちらでどのような事業をなされるのかをお伺

いしたいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） 齋藤産業振興課長。 

○説明員（齋藤仁志産業振興課長） ご質問の農業次世代人材投資資金給付金でございますが、

ご質問の中で、当初予算が 600万ということでございましたが、実はその投資資金について

は、そのうちの 300万になってございます。もう一つの 300万については、農地中間管理事

業の関係の予算でございます。今回その 300万に対しまして、補正として 300万をお願いし

ているところですが、この 300万については、お話のとおり２名が対象になってございます。

当初が２名、新たに２名ということで、４名分という形になりますが、そのタイプ別でござ

います。これについては、新たな２名の方については、双方等も親御さんは農業を営んでお

られますので、親元就農という形にはなりますが、一緒に農業をするのではなく、いわゆる

親元での新規の就農ということでの形態になってございます。 

○議 長（小林茂吉議員） 本間総務課長。 
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○説明員（本間 明総務課長） ６ページの防災費、コミュニティ助成事業費補助金に対する質

問でございますが、これについては、いわゆる宝くじの助成事業でございます。防災費、防

災関係の対象事業となりまして、今回対馬自主防災会がこの対象となりまして、内容として

は、発電機、投光器、それから、小さなプレハブのようなものですが防災倉庫、メガホンだ

とか、こういったものが総事業費で 111万 9,000円ほどになりますが、そのうち 110万円が

助成となるものでございます。 

○議 長（小林茂吉議員） ６番 芳賀修一議員。 

○６ 番（芳賀修一議員） では、とにかく４人が新規就農という格好で、今２人の話はありま

したが、もうあと２人についてと、それから、所得が増えますと減額されるという仕組みが

あるわけですが、その辺のところで、実績がある方もおられますので、所得が減額になって

いるという状況があるのかどうかを一つお伺いしたいと思います。 

それから、コミュニティ助成事業の宝くじの補助金ですが、なかなか申請しても該当しな

いというのはあると思いますが、そういう現実も聞いておりますが、現在申請中のものとい

うのはどのようなものがあるのか、分かればお願いしたいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） 齋藤産業振興課長。 

○説明員（齋藤仁志産業振興課長） 先程説明の２名の方以外の２名についても、新規就農とい

う形での交付を受けております。ただ、そのうちの１名につきましては、平成２７年度から

交付を受けておりまして、その農業収入の中で、先程言われましたとおり所得がありました

ので、その所得に応じて交付金が減額になっております。ただ、３０年度については、４年

目になりますが、とりあえず 150万円という満額を予算計上しているところでございます。 

○議 長（小林茂吉議員） 黒田企画調整課長。 

○説明員（黒田 浩企画調整課長） 防災一般、コミュニティ助成事業についての県の窓口は今

一つなわけですが、昨年度要望して、３０年度該当にならなかった一般コミュニティの町内

会としましては、助川町内会、成田新田町内会、三本木町内会、この三つの町内会が、いず

れも一般コミュニティの要望を上げたけれども、今年度該当にならなかった。内容について

は把握しておりません。 

○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） 私の方からは２点お伺いしたいと思います。 

５ページの８款土木費、法定外公共物整備事業費補助金ということで、どこの何に補助金

を出すのか教えてください。 

それから、下水道特別会計の歳出の方で、管路布設等工事請負費ということで、400 万で

すが、今、本町あちこち住宅も出ていますが、この管路布設はどこの場所なのか教えてくだ

さい。 

○議 長（小林茂吉議員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤直吉建設環境課長） 初めに、５ページの土木費、土木総務費の法定外公共物整

備事業費補助金でございます。こちらの対象町内会といたしましては、三本木町内会になる

ところでございます。費目につきましては、水路という形で補助を行うところとなっており
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ます。 

また、三川町下水道特別会計補正予算の内容で、工事費の場所についてでございます。今

現在、事前相談を受けております場所といたしましては、町内多種に富んでおります。横山

について、２ヵ所ほど今現在申請が来ているところです。また、袖東地内においても、３ヵ

所ほど申請が入っているところとなっております。対馬、三本木、袖東、ここら辺がござい

ます。 

○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） 法定外公共物ということで、三本木地内の水路ということでした。

よその町内会でもいろいろ計画されているというふうに思っておりますが、この辺は、申請

すればほとんどすぐ進めるような体制になっているのか。今どうなっているか、今後の予定

をお知らせください。 

○議 長（小林茂吉議員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤直吉建設環境課長） 三川町法定外公共物整備事業についてでございますが、こ

の事業におきましては、補助金交付要綱がございます。この要綱に合致するものについて、

申請があった内容を確認し、その内容によって予算を確保しながら事業を進めていくところ

でございます。 

○議 長（小林茂吉議員） 他にありますか。 

９番 梅津 博議員。 

○議 長（小林茂吉議員） ９番 梅津 博議員。 

○９ 番（梅津 博議員） それでは、私の方から。 

まず３ページにあります債務負担行為補正ということで、どなたもお聞きにならなかった

のでお聞きしますが、土地開発公社に対する債務保証ということで、内容については、みか

わ産業団地の第３期の事業ということで行ってはおります。改めて伺いたいのですが、ここ

で全農の倉庫の建設というようなあらましの内容は伺っているんですが、その具体的な内容

について伺いたいと思いますし、今後の建設スケジュールについても伺いたいと。この債務

負担行為が、平成３０年度から償還期間満了までということになりますが、これが満了する

時期というのは、今の時点でどのようにお考えなのか伺いたいと思います。 

それから、歳出５ページ、同僚議員からもありましたが、地域づくり活動推進事業、移住

世帯向け記念品、今回１２万 9,000円の補正計上ですが、件数として、どれぐらいの件数を

見込んでの金額なのか。１件当たりの単価、内容について、どのような内容なのか分かる範

囲で説明をお願いします。 

それから、これもありましたが、６ページの９款消防費、非常勤・臨時職員分社会保険料

等であります。いろいろ説明ありまして、内容的には大体理解しましたが、この方の採用に

よって様々な防災計画、あるいはハザードマップ等の具体的な名前も出ました。そういった

防災関係の計画づくりを進めていくということであります。今までですと、当然そういった

専門的な分野でありますので、他に、外部に業務委託ということで、いろいろしてきたわけ

でございますが、今回この方の採用によって、そういった外部への業務委託に関しては全く
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いらなくなるのか。その辺の見通しについても説明を求めます。 

○議 長（小林茂吉議員） 黒田企画調整課長。 

○説明員（黒田 浩企画調整課長） 債務保証関係で、土地開発公社の部分での回答になってし

まいますが、スケジュールといたしましては、先月の５月２５日、町の農業委員会、総会に

おいて、農地転用の協議をしていただいて、その後、今月の２０日には県の農業会議へ諮問

されて、そういった手続きが現在進められているところでありますし、今後地権者からの用

地取得、それから、都市計画法による開発行為の許可を受けて、実際に工事に着手といった

流れとなります。分譲時期等については、相手があることですが、本町において、来年の秋

には施設を稼働させたいといった希望もあるみたいですので、分譲時期については本年内、

１２月までには工場を完成して、相手方に分譲したいと考えているところであります。 

それから、施設の規模等については、詳しい資料等については相手方からもいただいてお

りませんので、差し控えたいと思います。 

次に、一般会計補正予算の５ページの地域づくり活動推進事業の１２万 9,000円の内訳と

いうことでありましたが、県の方では、山形県内全体で 300世帯を想定しているというふう

に伺っておりますが、先程申し上げました基準に見合うものとなりますと、本町内で、平成

２９年度においては、それに該当する方はありませんでした。したがって、本年度において

も、実数としては少ないものと思いますが、予算上は５件、５世帯の予算を確保したところ

でございます。実際に記念品として差し上げるのは、お米と味噌、醤油ということになりま

して、これも、米の場合は「つや姫」と「はえぬき」から選択することになるんですが、予

算上は、本町としましては「つや姫」を選択しております。したがって、年間の１世帯当た

りの米が６０㎏、それから、味噌、醤油がそれぞれ、味噌が３㎏で醤油が３リットルといっ

た内容なんですが、金額的には米の方が、全農と山形県醤油味噌工業共同組合から１／３の

額を差し引いた額で本町の方に請求がまいりますので、県の補助金を含んだ額を予算措置し

ているわけですが、米の部分が２万 3,934円、これは１世帯当たりです。それから、味噌、

醤油合わせて１世帯当たり 1,800円、これの５世帯分ということで、掛け算しますと１２万

8,670円となることから、この所要の予算を計上しているところであります。 

○議 長（小林茂吉議員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 町の地域防災計画につきましては、国・県の防災計画に基づい

て計画を進めているものでございます。国・県におきましては、特に国については、過去の

熊本地震だったり、全国各地の風水害、そういったものがあるたびに防災計画の見直しを行

っております。かたや、本町においては、これまで地域防災計画の本編に加えて、地震対策

編と風水害対策、そういったものの防災計画の見直しを行ってまいりましたが、全体的な計

画の見直しを行っていなかったために、国・県の表現、あるいは方法との乖離がございます。

そういった国・県の計画に基づくものの修正については業務委託、３０年度当初予算で見て

おりますので、これについては業務委託を行い、その修正を行う必要があるかと思っており

ます。それ以外に、実際の三川町に対応した防災計画のあり方について、いえば、国・県の

計画に地域性を加えるというような形であろうかと思いますが、そういった意味での計画の
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見直しを行いたいと考えております。 

○議 長（小林茂吉議員） 債務保証に関しての再答弁をお願いします。 

黒田企画調整課長。 

○説明員（黒田 浩企画調整課長） 償還の完了時期の部分としましては、先程分譲引き渡しを

年内にということでありましたので、年内に相手方からの土地代金についても納入していた

だく予定としております。 

○議 長（小林茂吉議員） ９番 梅津 博議員。 

○９ 番（梅津 博議員） これ土地開発公社の分野なので答弁できるかどうか分からないんで

すが、私の持っている資料の中には、分譲計画というものの中に、面積としては３万 2,000

平米ぐらいなんですが、公共用地ということで、道路、町道の関係があるんですが、あそこ

の産業団地、今回でほぼ全部分譲するということになるわけですが、将来的なことも考えて、

その町道のあり方といいますか、利用の仕方についてはどのような協議がなされているのか。

将来にわたって、あそこの産業団地が拡充されていくとなれば、ある程度大きめの町道が必

要なのかなと私は思うんですが、そういった部分については、土地開発公社なり、町の方で

はどのように考えて今回の金額の算定に至ったのか。その辺、伺いたいと思います。 

それから、防災の専門員の関係なんですが、業務委託は予定通りやりますということで、

地域の特性、三川町の特徴といいますか、特性に従った、よりきめの細かい計画づくりとい

うような意味合いでの仕事をするんだということでありました。この内容からして、では 400

万以上の経費が発生する中で、この方を雇用して防災計画を作っていくという意味合いとい

いますか、価値といいますか、そういったものの判断をどこに置くのかということでありま

す。では、今までどおり業務委託というものがありながら、そこで町の防災計画なりは作れ

るというような判断であれば、この方を雇用して行う意味合いといいますか、それをどこに

置くのかということであります。横手市での活動については伺ったわけでございますが、具

体的に、この方を置いて、本町にとってどのような利点が発生するのかと。この辺について

少し伺いたいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） 黒田企画調整課長。 

○説明員（黒田 浩企画調整課長） 工業団地内における道路計画につきましては、内部でも検

討しているところであります。天神堂工業団地とみかわ産業団地の間にある青山天神堂線、

それから、今回新たに整備する、２期と３期の間の青山天神堂Ｂ線といった、県道と県道を

結ぶ基幹道路的な部分については、やはり全体の分譲等を考えますと、町の方で、公共的な

部分で、今後進めることが望ましいのではないかといったことで、今回の、例えば土地開発

公社予算の方には、そういった道路整備の根本的な部分については、全体の部分は入ってい

ないところでありまして、そういった部分については、今後の拡張計画と合わせて、道路全

体の計画を、やはり検討していく必要があるかと思っております。 

○議 長（小林茂吉議員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 価値判断、意味合いということでございました。先程来の答弁

ついて、私自身も防災計画の出来栄えについて随分ハードルを上げるような言い方をしてし
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まったなと思っておりますが、そういった意味では、これまで危機管理係が、ここ数年、職

員１名と臨時職員１名で業務に当たってまいりました。ただ、先程申し上げたとおり、いろ

んな防災に関わる事象がたくさん出ている中では、やはり職員が不足しているという面はこ

れまでありましたので、３０年度においては、正職員２名体制といたしました。これも、や

はり防災計画が３０年度見直しをすると。ここ５年ほど行っていなかった内容に取り組むと

いうことで、職員体制を充実させたいという思いで増員もしてまいりました。ただ、やはり

この２名でも業務委託を行い、先程申し上げたとおり、国・県の防災計画とのすり合わせだ

けでいいのだろうかというような思いをもっている中で、こういった経験をもっていらっし

ゃる方を活用する、特別交付税を活用する事業がございましたので、この方に入っていただ

いて、先程来申し上げている町独自の内容を加味することができればというような言い方を

させていただきました。 

そういった意味では、業務委託だけでできた防災計画と、そういった知見を活用した専門

員を含めた防災計画二つを見比べることはできないわけですので、これから作るものですの

で、その価値判断という意味では、現場が、あるいは防災に従事する方々が、その計画に基

づいて適切に行動できるかどうかだというふうには考えておりますので、結果としては今す

ぐ見えるものではなく、その防災計画の見直しは、今後の活動の中で当然さらに見直しが必

要になってまいりますので、議員がおっしゃる価値判断、専門員が入ったことによる効果そ

のものを現時点で申し上げることはできないのかなというふうに考えております。 

○議 長（小林茂吉議員） ２番 志田德久議員。 

○２ 番（志田德久議員） 確認であります。今まで出ていました５ページの庄内の翼事業であ

りますが、これ今鹿児島県とゆかりのあるということですが、今おそらくＮＨＫの大河ドラ

マの関係かと思います。それで、参加者はすでに決まっているのか。例えば、その中で、役

職的に三川の人も参加するのか。そういうものの助成という考えで良いのか。例えば、各２

市３町フリーで考えれば、南洲神社の関係者とか、そういうことありますが、チャーター便

ですので、何人程度で、どういう関係者が鹿児島を訪れるのか伺いたいと思います。 

そして、今まで出ています６ページの危機管理専門員ですが、当然危機管理係に配属にな

ると思われます。そうした場合、今後消防の性能検査、操法大会、そして５月１９日のよう

な大雨の場合の待機、状況判断のために職員は活動しているわけですが、そういう活動もこ

の専門員は携わっていくのか伺います。 

○議 長（小林茂吉議員） 黒田企画調整課長。 

○説明員（黒田 浩企画調整課長） 庄内の翼事業の準備委員会における現段階の資料によれば、

全体の参加人数を約 240名と想定しております。それについては、今後７月上旬に募集広報

等を発信して参加者を募るということであります。 

それから、負担金ですが、これは、本町で予算化したものについては、本町から参加した

方に対しての助成と。航空運賃に対する助成ということで、あくまでもそれぞれの２市３町

で、住民が参加された人数に応じて、その実行委員会に航空賃の助成費として負担金を払う

といった考え方であります。 
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○議 長（小林茂吉議員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 専門員につきましては、危機管理係の方に配置するものでござ

いまして、町の消防・防災業務の方に従事していただくことになろうかと思います。ただ、

イベントとか、災害時は当然のように対応していただこうと思っておりますし、イベント関

係については、その人員的なものも含めて、必要に応じてその判断をしてまいりたいという

ふうに考えております。 

○議 長（小林茂吉議員） ２番 志田德久議員。 

○２ 番（志田德久議員） 専門員ですが、今イベントという言葉がありましたが、消防の活動、

今勤めておりますので、土日に行事が主に組まれております。この方、臨時職員ということ

で、では土日は出勤しないで、業務に当たらないでという解釈でよろしいのか。災害時は別

にしてです。 

あともう一つ、庄内の翼事業、例えば、これから募集して 240人を超えた場合、どういう

選定基準で、どこでこの選定をしていくのか。そして、一般募集で、今回補正組みましたが、

増えた場合、また補正額を増やしていくのか、逆に、この額の中で、人数で割っていくのか

伺います。 

○議 長（小林茂吉議員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 消防団活動につきましては、近々あるものとしては、例えば消

防機材の性能検査だとか、その後操法大会とかございます。先程の他の議員の質問にもあり

ましたとおり、地域の実状をやはり見ていただく必要はありますので、例えば、性能検査に

おいて、一緒にその状況を見ていただく必要はあろうかと思いますが、操法大会、１日がか

りで行っているわけでございますが、それに全部出る必要はあるのか。そういったところは、

土日が特に多いわけでございますので、臨時職員という立場もございますので、ただ、臨時

職員の場合でも、週の労働時間、労働基準法でも定められていますし、そういったものを踏

まえながら、必要に応じて三川町を知っていただくというような観点をもって判断していき

たいというふうに考えております。 

○議 長（小林茂吉議員） 黒田企画調整課長。 

○説明員（黒田 浩企画調整課長） 全体の人数を超えた場合等のお話ありましたが、この募集

の仕方は、これから実行委員会等でまた協議になると思いますが、先着とか、そういったこ

ともありますし、あるいは、逆に足りなかった場合とか、そういったことも想定されます。 

それから、本町の枠としましては、庄内空港利用振興協議会の負担と本町の負担とを合わ

せて２万円という１人当たりの額なんですが、庄内空港利用振興協議会が 5,000円で、本町

が１万 5,000円ということで予算化しておりますので、本町の枠としましては１０名という

ふうになっております。これが、仮に募集人数を実際に取りまとめた後、想定を超えた人数

が来た場合については、早くても１０月中旬以降ということで聞いておりますので、その辺

は実行委員会等で協議しながら最終的には判断されるかと思いますが、やはりそれぞれの市

町村の負担金でそういった調整が必要になってくるのではないかなと思っております。 

○議 長（小林茂吉議員） ８番 成田光雄議員。 



- 29 - 

○８ 番（成田光雄議員） 先程の債務負担行為の関係でありますが、これ聞けるかどうか分か

りませんが、もしお答えできればお願いしたいと思います。 

これは分譲までの債務負担行為になろうかと思いますが、いろいろ、全農の倉庫の防災対

策、いわゆる火災の場合の対応というのは、町は関係しなくてもいい、あるいは全農ですべ

て行えばいいのか、この消防法の関係、私つまびらかに分かりませんので、実際この図面を

見ますと、確か２ヵ所に防火水槽みたいなものがあるようですが、その関連で、そこに引っ

張る配管工事はどのようになっているのか。あるいは、中の消火設備はどうなるのか。これ

は別に全農の問題であるから関係ないんだといえばそれまででありますが、その辺、できれ

ば防火水槽の配管工事はあるのかないのか、そこまで関わっていいのかどうか、関わらなく

てもいいのかどうか、その辺、少し教えてください。 

○議 長（小林茂吉議員） 黒田企画調整課長。 

○説明員（黒田 浩企画調整課長） 今の造成計画において、都市計画法の基準によって造成計

画を組んでいるところでありますが、造成段階で必要な防火水槽については、半径 100メー

トルをカバーするということで、最低２ヵ所必要だという配置をしているところであります。

それについては、貯留式となっておりまして、防火水槽そのものに配管、給水管を引くとい

ったことは考えておりません。これは第２期においても同様の形で行っております。ただ、

別に事業所用として給水設備は給水管を建物内にやはり給水は行いますが、土地開発公社の

工事としましては、分譲地の出入りの部分までの給水工事という形を考えております。 

あと、建物自体に、またやはり消防法の規定があるようでございまして、それは建築基準

法によって、さらに建築主がその基準に則って消防の設備を整えるものと理解しております。 

○議 長（小林茂吉議員） ８番 成田光雄議員。 

○８ 番（成田光雄議員） 今ので理解できました。ただ、庄内全体の米、何十万俵ですか、そ

れが火災になったとき、そういうふうになることはあってはならないんですが、そういう場

合に、水が配管されていないというその事実になった場合、町に責任がなければ別にいいん

ですが、それはそれで良ければいいんですが、実際は貯留型で、結局配管から来るというわ

けではないわけで、あと問題は中が自分の方でするということなので、別に町が心配する必

要はないんですが、周りの見る目というのはそうではないのであって、あそこがいろんなそ

ういう災害に遭った場合なんかは、配管されていないという事実がどう受けとられるかとい

うのは、非常に不安なところ、私はあるんです。ですから、それで問題なければいいのです

が、通常であれば、脇に消火栓の水補給のものがあって、足しながら行っていくわけです。

そういうこともできますので、庄内では唯一全農の倉庫というふうになりますので、その辺、

盤石にした方がいいのではないかなと私は思うんです。問題がなければいいです。もし何か

これにコメントあれば。 

○議 長（小林茂吉議員） 黒田企画調整課長。 

○説明員（黒田 浩企画調整課長） 法基準上は満たす内容となっているところでありますが、

先程言いました建築そのものにも、やはり消防の、そういった何ヵ所かは義務付けられてい

ると聞いておりますし、それには当然事務所用としての給水設備は当然整いますので、両面
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そういった消防設備が整備される予定になっております。 

○議 長（小林茂吉議員） 以上で質疑を終了します。 

○議 長（小林茂吉議員） これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

○議 長（小林茂吉議員） 以上で討論を終了します。 

○議 長（小林茂吉議員） これから、採決します。平成３０年度一般会計及び特別会計補正予

算２件を一括して審議いたしましたが、採決は区分して行います。 

最初に、議第３８号「平成３０年度三川町一般会計補正予算(第１号)」の件を採決します。 

お諮りします。本件は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立 ８ 名 不起立 ０ 名） 

○議 長（小林茂吉議員） 起立全員であります。したがって、議第３８号「平成３０年度三川

町一般会計補正予算(第１号)」の件は、原案のとおり可決されました。 

○議 長（小林茂吉議員） 次に、議第３９号「平成３０年度三川町下水道事業特別会計補正予

算(第１号)」の件を採決します。 

お諮りします。本件は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立 ８ 名 不起立 ０ 名） 

○議 長（小林茂吉議員） 起立全員であります。したがって、議第３９号「平成３０年度三川

町下水道事業特別会計補正予算(第１号)」の件は、原案のとおり可決されました。 

 

○議 長（小林茂吉議員） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

これをもって散会いたします。 

 

（午前１１時５５分） 
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 地方自治法第１２３条の規定により、 

ここに署名する。 

 

 

 

平成３０年６月８日 

 

 

三 川 町 議 会 議 長 

 

三川町議会議員  2番 

 

三川町議会議員  3番 
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平成３０年第４回三川町議会定例会会議録 

 

１．平成３０年６月８日三川町議会定例会は、三川町役場議場に招集された。 

 

 

２．出席議員は次のとおりである。 

  １番 鈴 木 重 行議員  ２番 志 田 德 久議員  ３番 佐 藤 栄 市議員 

  ４番 佐久間 千 佳議員  ５番 町 野 昌 弘議員  ６番 芳 賀 修 一議員 

  ８番 成 田 光 雄議員  ９番 梅 津  博 議員 １０番 小 林 茂 吉議員 

 

 

３．欠席議員は次のとおりである。 

  ７番 田 中  晃 議員 

 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。 

阿 部  誠 町 長   石 川  稔 副 町 長 

鈴 木 孝 純 教 育 長   遠 藤 淳 士
 会 計 管 理 者 兼 

会 計 課 長 

本 間  明 総 務 課 長   黒 田  浩 企 画 調 整 課 長 

五 十 嵐 礼 子 町 民 課 長   菅 原 和 子
 健康福祉課長兼 

地域包括支援センター長 

齋 藤 仁 志
 産業振興課長併   

加 藤 直 吉 建 設 環 境 課 長
 

農業員会事務局長    
 
教育課長兼公民館長併 

佐 藤  亮 
農村環境改善センター所長併 
健康福祉課保育園主幹併 
子育て支援施設整備主幹 

 

 

和 田  勉 監 査 委 員   庄 司 正 廣 農業委員会会長 

 

 

５．本会議に職務のため出席した者は次のとおりである。 

髙 橋 誠 一 議会事務局長   佐 藤 真 子 書記   菅 原 明 大 書記 
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６．会議事件は次のとおりである。 

議 事 日 程 

 

○ 第 ３ 日   ６月８日（金）  午前９時３０分開議 

 

日程第 １   一般質問  ５名 

 

○ 散  会 
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○議 長（小林茂吉議員） おはようございます。これから本日の会議を開きます。 

（午前 ９時３０分） 

○議 長（小林茂吉議員） 日程第１、「一般質問」を行います。 

一般質問は、５名の議員から通告がありましたので、通告順に行うことといたします。 

なお、一般質問は、議会運営規程第８６条第１項の規定により、答弁時間も含めて質問者

一人につき、１時間以内といたします。ただし、反問及び反問に対する答弁に要する時間は

除きます。 

したがって、質問者は、簡潔に要点を、また、答弁者は、明快、簡潔に各々その要点を得

るよう、特にご留意を願います。 

最初に、５番 町野昌弘議員、登壇願います。５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員）  

 

１．子育て支援について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．町の土地利用デザインに

ついて 

 

 

 

 

 

 

３．町の安全安心な生活環境

について 

 

 

 

 

 

１．本町の子育て支援センターは、子どもをのびのび遊ばせる

には狭く利用時間も短いので利用しにくいとの声を多く聞き

ます。利用しやすいように改善するべきと思いますが、町の

考えを伺います。 

 

２．町が学童保育に提供している施設（三川町児童交流センタ

ー）の老朽化が進んでいると聞いています。既存の公共施設

を使うなど早めの対応が必要なのではないでしょうか、町の

考えを伺います。 

 

１．みかわ産業団地の最後に残っていた場所には、入って来る

企業も決まり、町の発展に明るい話だと思います。 

本町の地理的優位性を見込んで、今後も町に来たいと考え

る企業が予想されると思いますが、そうした需要に応えるに

は場所が無いと認識しています。 

町として準備をしておく必要があると考えますが、町の考

えを伺います。 

 

１．不幸な事に新潟で小学２年生の子どもが帰宅途中に無残な

事件に遭われました。このような事はあってはなりません

が、本町で起こらないとは言い切れないと思います。 

このような事が起こらない対策が必要だと考えますが、町

の考えを伺います。 
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４．重度障害者に対する町の

支援について 

 

１．本町にも生まれながらにして障害を持った方や、不慮の事

故で障害を持たれた方がおられます。その中でも特に重度の

障害のある方やその家族の苦労・将来への不安は大きいと思

います。その方々の入所施設の拡充や通所経費の支援等、国

や県の他に町でも支援を充実させるべきと思いますが、町の

考えを伺います。 

 

 

平成３０年第４回三川町議会定例会において、通告に従い質問いたします。 

まず初めに、子育て支援について伺います。 

本町の子育て支援センターは、子どもをのびのび遊ばせるには狭く利用時間も短いので利

用しにくいとの声を多く聞きます。利用しやすいように改善するべきと思いますが、町の考

えを伺います。 

次に、町が学童保育に提供している施設（三川町児童交流センター）の老朽化が進んでい

ると聞いています。既存の公共施設を使うなど早めの対応が必要なのではないでしょうか。

町の考えを伺います。 

２番目に、町の土地利用デザインについて伺います。 

みかわ産業団地の最後に残っていた場所には、入って来る企業も決まり、町の発展に明る

い話だと思います。本町の地理的優位性を見込んで、今後も町に来たいと考える企業が予想

されると思いますが、そうした需要に応えるには場所が無いと認識しています。町として準

備をしておく必要があると考えますが、町の考えを伺います。 

３番目に、町の安全安心な生活環境について伺います。 

不幸な事に新潟で小学２年生の子どもが帰宅途中に無残な事件に遭われました。このよう

な事はあってはなりませんが、本町で起こらないとは言い切れないと思います。このような

事が起こらない対策が必要だと考えますが、町の考えを伺います。 

最後に、重度障害者に対する町の支援について伺います。 

本町にも生まれながらにして障害を持った方や、不慮の事故で障害を持たれた方がおられ

ます。その中でも特に重度の障害のある方やその家族の苦労・将来への不安は大きいと思い

ます。その方々の入所施設の拡充や通所経費の支援等、国や県の他に町でも支援を充実させ

るべきと思いますが、町の考えを伺います。 

○議 長（小林茂吉議員） 阿部町長。 

○説明員（阿部 誠町長） 町野昌弘議員にご答弁申し上げます。 

なお、質問事項３の町の安全安心な生活環境につきましては、教育委員会よりご答弁申し

上げます。 

はじめに、子育て支援について、１点目の子育て支援センターに関するご質問であります

が、本町では、みかわ保育園の和室１室を「子育て支援センター」として位置付け、各種事



- 36 - 

業を展開しているところであります。議員のご質問のとおり、この和室は約５１㎡、３２畳

ほどの広さであり、１０組の親子が参加すると手狭に感じるような状況にあります。 

こうしたことから、子育て支援センター事業の一部については、会場を三川町社会福祉セ

ンター「子ども広場」や三川町公民館「多目的ホール」に移して実施し、子どもたちがのび

のびと遊ぶことができるよう配慮しているところであります。 

なお、利用時間が短い点につきましては、今後の課題と捉えておりますが、現時点の職員

体制においては各種事業の準備時間を考慮し、半日開催といたしているところであります。 

２点目の三川町児童交流センターに関するご質問でありますが、この施設は押切保育園と

して昭和４８年に竣工した建物であり、４５年が経過した木造建築であります。平成１５年

から三川町児童交流センターとして使用しておりますが、老朽化が著しく進行しており、今

冬の大雪によりさらに傷みが進んだ状態にあります。 

こうした状況を踏まえ、子育て支援センター及び児童交流センターにつきましては、町の

喫緊の課題として捉え、以前から狭隘、そして老朽化という課題への対応策を協議してきた

ところであります。その過程で既存公共施設の利用も選択肢として検討いたしましたが、立

地や面積的な課題が支障となったことから、新たな施設を建設する方針を決定いたし、複合

施設としての子育て交流施設整備事業を進めてきたところであります。町といたしましては、

課題解決のため一刻も早い新施設の建設に取り組みたい考えであります。 

次に、町の土地利用デザインにつきまして、ご答弁申し上げます。 

本町におきましては、適正で秩序ある土地利用の推進を基本としながら、地理的条件の優

位性や道路網等の社会基盤の整備に伴い、民間による商業集積や工業団地、産業団地の開発

が進められてきたところであります。 

ご質問にありました「みかわ産業団地」につきましては、本年内には計画区域内最後とな

る第３期分譲地が進出予定企業に引き渡される運びとなっているところであります。 

競争力に優れた企業の誘致は、税収面だけでなく雇用面でも大きな効果を上げることが期

待され、特に若い世代の町外流出に歯止めをかけるための雇用の受け皿として、今後とも積

極的に推進していく必要があると考えているところであります。 

このようなことを踏まえ、本町といたしましては、企業の立地ニーズの把握に努めるとと

もに、農用地との土地利用調整を図るための各関係機関、関係者等との協議を進めながら、

現在の「みかわ産業団地」の拡張を目指した土地利用に係る新たな実施計画の策定に向けて

取り組んでまいりたいと考えているところであります。 

４点目の重度障害者に対する支援に関するご質問でありますが、本町におきましては、障

害のある方に関する施策の基本計画である「三川町障害者計画」、そして、障害福祉サービ

スの見込量などを定めた「三川町障害福祉計画」「三川町障害児福祉計画」を策定し、障害

のある人もない人もお互いの人格と個性を尊重し、共に暮らし支え合う地域社会の実現に取

り組んでいるところであります。 

これらの計画で対象としている障害は、身体障害のみならず知的障害、精神障害、難病の

方や児童であり、まさに、障害の種別や程度によって、個々の方々が抱える課題や求める支
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援は多岐にわたるものであります。 

そのような中、本町におきましても、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律」に基づく事業や補助事業に取り組むとともに、町独自事業としての自動車用

燃料費の助成や障害福祉サービス通所事業所への交通費の助成等の支援にも努めているとこ

ろであります。 

今後とも、障害を抱える方や、その保護者の思いを受け止めながら、国や県、相談支援事

業所や各種障害福祉サービス事業所との連携のもと、施設を含むサービスの充実に努めてま

いりたいと考えているところであります。 

以上、答弁といたします。 

○議 長（小林茂吉議員） 鈴木教育長。 

○説明員（鈴木孝純教育長） 町野議員のご質問にご答弁申し上げます。 

質問事項３の、町の安全安心な生活環境に関するご質問でありますが、まずもって、新潟

県で起きた残忍な事件を遺憾に感じるとともに、ご遺族に哀悼の意を表するところでありま

す。 

本町における児童生徒の安全安心な生活環境づくりにつきましては、地域住民の方々から

ご協力をいただきながら、「三川町安全みつめたい」の編成と「三川町子ども 110番連絡所」

の設置に取り組み、見守り活動を展開しております。また、低学年の下校時には防災行政無

線で見守りを呼びかけるとともに、通学路での安全指導を行う地域学校安全指導員を配置し、

年間８０回の見守り活動も実施しているところであります。 

さらには、通学においては集団登校・集団下校を基本としておりますが、一人での通学と

ならざるを得ない場合には、スクールワゴン車を運行して対応しているところであります。 

今後とも、通学時の児童生徒の安全対策につきましては、子どもたちを守る方法や体制を

随時点検しながら、地域の方々との連携のもと強化してまいりたいと考えております。 

以上、答弁といたします。 

○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） それでは、再質問させていただきます。 

まず初めに、子育て支援について伺います。 

１番目の子育て支援センターの利用時間、また、狭いというところで、多目的広場や他の

場所を使っているということでありました。まず最初にお聞きしたいのですが、今現在、利

用時間というものは１１時半で終わられるというふうなことで聞いております。なぜ１１時

半で終えているのか。その辺、町当局の理由、１１時半で終わっている理由というものはど

うなのか、まず初めにお知らせください。 

○議 長（小林茂吉議員） 佐藤保育園主幹。 

○説明員（佐藤 亮保育園主幹） ただいまご質問ありました子育て支援センターの利用時間に

ついてでありますが、ご質問のとおり、利用時間については朝９時から１１時半までという

ふうにしているところであります。こちらにつきましては、専門員が事業に当たっているわ

けですが、事業終了後、会場の片付け及び１２時からの給食に備えての準備があるというこ
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とで、１１時半というようなことでこれまで実施をしてきたところであります。 

○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） 職員の片付けということで、併設されているのでいろいろ準備があ

るというふうなことでありました。昨今、議会でも「おぢゃのみ会議」というものを行いま

して、子育て支援センターについての話をいろいろ聞く機会がありました。それ以前に、私

は個人的な会合の中でも、「１１時半に終わっては子どもが食事もとれない」と。ちょうど

子どもというのは、お昼やはりそこで食べていきたいというところで、決まりだからという

ことで、１１時半に無理やり帰らせられているというふうな状況があるということで、大変

不合理だなというふうに感じておりました。この辺、町当局は、この１１時半で終えるとい

うことはどのような認識で、今職員の体制もありますが、町民の意見ということで認識され

ていたのでしょうか。その辺、お伺いします。 

○議 長（小林茂吉議員） 佐藤保育園主幹。 

○説明員（佐藤 亮保育園主幹） 利用時間が１１時半で終了していることに対して、「延長で

きないか」という要望があることは、子育て支援センターを通じて聞いておりました。ただ、

こちらの子育て支援センターにつきましては、町長の答弁にもありましたが、和室を使って

おります。この和室につきましては、子育て支援センター事業のほか、会議室としても使用

しているようなことから、飲食はできるだけ避けていただくような対応をとっていたところ

でありますが、そういった利用者からの要望があるということから、園及び子育て支援セン

ターの方と協議をしたところ、そういった要望に応える方向で検討をしているところであり

まして、１１時半の終了後、個人の責任という部分にはなりますが、しっかりと片付けをし

ていただいて、汚さないような配慮をして使っていただく方向で検討を進めているところで

す。 

○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） 町当局も、その町民の声というものが届いているようで、前向きに

検討されているという答弁でございました。やはり、その子どもたちを預ける親としては、

遠くから来るお子さんもおります。そこで弁当を持ってきてゆっくり食べて、お昼寝させて

帰りたいというのが気持ちだと思います。今の答弁で「前向きに検討していく」ということ

でありますので、期待したいと思います。 

それでは、次の学童保育の交流センターの老朽化です。 

今、最初の答弁では、老朽化が進んでいるというのは町当局も認識されているということ

でありました。それで、いろいろ検討した結果、新たな施設ということで提案されているの

は分かりますが、これも今「おぢゃのみ会議」や、いろんな席で町民の子育て世代の方とい

ろいろお話する中、今日の今日、今すぐ、明日でも危ないんだというふうな認識で親御さん

は見ているというふうなことでありました。町当局は、老朽化は認めていますが、その辺、

喫緊に直さなければいけないか、また、他の場所に移らなければいけないかというふうなと

ころで、今現在認識が町民とは少し違うのではないかなというふうに思っていますが、まず

初めに、町当局は、今提供しております児童交流センターの老朽化について、今現在はどの
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ように認識しているのでしょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 佐藤保育園主幹。 

○説明員（佐藤 亮保育園主幹） 児童交流センターにつきましては、町長の答弁にもありまし

たとおり、建築後４５年ほど経過している木造の平屋建ての建物であります。こちらの建物

につきましては、以前から老朽化が激しく、毎年修繕費をかけ修繕をしてきたところであり

ます。そういった状況のもと、その老朽化対策として検討した結果、新施設を造るというこ

とで、町の方としては決定し事業を進めているところでありまして、早急にそちらの整備に

取り掛かりたいという考えであります。 

○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） 新施設に早急に取り掛かりたいということですが、新施設、いくら

頑張ってももう１年半、いろんな条件あれば２年、３年かかるわけであります。町民、今利

用されている方々は、今にも壊れるんだというふうな意識で話されていまして、それを聞い

た、来年から通わせようかなと思っていた父兄さんも「やめようかな」とか「どうすればい

いかな」というふうに大変迷っておりました。新しい施設というものは、確かに方法として

は一つあるんでしょうが、今町に存在している既存の施設そのものを使って、まず早急に対

応していくべきかなというふうに思います。先程の答弁も、いろいろ検討した結果、今新し

い施設ということでありましたが、町としては、今まで町内の施設、どこの施設を検討され

て、どういう結果を得られたのか、まずお知らせください。 

○議 長（小林茂吉議員） 佐藤保育園主幹。 

○説明員（佐藤 亮保育園主幹） これまで学童保育を行う場所として検討した場所としまして

は、各小学校、それから特別養護老人ホームの隣に併設されておりますふれあい館、町民体

育館、福祉センター、農村センターなどを検討したところであります。各学校につきまして

は、体育館が利用できるのではないかというようなことから、会議室なり、そういった場所

も使用できるかどうかなどを検討しましたが、面積的な問題などで、こちらの使用は困難で

あろうというようなことで諦めたところであります。他の場所につきましても、遊べるよう

な場所がありますが、子どもたちが学習するような場所、もしくは保育として部屋にとどま

る場所というのが不足していることから断念してきたところであります。 

○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） 町内にある施設で、社会福祉センターにある子ども広場は、それな

りの面積もあるし、学童が使う時間空いているのではないかなというふうに思います。この

辺、子ども広場というものはもう少し検討できなかったのか。また、なの花荘にあるふれあ

い館、これも、全部は見ていませんが、ほとんどあまり利用されていないのかななんて思っ

ていました。それと、あそこであれば、老人というか、お年寄りと子どもとのふれあいの場

もできるかなというところで、この辺の断念された理由、もう一回お願いしたいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） 佐藤保育園主幹。 

○説明員（佐藤 亮保育園主幹） ただいま申し上げました、まず初め、福祉センターについて

であります。子ども広場がありまして、確かに遊ぶ場所はありますが、こちらにつきまして
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も、現在学童保育所に通っている児童の数は、登録で８４名ほど、常時利用ということにな

りますと７０名前後になる状況ではありますが、こういった大勢の子どもたちが入れるかど

うかという観点からしますと、子ども広場自体も若干狭さがあり、また、保育室となる部屋

自体が、社会福祉センターの一般町民の利用などとかぶることから、こちらに移動すること

自体は非常に困難であろうという判断に至ったところであります。 

また、ふれあい館につきましても、同様に、遊び場としては十分な広さはあると思います

が、こちらに併設されている会議室、こちらも部屋の広さ自体が狭く、また、災害時等には

消防団活動などでも使う可能性があるというようなことで、こちらも断念したところであり

ます。 

○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） ふれあい館の方が、災害時消防で使うということでしたが、災害時

は当然学童も避難していませんので、それがふれあい館を使わない理由としてはどうなのか

なというふうに少し疑問が残りました。 

それで、本町には、全部「帯に短し襷に長し」ですか、ぴたっとくるものというのは、確

かに存在は難しいのかもしれませんが、もっと他に、あそこも少し狭いかな、アスレなの花

にはトレーニングルームがあります。トレーニングルームを他に移すとか、田田の宿研修セ

ンター、昔の高齢者若者センターですね、あそこも日中はあまり使ってはいないのではない

かなというふうに思われます。 

また、これは本町の施設ではありませんが、三川の商工会館の２階は、ほとんどのように

空いています。この辺、借りるなりする方法。また、私は一番可能性として今思っているの

が、県営アパート、県のアパートありますね、駐在所の後ろというか、あそこが今ほとんど

使っていません。３階建てで、玄関入ると、外側ですが、右側は１階建てで、当然アパート

ですので、そのままそっくりは使えないのは分かりますが、少し工夫をすれば、あそこは使

えるのではないかなと。県もできれば、未確認情報ですが、一時はあそこの建物を三川町に

買ってくれないかというふうな打診もされたというふうに聞いています。買わなくても、県

から借り上げるのでもいいんですが、その辺もっと、今すぐ必要だということでありますの

で、その辺の利用も検討すべきかなというふうに思いますが、どうでしょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 佐藤保育園主幹。 

○説明員（佐藤 亮保育園主幹） ただいま町野議員から提案がありました各施設についてです

が、町野議員もご存知のとおり、やはり面積的な部分が不足しているということはご理解い

ただいていると思います。学童保育につきましては、三川町では学童保育運営協議会、こち

らの方が運営を行っているわけなんですが、仮に複数箇所に分けたとしますと、その運営の

課題というのが出てきます。現在運営協議会では、専任の指導員が３名、非常勤の職員２名、

パート１名というような状態で学童保育を運営しているような状態でありますが、この指導

員自体もっと増やしたいという希望があるようですが、なかなか人を確保することができな

いという課題がありますので、複数箇所に分けた場合、そういった人的な部分が今度はネッ

クとなり、なかなか場所を移動することに二の足を踏んでしまうという状況になっていると
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思います。 

また、県営アパートということで今提案ありましたが、こちらの方につきましては、これ

まで検討した経過はありません。 

○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） 県営アパートが検討されていなかったということであります。あそ

こであれば、私素人目に、部屋もたくさんあるし、広場も作れるのではないかと。県として

も利用をしてもらえればありがたいというようなスタンスかなというふうに思っております。

その辺、検討されていくべきかなというふうに思います。 

それでは、次の町の土地利用デザインについて伺います。 

１回目の答弁で、町も、税収もそうですし、これから雇用の面でも本町の置かれている場

所は大変恵まれているということで、今後も進めていくと、新たな準備、計画を考えている

ということでありました。ぜひ、これは進めてもらいたいと思いますが、今現在どの辺をど

ういうふうにしていこうかというふうな考えがあれば教えてください。 

○議 長（小林茂吉議員） 黒田企画調整課長。 

○説明員（黒田 浩企画調整課長） 本町が今現在持っている計画の中では、すでに、総合計画

においても、既存工業団地の拡張に向けて整備を行っていくといったことになっております

し、さらに、三川町まち・ひと・しごと創生総合戦略におきましても、みかわ産業団地の拡

張に取り組むということで計画を策定しておりますので、まずは、このみかわ産業団地の拡

張を目指した取り組みを今後計画してまいりたいと考えております。 

○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） やはり場所的には、今あるみかわ産業団地の近くが私もいいと思い

ます。そこに、これから、今日、明日でも「来たい」というふうな企業が現れた場合、今現

在のままで、その企業を誘致し進めることというのは、いろんな法律の関係でできないのか

なというふうに思っていますが、その辺はどうなっているでしょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 黒田企画調整課長。 

○説明員（黒田 浩企画調整課長） 仮定の話になりますが、進出したいという企業が現れて、

早期の進出を望むということであれば、個別にそういった企業が民間で自ら手続きをとって、

そういった工業団地、宅地開発といったこともできなくはないわけでありますが、やはり時

間等がかかりますし、いろいろな制約が出てまいりますので、まずはそういった企業が来た

場合は、どの程度でそういった立地を望んでいるかといったことをお聞きして、その状況に

よって、直接そういった開発することが可能な業者かどうか。でなければ、本町がこれから

実施する計画の策定後に立地が可能かどうか、そういった時期的なものも合わせてお話して

いきたいと思っております。 

○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） 小さい面積であれば、空き地なり見つけて進出も可能かというふう

に思いますが、やはりここの立地場所、地形的なものを利用すると、倉庫、工場、そういう

ものが多いのではないかなというふうに思います。そこで、やはりそういう大きいものが本
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町に来ようとした場合、どうしても今既存の農地を利用して誘致するしかないのかなという

ふうに思いますが、今の答弁だと、企業が個別に当たってくださいということでありますが、

農地を外すには、個企業がいろいろ行っても、なかなか難しいのではないかと。やはり町が

率先して、その辺の来やすいような整備なりを整えて、誘致に向けて前向きに向かっていく

べきかなというふうに思います。その辺は、どう考えているんでしょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 黒田企画調整課長。 

○説明員（黒田 浩企画調整課長） 現在のみかわ産業団地も、農村地域工業等導入促進法に基

づく町の実施計画を策定して整備を進めてきたことですので、みかわ産業団地の拡張につい

ても、基本的には、新しい法律であります農村産業法に基づく整備計画を今後町で策定して、

計画的な整備を行っていきたいと考えているところであります。 

○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） 新しいもので策定していくということで、その辺、来やすいように

今後向かっていくということのようでありますので、そういうふうな企業というのは、やは

り来るのはチャンスでありますので、「今ちょっと待ってください」と言うと、やはりよそ

に行かれてしまうということで、本町としてもチャンスを失うということになりかねないと

思いますので、その辺の整備というものは、前々に町として進めていってもらいたいなとい

うふうに思っております。 

続きまして、３番目の町の安全安心な生活環境ということで、ただいま教育長の方からは、

やはり私と同じ、そういうことはあってはならないというふうなことで、町も同じ考えだな

というふうに思っています。町としては、現在地域住民の見守り、また防災無線で注意喚起

しているということで、私もここ数日間、午後２時半頃になると「低学年がこれから帰りま

す。町民の見守り、よろしくお願いします」ということで放送されているのを聞いて、「い

いな」と。私も時間少しあったものですから、回って見ていたら、皆さん元気よく帰ってお

られたということであります。大変そのことはいいことでありますし、これからも引き続き

支援していただきたいというふうに思いますが、やはり学校であまり、今のこの事件が起き

たからといって過敏に「危ないからああして」、子どもに注意するのも、さすがに過剰反応

しすぎても、またおかしなことになってしまうのかなというふうに考えています。 

そこで、今の見守り隊はもちろんそうでありますが、本町には「青パト」と言って、防犯

用のパトロールカーがありますが、あれもやはり見守りとして活躍されているのかなという

ふうに思いますが、あの青パトの見守り状況というのは、毎日そういう時間帯に出ているの

か。その辺の今の見守り状況を、まず初めにお知らせください。 

○議 長（小林茂吉議員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） ご質問にありました「青色回転灯付防犯パトロール車」という

ことでございますが、定期的な巡回はしていない状況でございます。 

○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） せっかくそういうパトロールカーがあるので、定期的な見回りはし

ていないというふうなことでありますが、その辺は、もっと積極的に見守りするべきかなと
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いうふうに思います。なぜ積極的な、定期的な見守りができなかったのか、もう一度お願い

します。 

○議 長（小林茂吉議員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） この防犯パトロール車を運行するにあたりましては、許可証と

申しますか、パトロール実施者証を、鶴岡警察署の方で講習会を受けて行う必要があります。

基本的には、職員が、総務課危機管理係以外でもそういった講習を受けまして資格を持って

おりますが、基本的には、毎日定時で巡回する人員体制が整っていないところでございます。 

○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） 人員不足というふうなことで言われると、「そうですか」と言うし

かありませんが、町民には、見守りということで、スピーカーで呼びかけて、町職員が、本

当に全員がその時間帯、１時間なり３０分誰もいないのかというと、調整の仕方で何とかな

るのではないかというふうに思います。やはり積極性に欠けるかなというふうに思います。

というのは、青色回転灯付防犯パトロール車は警察で講習を受けないと点けて走れないとい

うふうな規定があるようでありますが、その辺、職員が足りないのではなくて、そういう講

習を受けた職員が足りないのではないかなというふうに考えますが、町職員に積極的にその

講習を受けさせて見守りをもっと充実させるべきかなというふうに思いますが、その辺はど

うでしょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 春夏秋冬、県の交通安全県民運動、あるいは、こういった安心

安全のための県民運動等を季節ごとに行っております。そういった時期に重点的にこの防犯

パトロールは行っておりますので、そういった体制を今後も継続していきたいというふうに

考えております。 

○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） 春秋ではなく、普段からあそこにパトロールカーがあって、そうい

う見守り用にあるわけですので、そこだけではなく、どうして普段からもっと積極的に活用

して見守りができないかを聞いているので、もう一度答弁お願いします。 

○議 長（小林茂吉議員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 現時点で、先程も申し上げましたが、重点的に運動する機会に

おいては、そういった防犯パトロールを行っております。それ以外にも、教育委員会の方で、

地域の安全を見守るための巡視活動を民間の方にお願いをして行っているわけでございます。

そういった教育委員会との体制の中で連携してまいりたいというふうに考えております。 

○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） 教育委員会と連携して見守りを強化していくということであれば、

今後に期待したいと思います。 

そこで、また一つ、その青パトに関してでありますが、今現在外から見る限り、あそこに

はドライブレコーダーというものが付いていないというふうに見受けられます。以前もお話

したことありますが、防犯カメラというのは、やはり犯罪の抑止にはそれなりの効果がある
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というふうに思われます。そこで、青パト、もしくは建設課で持っている河川道路維持パト

ロールに供されて町内をくまなく回っている車に、そういうドライブレコーダー、それもで

きれば前だけではなくて今全方向が撮れるというふうなものも意外と安価であるというふう

に認識しておりますが、その辺も使って町の安全に繋げるべきかなというふうに思いますが、

その辺はどうでしょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 防犯カメラ、あるいはドライブレコーダーにつきましては、過

去にもご指摘がありまして、現在スクールバスの方にはドライブレコーダーを付けて運営を

しているところでございます。庁用車については、今のところ、そういった考えはもってい

ないところでございます。 

○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） 今もっていないのは、もっていないからたぶん付いていないんでし

ょうが、今後付けたらどうですかという意見を言ったんですが、今後のことについてはどう

お考えでしょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） ご指摘のようなこともございますので、課題として受けとめさ

せていただきたいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） それと、今もう少し防犯カメラの方を聞きたいと思います。この間

の新潟の事件でも、やはり不審な車を見つけたというのが防犯カメラでありました。それで、

ドライブレコーダーは町が付ければいいわけでありますが、その通学路、また公園などを見

られる防犯カメラを、個人または民間の方が付けるというものに町としての補助を出して、

積極的に安全な町を作っていくべきかなというふうに思います。よそでは、ネットで少し調

べるだけでもたくさん出てきます。設置の１／３、１／２、または大概は５万円が上限とい

うふうなところであったようであります。本町も、財政も厳しいということであれば、通学

路または公園を監視できる防犯カメラに限ってとか、そういう条件を付けてでもいいのであ

りますが、そういうふうな、町民・民間の防犯カメラへの支援も必要かなと私は思いますが、

町はどのように考えますか。 

○議 長（小林茂吉議員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 通学路、公園への防犯カメラを民間で設置する場合についての

補助ができないかということでございました。基本的には、先程通学路の話については、集

団登下校しておりますので、その通学路への防犯カメラの必要性についてはまだもっていな

いところでございますが、実質的にその延長が長い、それから、私どもの場合は市街地では

なく、いわゆる水田の中を歩く通学路が非常に多いわけでございますので、そういったとこ

ろへの防犯カメラの必要性というのが、やはり課題なのかなというふうには思います。それ

に対する、公園等も含めて、民間の設置者に対しては、以前の議会でもお答えいたしました

が、個人の財産となるものでございますので、その財産への補助というのは考えていないと
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ころでございます。 

○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） 確かに、その物自体は個人の財産ですが、それから得られるデータ、

情報というものは、やはり犯罪抑止のために使えるとあれば、これは町の皆さんが安全に暮

らせる共有の財産ではないかなというふうに考えます。そういう意味からも、物体ではなく

て、その情報を町が共有するという意味で補助は考えるべきかなというふうに思いますが、

もう一度その見解をお伺いしたいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 防犯カメラの効能につきましては、今おっしゃられたとおり、

安全に暮らせる町づくりのためというような視点が本当にあるのかなという面はございます。

例えば、以前提案いただいたスーパー防犯カメラのように、公園に設置して、緊急通報装置

も備えたものであれば、犯罪抑止と申しますか、犯罪を軽減するためのものとしては可能だ

と思います。やはり見ていますと、事件が起きた場合について、後で検証するためのカメラ

という面が非常に多く、それがあるからといって犯罪者がその通学路を通らないかとなると、

また違う問題のようにも感じています。そういった面では、その効果のほどが、やはり捉え

方として難しい面がありますので、どの程度のものについては補助をするのか、公共性が高

いのかというような課題があるかと思います。特に見ていると、防犯上で、その商店が被害

に遭わないために、あるいは被害に遭った場合について、後で検証するために付けるものが

多くの防犯カメラというふうに考えておりますので、そういった面では大きな、難しい課題

はあるのかなというふうに考えます。 

○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） 商店や個人であれば、やはり個人の防犯用に使用するのがメインで

ありますが、そこを条件付けて、通路が映る、また公園が監視できるものについて検討する

とか、そういうふうな考え方はいろいろあろうかと思います。今後検討していただければと

いうふうに思っております。 

では、最後の重度障害者に対する町の支援ということで、町は福祉計画を立てて支援して

いるということでありました。そこで、障害を持たれている方は、やはり普通の生活が大変

なので障害者ということでいろいろ支援を受けているわけでありますが、今ガソリン代とい

うことでありますが、これが、学生のうちは支払いができたが、学校を卒業したと同時にそ

の支援を打ち切られたというふうなお話を聞いたことがあります。その辺、今支援されてい

る自動車の燃料、交通費の支給状況、町の状況というものはどんな状況になっているんでし

ょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） 三川町では、町独自の事業ということで、重度の身体障害

者手帳をお持ちの１８歳以上の方には、自動車の燃料費ということでガソリン代を支給して

おりますし、また、１８歳未満の重度の身体障害者手帳をお持ちのお子さんのご家族の方に

対しても、ガソリン代ということで支給している事業はあるところでございます。これらに
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ついては、申請をいただいて支給決定をし、年２回でありますが、半年分ずつの申請をいた

だいて支給をしているというところでございます。 

○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） １８歳未満は車も乗れないということで、ご家族に対しての支援で、

１８歳以上は車の免許が取れるからというふうなことでありましょうけれども、実際は、重

度の障害となると車の免許もなかなか取れないということで、１８歳以上だから自分で通え

るだろうというふうな考えかなというふうに思いますが、実際問題は、１８歳超えても家族

が通院・通所に連れていかなければいけないというふうなのが現実かというふうに思ってお

ります。その辺の手当というのは検討されなかったのか、もう一度お願いします。 

○議 長（小林茂吉議員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） 確かに、今現在町の方で整備しております事業の内容から

見ますと、１８歳を超えて、重度障害者のためにご自分で車を運転することができないとい

う方をご家族が連れていくと、その障害者の方の用務で移動するというところの支援という

ところはないという状況でありました。町の中には、知的障害者の親の会の組織であります

「手をつなぐ育成会」の方々だとか、障害児の親御さんが組織している「ドレミの会」とか、

そういう団体があります。そういう方々から意見をお聞きする機会というものがございまし

て、この部分につきましては、まず町としても、１８歳を超えて、そしてご自分で運転する

ことができずにご家族が障害を持っている方のために車で移動するという場合の自動車用燃

料費につきましては、課題だと受けとめておりますので、その実現というようなところには、

これから図っていきたいと考えているところでございます。 

○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） 実現に向けてこれから考えていくということでありました。そうい

う方がおります。１８歳だからということで、ただその年齢だけで切り捨てるのではなく、

実状に合った対応が必要かなというふうに思います。また、障害者というのは、私も調べま

したが、いろんな種類が、精神的なものから身体的なもの、いろいろあって、それらに対応

する施設というものは、やはり一つ二つではなく、いろいろあるみたいでありました。それ

らすべてに対応して、本町がフルスペックで全部の施設を揃えてくださいというのは無理な

話でありまして、やはり他の町外の施設、その症状に合ったところに通わなければいけない

というふうなことになろうかと思います。 

そこで、よその市町村に行った場合、今のガソリン代でも少しは軽減なるんですが、町と

契約していないというか、よその町へ行くと、三川町は、受け入れはするんですが、施設に

よって車・送迎用のバスがあるんですが、地域外なので本町はそのバスに乗ってこられない

というふうな実状があるようでありました。この辺は、本町も庄内南部・北部定住自立圏と

いうことで、いろんな施設を庄内全域でカバーして利用していこうというふうな考えで取り

組んでいるというふうに思っていますが、具体的に言わないと分からないかもしれませんが、

その辺の連携、町外施設の連携というものはどのようになっているんでしょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 菅原健康福祉課長。 
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○説明員（菅原和子健康福祉課長） 障害者の方の福祉サービスの利用というところにつきまし

ては、国で制定しております障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づいて実施しているところであります。三川町の方は、三川町をエリアとする事業所で

あれば利用することができるわけです。支援相談所の方が、その方の状況だとか希望を聞き

ながら計画を立てて、どの事業所がその方の希望に沿ったものであるかというところを組み

ながら計画を立てて、それによってサービスを利用していくという形になります。 

それで、その事業所を選ぶときに、三川町まで送迎をしていただけるかどうかというとこ

ろも、事業所を選ぶときの大きなポイントになっているというところは事実のようでござい

ます。ただ、そうしますと、なかなか集中したり、やはりその事業所の内容によって、ここ

に通いたいけれども、送迎は三川町までは無理ですというようなところも実際はあるという

ことで、先程申しました自動車用燃料費の事業を拡大するということで、その辺のご支援に

も広げていきたいと思っているところであります。 

○議 長（小林茂吉議員） ５番 町野昌弘議員。 

○５ 番（町野昌弘議員） いろいろな条件があって難しいところはありますが、今の燃料費と

か、そういうもので本町ができることをして、政策に取り組んでいただければというふうに

思って私の質問を終わらせていただきます。 

○議 長（小林茂吉議員） 以上で、５番 町野昌弘議員の質問を終わります。 

○議 長（小林茂吉議員） 暫時休憩します。            （午前１０時３０分） 

○議 長（小林茂吉議員） 再開します。              （午前１０時５０分） 

次に、２番 志田德久議員、登壇願います。２番 志田德久議員。 

○２ 番（志田德久議員）  

 

１．健康福祉について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．観光振興について 

 

 

 

 

１．「ピロリ菌」の無料検査を今まで２回議会で提言、質問

しましたが今後の考えは。 

 

２．介護保険制度が始まった当時に比べ、保険料が２倍にな

りました。高齢化の進行で今後も上昇すると予想されます。  

介護サービスの拡大か、健康寿命の推進等による保険料

の抑制か、今後の政策は。 

 

３．「人間ドック」等の健康診断推進の方策は。 

 

１．町内にある施設の案内看板等を充実するべきと思うがそ

の考えは。 

 

２．庄内一円を自転車で巡る「サイクリングイベント」の開

催が進められていますが、その対応策は。 
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３．地域社会について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．高齢者対策について 

 

 

 

３．三川産米での日本酒が開発、販売されたが平成３０、３

１年度は、地元で育種された「イ号」での酒が予定されて

います。 

酒の名前を一般募集して、住民を巻き込こんだ手法で行

うべきと思うがその考えは。 

 

１．地域を支えてきた農業従事者の減少で、地域の伝統行事

や各組織の弱体化が心配されます。 

その対策は。 

 

２．住宅開発等により、若者の転入が進んでいますが、入居

者が心配している保育園、放課後等の子育ての対応策の考

えは。 

３．町の情報を知らせる方法は、いろいろあるが住民がそれ

を知っているかが重要です。 

その対策は。 

 

１．高齢者の重大事故を、未然に防ぐ予防策として運転免許

証の自主返納もありますが、身分証にもなる「運転経歴証

明書」の発行状況とそれ以外での身分証明の方法は。 

 

 

第４回議会定例会において、通告に従い質問いたします。 

最初に健康福祉についてです。 

初めに、「ピロリ菌」の無料検査を私は今まで２回議会で提言し、質問いたしましたが今

後の考えを伺います。 

介護保険制度が始まった当時に比べ、保険料が今２倍になりました。高齢化の進行で今後

も上昇すると予想されます。介護サービスの拡大か、健康寿命の推進等による保険料の抑制

か、今後の政策を伺います。 

そして、「人間ドック」等の健康診断推進の方策を伺います。 

次に、観光振興についてであります。 

町内にある施設の案内看板等を充実するべきと思いますが、その考えを伺います。 

今、庄内一円を自転車で巡る「サイクリングイベント」の開催が進められていますが、そ

の対応策を伺います。 

次に、三川産米での日本酒が開発、販売されましたが、平成３０・３１年度は地元で育種

された「イ号」での酒が予定されています。酒の名前を一般募集して、住民を巻き込こんだ
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手法で行うべきと思うがその考えを伺います。 

次に、地域社会についてであります。 

今まで地域を支えてきた農業従事者の減少で、地域の伝統行事や各組織の弱体化が心配さ

れます。その対策を伺います。 

住宅開発等により、若者の転入が進んでおりますが、入居者が心配している保育園、放課

後等の子育ての対応策の考えを伺います。 

町の情報を知らせる方法はいろいろありますが、住民がそれを知っているかが重要です。

その対策を伺います。 

最後に、高齢者対策についてであります。 

高齢者の重大交通事故を未然に防ぐ予防する策として、運転免許証の自主返納もあります。

身分証にもなる「運転経歴証明書」の発行状況とそれ以外での身分証明の方法を伺います。 

○議 長（小林茂吉議員） 阿部町長。 

○説明員（阿部 誠町長） 志田德久議員にご答弁申し上げます。 

初めに、健康福祉に関しまして、１点目の「ピロリ菌」の無料検査についてのご質問であ

りますが、現在、本町においては、セット健診や人間ドックの受診の際に、全額自己負担で

ありますが、本人の希望により検査を受けることができる体制を整えております。この「ピ

ロリ菌」検査は、ピロリ菌がいるかどうかを調べ、陽性の場合は除菌を行うことで胃がんの

発症リスクを下げるというものであります。しかしながら、国のガイドラインでは、有効性

が確立されていないとして自治体が提供するがん検診とはしていないことから、本町では希

望者が自身の判断で受けることができるオプション検査としているところであります。また、

県内でも助成している自治体は少数であることから、その助成については、現時点において

は、考えていないところであります。なお、鶴岡市では、昨年度より中学２年生の同意のあ

った生徒を対象にピロリ菌検査を実施しておりますが、その検証には長い年月を要するとこ

ろであり、本町といたしましては、鶴岡地区医師会との連携を図りながら引き続き検討して

まいりたいと考えているところであります。まずは、胃がん健診受診率向上、結果相談会で

の指導、要精検の方には精密検査を必ず受けていただく取り組みに引き続き努めてまいりま

す。 

次に、２点目の高齢者の介護保険施策に関するご質問でありますが、今年度を初年度とす

る第 7期「高齢者保健福祉計画」と「介護保険事業計画」がスタートし、この計画において

は、介護を必要とする方が安心して質の高いサービスを受けられるよう適正な介護保険制度

の運営に努めるとともに、住み慣れた地域で充実した生活を送るための介護予防や健康づく

り事業の充実を図ることとしております。ご質問のとおり、介護保険制度発足時から見ます

と、介護保険サービスの種類や提供できる量は格段に充実し、それに伴い第 1号被保険者の

介護保険料も２倍を超えた状況になっております。そして、納入いただく保険料の算定に当

たっては、本人の収入や世帯の課税状況により段階を設けているところではありますが、高

齢者の負担を考えた場合、必要なサービスは確保しながらも、介護保険料はできる限り低く

抑える努力も大切なことであります。そのようなことから、介護予防や健康づくり事業を積
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極的に展開していくことが重要なことであり、今後とも、社会福祉協議会や介護保険事業所、

地域の方々と連携しながら、さらなる健康寿命の延伸の取り組みを充実させてまいりたいと

考えております。 

３点目の健康診断推進に関するご質問でありますが、町内会公民館等を会場に集団健診や

がん検診を実施しているほか、４０歳から７４歳までの方々には医療機関での人間ドックを

受けられるよう整備しており、働き世代の方々が１日で幅広い健診を受けられる環境づくり

に努めてきたところであります。さらに、今年度より、７５歳以上の後期高齢者の方々にも

人間ドック受診の環境を整備したところであり、受診機関は荘内地区健康管理センター１ヶ

所ではありますが、100 名ほどの申し込みとなっている状況であります。今後とも、早期発

見・早期治療をめざした各種健康診断やがん検診の推進に努めてまいりたいと考えていると

ころであります。 

次に、観光振興について、１点目の町内にある観光施設の案内看板に関するご質問であり

ますが、観光振興の視点で対象となる施設といたしましては、「いろり火の里」や道の駅「庄

内みかわ」マイデル、アトク先生の館、また集客の視点では三川西部地区大規模商業施設等

が考えられるところであります。案内看板の設置や各種広報媒体での周知等については、そ

れぞれにおいて行われているものと承知しているところであり、ご質問の案内看板等の充実

ということにつきましては、山形県屋外広告物条例に則し適切に対応してまいりたいと考え

ているところであります。 

２点目の庄内一円を会場にした「サイクリングイベント」の開催に向けた対応についての

ご質問でありますが、過日、イベント関係者から、庄内地方の魅力の発信と交流人口の拡大

を目的にしたサイクリングイベントを計画しているという説明と協力の要請を受けたところ

であります。このイベントは、民間主体の実行委員会が主催し、本年 9月の開催を予定して

いるものであり、町といたしましてもイベントの成功に向け、その要請に応えてまいりたい

と考えております。 

３点目の地元で育種された「イ号」での日本酒の命名に関するご質問でありますが、「イ

号」による日本酒に先行して開発・販売されております、山形９５号を酒米とした「純米酒 

穂のかおり」は、おかげさまで 1,000 本の限定販売の開始から１ヶ月足らずで、700 本以上

の売り上げがあり、来年の新酒販売が今から期待されているところであります。こうした状

況を踏まえたうえで、大正時代に町内の篤農家により育種された「イ号」による新酒の命名

につきましては、ご質問の主旨も理解できるところでありますので、より多くの町民の方に

知っていただき、また、ご愛飲いただけるよう検討してまいりたいと考えております。 

次に、地域社会について、１点目の地域の農業従事者の減少による地域組織の弱体化等対

策に関するご質問でありますが、確かに、社会構造の変化に伴い本町における農業従事者は

年々減少しており、また、農業従事者という観点のみならず、少子高齢化社会の中では若年

層の人口が減り、それに伴い全体の人口も縮減し続けており、地域・町を含めた日本全体の

共通の問題となっているところであります。 

特に、人口減少対策として、町では「三川町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、
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その推進にあたっているところであり、各種施策の展開によって急激な人口減少の克服に努

め、次世代への継承と永続的な社会基盤の構築を図っていくものであります。 

これは、地域においても同様であり、急激な変化に対応できるよう各種行事や組織の見直

しについても、今後の課題と捉えているところであり、これからの地域の担い手をいかに確

保していくべきかという課題を共有し、地域・町が一体となって、共に解決に向けて知恵を

出していく必要があると考えているところであります。 

次に、住宅開発等に伴う保育園、放課後等の子育て対応策についてのご質問についてであ

りますが、まず初めに保育園に関して申し上げます。 

本町においては、民間による住宅地造成やアパート建設が活発化してきている中、子育て

世代の転入者が増加してきており、ここ数年の出生数の推移についても７０人前後を維持し

ている状況にあります。今後さらに宅地開発が進んだ場合、さらなる保育需要の増加が見込

まれるところでありますが、みかわ保育園といのこ保育園の施設規模におきましては、基準

を満たすよう、誕生日を迎えた園児を上のクラスに変更することや空き室を利用する等、運

営上の工夫をしながら保育需要に対応しているところであります。 

しかしながら、近年は３歳未満児の保育需要が高まっており、０歳児の入園も増加傾向に

あることから、園児の増加に伴う保育士の確保が大きな課題となっております。このことは

全国的な課題ではありますが、町といたしましても臨時保育士の処遇改善等に取り組むとと

もに、入園児動向を精査しながら確保対策に努めてまいりたいと考えております。 

次に、児童の放課後対策について申し上げます。共働き家庭等における児童の放課後の安

全・安心な居場所を確保するための施設として学童保育所があります。ご承知のとおり本町

においては、入所児童の保護者と地域の関係者で組織する「みかわ学童保育所運営協議会」

が学童保育所を開設し運営にあたっているところであります。町といたしましては、この運

営協議会に対し学童保育所として使用している施設を無償貸与し、運営費につきましても国

の基準により算定された運営経費に町が補助を上乗せし支援しているところであります。 

また、休日につきましては、すべての子どもを対象とした居場所づくりとして、学校開放

やわくわく体験塾などの放課後子ども教室推進事業を地域の方々の参画を得て実施している

ところであり、子育て世代の新規転入者の方々からもこれら事業を活用していただけるよう、

今後も継続して取り組んでまいりたいと考えております。 

３点目の町情報の周知についてでありますが、情報の種類によって、情報を伝えたい対象

者、周知の方法も異なってくるものと理解しております。 

近年は情報通信技術の進展により、従来の紙媒体に加え、電子情報による発信も行ってい

るところであり、情報の種類によっては複数の媒体を用いるなど、より広く住民に周知でき

るよう努めているところであります。 

次に、運転経歴証明書の発行状況と、身分証明の方法に関するご質問でありますが、運転

経歴証明書の発行状況につきましては、今年１月から５月末までに免許証を自主返納された

１３名のうち、１１名の方が取得されております。 

また、運転経歴証明書以外での身分証明の方法につきましては、運転免許証に代わる顔写
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真付きの身分証明書ということであれば、マイナンバーカードやパスポートなどが考えられ

るところであります。 

以上、答弁といたします。 

○議 長（小林茂吉議員） ２番 志田德久議員。 

○２ 番（志田德久議員） 初めにピロリ菌の無料検診であります。 

私は平成２６年６月議会で、酒田市と酒田医師会の対応を取り上げ、町の考えを問いただ

しました。そして、平成２８年１２月議会では、鶴岡市の対応を例に町の考えを伺いました。

この平成２８年１２月では、やはり鶴岡市の例を取りながら、町でも積極的に行う答弁をい

ただいたところでありますが、その後、何ら進展がなかったので３回目の質問を行ったわけ

であります。 

知っているとおりピロリ菌検査は、普通言われていることは、一生に一度受ければ、この

結果が分かるということでありますので、我々の世代は昔に井戸水を飲んでいたので、いる

という例が多くありますが、ただ、今は子どもたちにもピロリ菌がいる例もありますので、

やはり一生に一度の無料検診を受ければ、将来的には、例えば胃がん等にかかるリスクが少

ないわけですので、ピロリ菌がいると分かれば、今の状態では１週間くらいをかけてピロリ

菌を殺すという方法で対応できております。３日目でだめなら２回目という対応もあります。

将来胃がんになった場合、逆に国民健康保険等の医療費がかさむという結果にもなります。

実際、最近も胃がんで亡くなった人もおります。そういうものを含め考えれば、やはり無料

の検診を進めるべきと思いますが、再度お答え願います。 

○議 長（小林茂吉議員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） ピロリ菌検査につきましては、酒田市は助成をしておりま

すし、また、節目年齢の方につきましては、クーポン券を発行いたしまして無料で受けるこ

とができるということを聞いておりますし、鶴岡市においても、中学２年生のお子さんを対

象に、保護者の方から同意が得られた方を対象にした検査を平成２９年度から実施している

というところは、承知をしているところであります。 

本町におきましては、国の示すガイドラインにおいて、このピロリ菌検査によって除菌を

することで、死亡率減少効果があるという研究がまだ不足しているという国のガイドライン

に基づいて、今現在はしていないというところでありますし、また、酒田市や鶴岡市の取り

組みが、胃がんにかかるという罹患率の減少だとか死亡率の減少に繋がるかということにつ

きましては、まだ２０年、３０年という長い年月で見ていかなければならないというもので

すので、今現在実施しますというようなところは考えていないところであります。 

○議 長（小林茂吉議員） ２番 志田德久議員。 

○２ 番（志田德久議員） 最初、酒田市の医師会では、秋田県と山形県が胃がんで亡くなるの

が全国でも上のクラスということで、こういう対応を取ったわけであります。そして、鶴岡

医師会とも話し合っていきたいという答弁がありましたし、今後、鶴岡市の医師会等はどう

いう考えでいくのか。すでに鶴岡市は行っているわけですので、やはり前回より町の対応が

後退しているなということであります。全国の基準は基準ですが、やはりこの地域は胃がん



- 53 - 

で亡くなっている人が統計的に多いから酒田市等がそういう対応を取っているわけですので、

それを何十年後の結果が分からないからということでは、何ら政策ではないと私は思います

が、もう一度お願いします。 

○議 長（小林茂吉議員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） 町でも全額自己負担で実施できるようにはしているところ

でありますけれども、それは、ピロリ菌の検査の効能だとか、どういう効果があるのかとか、

そういうことを理解していただいて、自己判断のもとで受けていただくというオプション検

査にしているところでありますが、実際、国民健康保険の方が受けるという場合は、2,376

円の自己負担になっているところであります。 

すべての方といいますか、健康管理センターのチラシでも、そのオプション検査のお知ら

せをしているんですけれども、この検査をおすすめする方というところに、胃の調子がすっ

きりしない方とか、胃潰瘍や胃炎を繰り返している方などということで載っております。町

といたしましては、胃の状態がどういう方にでも無料で受けることができますよという町の

施策でのがん検診の中に含めるというようなところは、今現在については考えていない。ま

た、県内でも助成をしているという自治体は、四つの自治体でございましたので、それらの

状況も踏まえながら考えていかねばならないと思っているところであります。 

○議 長（小林茂吉議員） ２番 志田德久議員。 

○２ 番（志田德久議員） 確かに、人間ドックのオプションにありますけれども、私も受けて

ピロリ菌の除去をした立場の者であります。やはり、それは安心に繋がっておりますし、今

後の対応として、鶴岡市医師会と話し合っていきたいという先程の答弁がありましたが、医

師会とはどういう立場で対応を取っていくのか。 

そして、私も人間ドックの検査を受けたときは、胃の異常がなくても受けたわけでありま

す。ある時、健康な人が胃の具合が悪くなって、すでに進行していたという状況で、それで

知っている人が亡くなったこともあります。やはりそういうことを防ぐためにも、健康な人

であっても受けるような環境づくりをするべきと思いますが、いま一度、鶴岡市の医師会と

の話し合いの方向性も含めてお願いします。 

○議 長（小林茂吉議員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） 昨年度に実施しました鶴岡市の中学２年生の子どもについ

ての結果ということにつきましては、鶴岡市のホームページにどのくらいの子どもが受けて、

除菌までに至った子どもが何人で、完全に除菌された子どもが何人というようなデータが出

ていましたけれども、それは、データというようなところで、その評価につきましてはまだ

出ていないというところであります。三川町としては、その評価というものも踏まえながら

考えていくべきと思っているところであります。 

○議 長（小林茂吉議員） ２番 志田德久議員。 

○２ 番（志田德久議員） 鶴岡市の評価が出たらの対応を見守りたいと思います。 

次に、介護保険制度です。先程言ったとおりサービスが増えれば保険料が増えるというこ

と。健康寿命対策を取れば保険料が少なくなって済むということであります。やはりいろん
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な支援を受けている方は、この支援を続けて充実して欲しいという考え方は当然あります。

まだ、そういう支援を受けていない方にとっては、保険料を安くしたいということ。そのサ

ービス量の割合で、自治体や本人の負担も率が増えていくと。要は、パイが大きくなれば、

その分の負担が増えるということであります。 

そこで、前に国では関東圏、つまり東京圏。神奈川県、千葉県、埼玉県、東京都等を介護

の移住、高齢者の移住という構想を国が発表いたしました。サービスの拡充ということで、

こういう施設の建設とか、そういう東京圏からの受け入れの考えはどうでしょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） 実は、関東圏からの移住と介護サービスを受けるための移

住というようなところは、私としてはまったく考えたことがなかったわけでありますけれど

も、介護保険では「住所地特例」というような制度があります。例えば、三川町の施設に他

市町村から転入をして入所する。あるいは、居住系サービスを利用するという場合は、前住

所地主義というところがありまして、介護保険の保険者は、前の住所地の市町村が保険者と

なるというような制度があります。 

三川町のサービスを充実させて、移住によってというようなところは、まず考えていない

ところであります。 

○議 長（小林茂吉議員） ２番 志田德久議員。 

○２ 番（志田德久議員） 今後やはり国の政策等、あるいは人口のバランス等もあろうかと思

われますが、こういう負担だけを地方に持って行くというような、受け入れて困るというよ

うな発想だけでなく、また違う発想も持って向かうべきところもあろうかと思われます。こ

ういうことが広まった場合の対応策も今後見ていきたいと思います。 

あと、先程のピロリ菌でも関連いたしましたけれども、人間ドックの推進ということであ

りますが、実際に前も言いましたけれども、国民健康保険に入っている方が受けるわけです

が、職場で正社員ではない臨時社員という場合は、なかなか社会保険の適用を受けていない

方がおります。それが、逆に国民健康保険の診察のときに会社を休むことができないという

ことで、検診の機会を失っているという状況の人もあるわけであります。やはりこういう人

たちにも健康診断の重要性を説く。あるいは、制度的なものもあろうかと思いますが、この

対応策を伺います。 

○議 長（小林茂吉議員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） 人間ドックの受診につきましては、国民健康保険に入って

いない方にも申し込みができるようにはなっておりますし、また、がん検診の中でも、胃、

大腸、呼吸器の検診につきましては、休日のがん検診だとか、あと、婦人科検診につきまし

ては、夕方のがん検診というようなところも昨年度から少し設けているところでございます

ので、そういう平日の日中に受けることができないという方については、少しずつ門戸を広

げているというところでございます。 

○議 長（小林茂吉議員） ２番 志田德久議員。 

○２ 番（志田德久議員） 時間があったら、また福祉について伺います。 
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次に、観光振興であります。 

私は町内施設の案内看板等を充実すべきということがありましたけれども、条例等という、

前に同僚議員が看板のことについて、いろいろと質問した経緯がありますが、私は違う観点

から質問いたします。私自身も実際に経験したことでありますが、道の駅等におりますとき、

内陸から来た人でしたけれども、「風呂はどこにあるんですか」ということで、私がそのま

ま田田まで案内した経緯もあります。やはり田田の湯というものが、民間の大きい銭湯では

大きく「湯」と書いてすぐに分かるようにしているわけですので、そういうものが私は必要

と思います。あと、アトク先生の館にしても、何か目立つ大きい案内図を書くとか、そうい

うものが必要と思われますので、その考えを伺います。 

○議 長（小林茂吉議員） 黒田企画調整課長。 

○説明員（黒田 浩企画調整課長） 道の駅の方から田田の方への案内等が不足しているのでは

ないかというサイン看板の関係でありますけれども、これについては、他の類似施設等を見

ますと、やはり道路側から見えるような形で看板等を掲示しているようなものもありますの

で、そういった形で、ある程度自動車で来た方から見えるような場所に、そういった看板の

設置についても、やはり今後考えていく必要があると思っております。 

○議 長（小林茂吉議員）佐藤教育課長。 

○説明員 （佐藤 亮教育課長） 三川町文化交流館アトク先生の館につきましては、現在、町

道側から集落に入る場所に看板を設置している状況であります。以前、映画上映などにより

来場者が相当増えた時期もありましたが、現在はそういった状況も落ち着いている状況であ

り、現在の看板設置状況で今のところは事足りているのかなというふうに認識しているとこ

ろであります。 

○議 長（小林茂吉議員） ２番 志田德久議員。 

○２ 番（志田德久議員） なの花ホールの看板というより、建物自体もよく分からないという

意見もありました。実際、なの花ホールの前に本当に小さく「なの花ホール」と書いてある

だけでありますので、あそこを利用する人にとっては、やはり大きく「なの花ホール」とあ

るべきと思われます。 

今、アトク先生の館の件についても答弁がありましたけれども、今後、サイクリングイベ

ントで庄内を回る・巡るというわけですので、いろんな施設を巡って歩くサイクリングと私

は理解しております。巡回サイクリングでそこを通るだけではなく、「いろんな施設を巡る」

ですので、その中に、やはり三川町にこういうところもあるということも知ってもらう、サ

イクリングイベント参加者と関係者に知ってもらうチャンスと私は捉えておりますが、その

辺の考えはどうでしょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 齋藤産業振興課長。 

○説明員（齋藤仁志産業振興課長） 庄内一円を巡るサイクリングイベントへの対応ということ

でございますが、過日説明をいただいた内容につきましては、９月９日に予定したいと。し

かも、庄内一円ということですが、三つのコースを設定していました。210ｋｍコース、120

ｋｍコース、７０ｋｍということで、各施設を回るというよりは、庄内のロードを走りなが
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ら、その自然環境なりを楽しむというような内容でございます。ただ、要所要所に「エイド」

というものが設置されるそうです。休憩所のようなところかと思います。ですので、例えば

三川町にそういったエイドを設置するというようなことになれば、おにぎり等を提供すると

いうような形でのイベントのイメージをされているようでございます。 

ですので、そうした内容をこれから検討し確定していくんだと思いますが、ご質問にあっ

たような各文化施設等を巡るというような形ではないようでございます。 

○議 長（小林茂吉議員） ２番 志田德久議員。 

○２ 番（志田德久議員） 実行委員会を設けているようですが、その休憩所は実行委員会の意

向なのか。２市３町に協力を求めておりますので、こちらでこの休憩所の設定はできるのか。

その場合、三川町の観光施設等を考えることはあるのかを伺います。 

○議 長（小林茂吉議員） 齋藤産業振興課長。 

○説明員（齋藤仁志産業振興課長） 本日の夜に実行委員会第１回目が開かれるということで案

内をいただいています。今申し上げたエイドというような部分については、これからの話に

なりますが、町としてはいろり火の里とか、そういったところを要望していきたいなとは考

えております。 

○議 長（小林茂吉議員） ２番 志田德久議員。 

○２ 番（志田德久議員） 続いて、「イ号」で造られる日本酒であります。 

先の全国のコンクールでも、山形県の酒のレベルの高さが実証されたわけであります。特

に酒田地区が大きかったわけですが、今回三川町で委託している酒蔵も酒田市であります。

やはりレベルの高いものができるのではないかと思われます。私も「穂のかおり」をいただ

きました。やはり冷酒で冷やして飲むのが私は良かったと思われますが、今後、本場の「イ

号」での酒であります。 

町の答弁であったとおり、今回の場合、やはり一部の人しか知らなかったという面。マス

コミ等で少しは知られましたが、実際地元のスーパーでもまだお酒は販売しているという状

況であります。1,000 本のうち 700 本は売れたとは言いますけれども、まだこの時期にして

売っているという状況の現実があります。もっと知らせ住民を巻き込めば、もっと販売拡大、

味の口コミになりますし、自分が応募した酒がどういう味なのか知りたい。もし美味しけれ

ば、また口コミで知らせるということもあろうかと思います。私自身も５月の親戚の祭りに

は何本か買って、やはり町内の人たちも多く集まりますので、試飲していただいたところで

あります。そういうふうに販売拡大、知名度を上げる方法等はいろいろあると思いますので、

その辺まで、口コミも期待したような展開が必要だと思われます。町でも積極的に考えてい

るようですので、町の募集だけでなく、もう一歩踏み込んだ販売戦略も必要かと私は思いま

す。 

次に、地域社会です。国全体の問題と捉えた答弁がありましたけれども、若年層の減少と

いうことであります。今までなら質問にも書いたとおり農業従事者がいて、それによって町

のいろんな行事、例えば、春祭り等は豊作を願う祭等が主であります。やはりそのくらい地

域には農業というものが根付いてきておりました。それがだんだん簡素化される。やはり人
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の都合であります。それと同時に地域の繋がり、そしていろんな組織、若い女性の組織、あ

るいは高齢者の組織が減少しているというのも現実であります。今までは、そういう人たち

にいろいろな授業参観の依頼、そういうもので町の行事、あるいは地域の行事を知っていた

だくということがありましたけれども、そういう組織が弱体していると、ますます地域の繋

がりが希薄化するということでありますので、若年層の減少だけのせいではなく、もう少し

一歩踏み込んだ組織体制が必要と思われますが、その辺をもう一度お願いします。 

○議 長（小林茂吉議員） 黒田企画調整課長。 

○説明員（黒田 浩企画調整課長） 趣旨としましては、農業従事者の減少が地域の繋がりを希

薄化して、組織全体の弱体化といった形になるということでありますけれども、町としては、

それを防ぐために平成２７年に総合戦略を策定して、各種施策をまず重点的に推進していく

ということで、若者の雇用の関係でありますとか、農業の担い手の確保、あるいは子育て環

境の整備といった部分で、いくらかでもそういった人口減少の歯止めをかけるための施策を

講じているといったところであります。まず行政としては、こういった総合戦略に代表され

るような重点施策を平成３１年度までの５年間の計画となっておりますので、この間、重点

的に進めてまいりたいと思っているところであります。 

○議 長（小林茂吉議員） ２番 志田德久議員。 

○２ 番（志田德久議員） そこで、前に、町の職員による各町内会の担当職員制度がありまし

たけれども、それはいつの間にかなくなったのか、機能しなかったのか。やはり今の時期に

こういうこともありますので、いろいろ持っている情報を提供したり、支える担当職員制度

を行うような考えはどうでしょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 黒田企画調整課長。 

○説明員（黒田 浩企画調整課長） 担当職員制度の発端は、確か自主防災組織を全町内会に立

ち上げるために、それぞれ出身の町内会、もしくは、それぞれの担当の町内会に職員を派遣

して、自主防災組織を立ち上げるというのが最初の発端ではなかったかと思いますが、その

後、いろいろな町内会の課題等、そういった部分についてもいろいろ協議していただいたと

いったことでありました。現在、職員体制も合理化で、正職員の数も以前よりも減少してい

るといった状況もありますし、そういった制度そのものについては、前回の検証等を踏まえ

ながら、今後内部でもそういった課題について検討してまいりたいと思っております。 

○議 長（小林茂吉議員） ２番 志田德久議員。 

○２ 番（志田德久議員） やはりこういう組織の弱体化は、地域の活性化には緊急課題と思わ

れますので、今後検討するということですけれども、前回の担当職員制度の検証等を踏まえ

て、何らよい方策、あるいは他の地域でやっている地域の支援というものも照会しながらや

っていくべきものではないかと思われます。農政でやっていた農地・水関係でもそういうこ

とをやって、地域をバックアップしたという例もありますので、いろんな方法、職員に負担

だけをさせるのではなく、地域を巻き込んだ方策も考えられますので、それらの情報を得な

がら三川町に適したものをメニューとしてやるべきと私は思います。 

続きまして、今いろいろ課題となっております、幸い三川町は住宅開発等によって、若者
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世代が多く転入してくれております。その中で、一番心配されているのが、子どもを預ける

保育所、あるいは学校、特に低学年等の放課後対策で心配しております。やはり保育士が少

ない等ということがありますけれども、今、国も保育士の環境を良くしようということで、

報酬のアップ等をやりましたけれども、前に私も言いましたけれども、保育士等にはキャリ

アアップの機会がなかなか少ないです。他の職みたいに、段階的に上がるというものが少な

いです。だから、そういう保育士確保のために、もっと積極的な方策は考えられないのか伺

いたいと思います。 

あと、放課後の学童保育であります。やはり親にとっては、三川町に移住したということ

は、一戸建ての家を建てた人たちも多くいるのが現状であります。勤めに行っているからこ

そ、その返済もできますし、やはり職場を休むとその返済もできなくなるということであり

ますので、放課後、親が会社から来るまでの間の対応策を、「安心して住める町」というこ

とで期待していると思われますが、もう少し、その辺の積極的な考えを伺います。 

○議 長（小林茂吉議員） 佐藤保育園主幹。 

○説明員（佐藤 亮保育園主幹） ２点のご質問がありました。まず初めに保育士確保の対策に

ついてということでありますが、これまでも三川町におきましては、保育士に関する処遇改

善を何度か行ってきております。ただ、この関係につきましては、先程の答弁の中にもあり

ましたが、全国的な問題でありまして、三川町でも処遇改善はしたものの、すぐに保育士を

確保できるという状況にはなっておりません。ですから、三川町のこれからの子どもの増加

が見込める状況がある中には、こういった保育士の処遇改善については、今後も考えていか

なければならないものと認識しているところであります。 

続きまして、２点目の学童保育についてであります。 

今年登録されている人数が８４名、そのうち常時利用が７０名前後ということで、運営団

体でありますみかわ学童保育所運営協議会の方から聞いているところであります。志田議員

がご心配のとおり、現在の子育て世代の家庭状況からしますと、小さい子どもを家に置くの

は心配だという状況は十分分かります。そういったことで、学童保育に入所する児童につき

ましても年々増加傾向にはあるものの、急激な伸びというのは、まだ幸い見られていない状

況であります。今後三川町で新たな住宅開発を進めていった際には、そういった学童保育に

入所する児童の増加というのも考えられますので、その際は、現在のみかわ学童保育所が入

所しております児童交流センター、この老朽化対策も含め、施設の拡大ということで、子育

て交流施設の整備を進めていきたいというふうに考えております。 

○議 長（小林茂吉議員） ２番 志田德久議員。 

○２ 番（志田德久議員） 急激に増えることはないだろうという予測でしたけれども、私の

知っている方が結婚して、三川町出身の方ですが、鶴岡市に住んで子どもを出産いたしまし

た。やはり三川町の方がいいということで、すでにその方は、情報として袖東の住宅開発を

知っておりました。将来的にそこが住宅分譲すれば、そこに住みたいという意見でありまし

た。そういう人たちがやはり増えれば、急激にそういう対象の学童保育等、例えば、今産ん

だ子が、桜木開発が時間かかっても、そういう対象者になっていくと。当然保育園にも該当
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するということであります。やはり若者移住を、子育ての町を目指しているということであ

りますので、やはりその傾向も、条件が合えば三川町に移住したいという方たちが、すでに

あることは事実ですので、そういう環境に対応した今後の子育てのまちづくりの環境づくり

を進めて、対応していくという検討が必要と思われますので、そういうことも将来を見越し

た検討をやっていくべきと私は思います。 

続きまして、町の情報を知らせる方法ですけれども、啓発活動等で町は「ホームページに

掲載しております」とよく答弁いたします。ですが、先程答弁があったとおり年代によって

は、ホームページ等で知るということではなく、ペーパー等もありますので、情報を流しっ

ぱなしで満足してはならずに、この情報を住民が知っているかが重要な課題であります。そ

の辺の認識をもう一度お願いします。 

○議 長（小林茂吉議員） 黒田企画調整課長。 

○説明員（黒田 浩企画調整課長） 町の情報のお知らせの方法ですけれども、基本的には、従

来からあります町の広報がやはり主にお知らせをしてきているところでありまして、ただ、

資料が多いものとか、計画書であるようなものについては、補完するような形で、町ホーム

ページに掲載していますといったようなお知らせを、また広報の方に掲載するというような

ことで、あと、ホームページを見られない方については、それぞれ担当課の方の連絡先等も

記載されていますので、そちらの方でご覧いただくといったような形で、町ホームページだ

けの情報発信に偏らないような形には、今後とも、そのような周知方法に努めてまいりたい

と思っております。 

○議 長（小林茂吉議員） ２番 志田德久議員。 

○２ 番（志田德久議員） 高齢者対策であります。やはり今は高齢者の重大事故が発生してい

るということで、昨日でしたか、警視庁で発表いたしましたけれども、昨年の３月に改正道

路交通法が施行されました。それで、３月で１年が経ちましたけれども、認知症の恐れがあ

ると判断された方が、５万 7,000人。うち２万人が運転免許証を自主返納したり、更新せず

に失効させているという現状があります。ということで、免許証をなくした場合、運転経歴

証明書、やはりそういう人たちにマイナンバーというのは、今は一般の人でさえ、この間で

は６％しかカードを発行していないというような報告もありました。 

この状況下で、例えば、認知症であると判定された人たちの証明するものがやはり必要で

はないかと。ますます高齢化社会で、あるいは、認知症と私言いましたけれども、徘徊等も

ありますので、やはり身分証明するものを身に着けておれば、何かと家族、あるいは関係者

も安心するわけでありますので、やはり証明するものがもっと身近、あるいは、極端な話で

カードチップを入れたものを携帯するとか、いろいろ今の時代はあろうかと思いますが、そ

の辺の考えはどうでしょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 高齢者の事故を防ぐ、あるいは何か事故があった場合に身分証

明を身に着けていることで、例えば保護されるとか、そういったことが期待されるというこ

とでの身分証明だと思いますけれども、先程町長の答弁にありましたものについてはマイナ
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ンバーカード、あるいはパスポートという紹介をいたしましたが、なかなか高齢者にとって

は、敷居が高いといいますか、難しいというお話がございました。 

他の自治体の例を見たときには、例えば今紹介がありましたように、ＩＣチップを付けた

ものを身に着けることで、登下校の生徒もそうなんですが、一定の箇所を何時に通過したか

というような確認をする実験を行っている自治体も近くにございます。その結果は聞いてい

ないところでございますが、本町でも、特に登下校の生徒について、そういったことができ

ないかということで検討したのですが、やはり、例えばＩＣチップの精度もあるんだと思い

ますけれども、車に乗った場合については、それを認識できないとか、あるいは、そのセン

サーをどの程度配置するのかというような問題もあって、登下校についても、これを使うこ

とが難しいなというような結論に達したことがございました。 

それ以外の高齢者についての徘徊等については、どんな方法があるのか。今のＩＣＴ社会

の中では、いろんな方法があると思いますので、そういった意味では、その方法を探ってい

く必要はあるのかなというふうに考えております。 

○議 長（小林茂吉議員） 以上で、２番 志田德久議員の質問を終わります。 

○議 長（小林茂吉議員） 暫時休憩します。            （午前１１時５０分） 

○議 長（小林茂吉議員） 再開します。              （午後 １時００分） 

次に、１番 鈴木重行議員、登壇願います。１番 鈴木重行議員。 

○１ 番（鈴木重行議員）  

 

１．高齢者が安心して暮らせ

るまちづくりについて 

１．団塊の世代の方々が７５歳を迎え後期高齢者となる 2025

年に運用が予定されている「地域包括ケアシステム」の構築

について、今後の計画を伺います。 

 

２．核家族化や人口減少により本町でも高齢者世帯や一人暮ら

し世帯が増えています。三川町高齢者保健福祉計画でも、地

域での支え合いの体制づくりを課題としていますが、具体的

な取り組み方について伺います。 

また、災害時の避難誘導については自主防災組織の活動が

重要と考えますが、町としてどのような指導を行っているか

伺います。 

 

３．高齢者による交通事故が増加しています。事故防止への対

策について伺います。 

 

４．高齢者が増えるなか、民生委員の仕事と役割が大きくなる

と考えます。人材確保対策について考えを伺います。 
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２．かわまちづくり事業につ

いて 

 

 

 

１．公園の運営管理において、行政と民間が協力して地域の活

性化や公園の利活用に結び付ける「パークマネジメント」を

採用するべきと思いますが町の考えを伺います。 

 

２．既に完成した施設の供用、管理、安全対策について町の計

画を伺います。 

 

 

平成３０年第４回三川町議会定例会において、通告に従い質問いたします。 

初めに、高齢者が安心して暮らせるまちづくりについてであります。 

１として、団塊の世代の方々が７５歳を迎え後期高齢者となる 2025 年に運用が予定され

ている「地域包括ケアシステム」の構築について、今後の計画を伺います。 

２として、核家族化や人口減少により本町でも高齢者世帯や一人暮らし世帯が増えていま

す。三川町高齢者保健福祉計画でも、地域での支え合いの体制づくりを課題としていますが、

具体的な取り組み方について伺います。 

また、災害時の避難誘導については自主防災組織の活動が重要と考えますが、町としてど

のような指導を行っているか伺います。 

３として、高齢者による交通事故が増加しています。事故防止への対策について伺います。 

４として、高齢者が増えるなか、民生委員の仕事と役割が大きくなると考えます。人材確

保対策について考えを伺います。 

２番目に、かわまちづくり事業についてであります。 

１として、公園の運営管理において、行政と民間が協力して地域の活性化や公園の利活用

に結び付ける「パークマネジメント」を採用するべきと思いますが町の考えを伺います。 

２として、既に完成した施設の供用、管理、安全対策について町の計画を伺います。 

以上、１回目の質問といたします。 

○議 長（小林茂吉議員） 阿部町長。 

○説明員（阿部 誠町長） 鈴木重行議員に、ご答弁申し上げます。 

はじめに、高齢者が安心して暮らせるまちづくりについて、１点目の「地域包括ケアシス

テム」に関するご質問につきましては、団塊の世代の方々がすべて後期高齢者となる 2025

年を見据えて、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画においてその取り組みを明示してい

るところであります。 

ご承知のように、「地域包括ケアシステム」は、高齢者の方々が住み慣れた地域で暮らし

続けることができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包

括的に提供される仕組みでありますが、一人ひとりの状況、変化も含めた状況を捉えながら、

その課題に適切に対応することが重要であります。引き続き、地域包括支援センターが中心

となって相談機能や他機関との連携を図りながら、医療と介護の連携推進事業や認知症対策

の事業など地域支援事業に掲げる各種事業の推進に努めてまいりたいと考えているところで
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あります。 

２点目の「地域での支え合いの体制づくり」につきましては、昨年度に開始した「介護予

防・日常生活支援総合事業」において、専門職のほか、ボランティア等住民主体による生活

支援・介護予防サービスの展開が求められているところであります。支え合いの取り組みに

ついては、住民の方々が地域の課題を我が事として捉え、主体的に展開していくことが重要

なことであり、いきいき百歳体操やサロンなど地域のキーパーソンの方々の活動を支援し、

住民主体による支え合いの一層の充実を図ってまいりたいと考えております。 

また、災害時の避難誘導につきましては、ご質問にもありましたように自主防災組織の活

動が重要であることから、災害に対する備えをまとめた「自主防災活動の手引き」を平成２

５年に策定し、自主防災組織に配布いたすとともに、町のホームペ－ジにも掲示していると

ころであります。 

この手引きにおいては、自主防災組織の中に避難誘導班の設置を勧めており、住民への避

難の呼びかけ、避難人員の点検、安全な避難誘導をその役割と定めているところであります。 

３点目の、高齢者の事故防止に関するご質問でありますが、この４月には町内交差点にお

いて出会いがしらによる自動車の衝突による死亡事故が発生しており、その後も、県内で死

亡事故が連続して発生したため、高齢者交通死亡事故多発警報が発令され、本町においても

鶴岡警察署や交通安全協会等との連携により、事故防止の啓発活動を行っているところであ

ります。 

高齢者の交通事故の多くは、自宅近くで発生しており、中でも道路横断時における事故が

多いことから、高齢者宅への家庭訪問による啓発や、商業施設等での呼びかけ、夜光反射材

の配布活動等を行っているところであり、高齢者の事故防止に今後も取り組んでまいりたい

と考えております。 

４点目の民生委員の人材確保対策についてでありますが、民生委員・児童委員は３年を１

期とし、厚生労働大臣から委嘱された方々であり、地域住民と町や社会福祉協議会との橋渡

し役として、地域福祉推進の中心的な役割を果たしていただいております。近年、特に、一

人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等、見守り・声掛けや支援を必要とする方々が増えてい

る状況にあり、今後ますます増加することが予想されているところであります。今後とも、

社会福祉協議会の福祉員でもある町内会長、保健委員の方々との連携の強化と地域福祉活動

の一層の充実を図り、負担軽減に努めていくとともに、町内会からのご協力をいただきなが

ら、人材確保に努めてまいりたいと考えているところであります。 

次に、かわまちづくり事業についてご答弁申し上げます。 

この事業は、平成２５年度に、国の「かわまちづくり支援制度」への登録をうけ、平成２

６年度より町内各種団体等の住民組織による「かわまちづくり推進協議会」を設置し、具体

的な整備、施設の利活用、維持管理などについてご意見をいただきながら事業を推進してき

たところであります。 

１点目の公園の運営管理に関するご質問でありますが、ご提言ありましたパークマネジメ

ントにつきましては、公園の運営管理を地域住民、企業、行政機関が連携して行う手法であ
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りますが、本町においては、基本的には、町が主体的に運営管理していくこととしていると

ころであり、今後、かわまちづくり推進協議会など、関係団体等の意見を踏まえ、分割管理

なども含め、運営手法について検討してまいりたいと考えているところであります。 

２点目の完成した施設の供用、管理、安全対策についてのご質問でありますが、かわまち

づくり事業において整備を進めております各施設につきましては、完成した施設から随時供

用を開始してまいるものであります。 

そして、今年度におきましては、船着き場などの供用開始に合わせた安全対策にかかる整

備も予定しているところであり、河川管理者である国土交通省と連携を図りながら安全対策

に万全を期してまいりたいと考えているところであります。 

以上、答弁といたします。 

○議 長（小林茂吉議員） １番 鈴木重行議員。 

○１ 番（鈴木重行議員） 順を追って再質問させていただきたいと思います。 

初めに、「地域包括ケアシステムの構築」についてであります。全国的に少子高齢化が急

速に進む中、本町においても６５歳以上の人口の比率は３０％を超え、７５歳以上でも１７％

に達しています。第７期の三川町高齢者保健福祉計画、三川町介護保険事業計画につきまし

ては、１月の全員協議会や先日の所管課研修において説明していただきまして、様々なニー

ズに応じた施設整備や介護予防に取り組んでいることが理解できました。高齢者保健福祉計

画において、要介護等認定者の推計によれば、平成３２年には減少すると見込まれているも

のの、やはり 2025年には認定者の増加が見込まれるということから、「地域包括ケアシステ

ム」の構築が求められているということでありました。構築にあたって、地域の特性に応じ

て作り上げていくということになっているわけですが、本町の特性としてどのように捉えて

いるか。また、ニーズの把握と地域資源の把握が第一歩かと思いますが、本町の現状をどの

ように捉えているか伺いたいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） 第７期の計画でも示していますように、2025年には、すべ

ての団塊の世代の方々が７５歳以上を迎えることになります。介護保険の認定率の推移を見

ていきますと、７４歳までの前期高齢者の方々に比べ、７５歳以上の方々の認定率は１０倍

を超えるということで、後期高齢者の方々が増えると、第７期では減ると見込んでいますが、

第８期以降は順次団塊の世代の方々が後期高齢者に入っていくことから、増えていくと見込

んでいるところであります。それにしたがって認定率も増えていくと見込まれるところであ

りますが、昨年度から始めました「介護予防・日常生活支援総合事業」によりまして、その

認定率はできるだけ低く抑えていきたいと考えているところであります。 

一方、三川町の現状というところでございますが、三川町だけが特別というわけではあり

ませんが、山形県の中で三世代同居率、山形県は全国の中でも高いわけですが、三川町が高

いというわけではありませんので、地域の中で、いかに支援を必要とする方を支えていくか

というようなところが、これから重要になってくると思っております。それが「地域包括ケ

アシステム」の一つの大きな柱となっているわけであります。例えば、医療と介護の連携と
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いう部分では、その方の状況によって、入院になって状態が変わって、自宅に戻るときにス

ムーズに介護や福祉のサービスを利用できるように退院前に支援をする、スムーズな在宅生

活に移行できるように連携を図るというようなところにつきましては、鶴岡地区医師会や荘

内病院に事業を委託しながら今も進めているというところであります。 

また、地域の支え合いにつきましては、今まで割と、要介護の手前の方につきましては、

いろいろ地域の方々が主体となってサロン事業などを行ってきたというところでありますが、

「地域包括ケアシステム」の中に一つとして取り上げられています自立した生活を送るため

の生活支援という部分が、これから三川町でも大きな課題になっていくと思っております。

これは、自分たちが困っていることを、自分たちの力で、地域の中で解決できることを解決

していこうというものでありますが、実は昨年度から取り組みました「いきいき百歳体操」、

今年度また増えまして、町内で１１の団体が行っているわけですが、定期的に地域包括支援

センターの職員が、その「いきいき百歳体操」に出向いております。その中で、いろいろな

話を聞いてきた中で、また話をする中で、例えば、自分たちが、「いきいき百歳体操」だけ

でなく、もっとできることがあるのではないかと考えた始めたところもあるようでございま

す。そのように住民の方々と直接接しながら、また、今年度は支え合いについての研修会も

予定しておりますし、それらを通じて三川町の支え合いというものを住民の方々と一緒に作

り上げていきたいと思っているところであります。 

○議 長（小林茂吉議員） １番 鈴木重行議員。 

○１ 番（鈴木重行議員） 介護予防、「いきいき百歳体操」など、実績のある活動もどんどん

増えていって、なるべく医療のかからない、また保険のかからないような体制づくりは重要

かと思います。 

先程の「地域包括ケアシステム」、答弁にもありましたとおり、医療、介護、介護予防、

住まい、生活支援と五つの柱になっているのかと思います。これを見たとき、本町にとって

は、医療ニーズへの応えと介護ニーズへの対応というものが大きな課題になってくるのかな

と思います。当町にとって、特に医療ですが、町内には高齢者から需要の多い内科医、また

整形外科医といった医院は乏しく、また夜間や休日診療を受け付けるような医院はないわけ

でありまして、近隣市町村への通院を余儀なくされている状況にあると思います。安心でき

る医療体制を考えたとき、当町では条件が整っていないように感じるわけでありますが、高

齢者からは医療機関の整備を望む声もあります。その対応について考えを伺いたいと思いま

す。 

○議 長（小林茂吉議員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） 確かに、三川町の中で、夜間も開業しているというような

医療機関はないわけですが、三川町も鶴岡地区の休日夜間診療協議会の会員になっておりま

すので、そちらを利用するということはあります。また、三川町外でありますが、割と近辺

に所在する医療機関を利用しているという高齢者の方々も多く、その医療機関によっては往

診もしてくださいますし、また、医療機関の体制によって、看護師が夜間もいて、緊急の場

合、その医療機関が訪問診療をしている対象者の方についてですが、夜間も、緊急の場合、
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電話をかけると対応してくれるというような医療機関もありますので、町内完結型ではござ

いませんが、町を越えて、必要な体制というのはできているという部分もあると受けとめて

いるところであります。 

○議 長（小林茂吉議員） １番 鈴木重行議員。 

○１ 番（鈴木重行議員） 近隣町村の医療機関で間に合うのかなという答弁だったと思いま

す。やはり町単独での医療機関の整備は難しいのかもしれません。以前、町内の大型商業施

設の計画の際には、総合医院の計画もあったかと思います。住民はかなり期待したのではあ

りますが、残念ながら実現には至らなかった経緯もあったように思います。しかし、これか

ら住宅団地の整備や人口減少対策というものに望む本町にとっては、医療機関の整備という

ものは課題になってくるのではないかと思います。高齢者の運転免許返納など、様々な影響

で行動範囲が狭くなった高齢者には、なるべく近くの医療機関で、短い時間で診察できる環

境が望まれていると思います。 

また、先程ありました在宅医療のニーズの高まりというものは今後とも高まると思います

が、その対応について町の考えを伺いたいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） 確かに、平均寿命が延びている中で、高齢者の方々にとっ

て、医療のニーズというのは高まっていくということでは思っております。町内には、医療

機関、病院、そして診療所ということであるわけでございますし、町外の医療機関に通院し

ているという方々も多いわけでございますが、何か医療的に必要性が生じた方についての相

談というものにつきましては、町内の医療機関と健康福祉課の方で連携がとられるようにな

っていると。いろいろ、それぞれの状況に応じた相談をしながら、その方にとって一番いい

方法は何なのだろうかということを、共に考えていただける医療機関が私たちの身近にはあ

るのかなと受けとめているところであります。 

また、退院して在宅に戻って在宅医療を受けるというときには、その方の状況、また家族

状況で、入院前の医療機関と違う医療機関に変更するということもあり得るわけです。往診

来てくださるところに頼むとか、そういうようなことについては、それこそ医療と介護の連

携といいますか、そういう部分で、退院前の支援というところでカバーできる体制になって

きているというようなところも進んでいる一つの側面かなとは思っているところであります。 

○議 長（小林茂吉議員） １番 鈴木重行議員。 

○１ 番（鈴木重行議員） 様々カバーなっているということで、７年後には立派な医療体制が

整っていると思えるようなことでお願いしたいと思います。 

続いて、介護のニーズについての対応についてお聞きしたいと思います。 

先日、厚生労働省は、2025年に介護職員が全国で約３３万人不足するという推計を公表し

ました。2016年度の職員は約 190万人、要介護高齢者が増えることによりまして、2025年に

必要な職員が 245万人ということになっています。本町でも、先程お聞きしましたように、

介護予防体操など、様々な取り組みによって要介護者の増加を防ぐ活動が行われていますが、

やはり 2025年には後期高齢者の増加が予想されるため、要介護認定者も増えると見込まれて
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いるようであります。 

伴って、介護職員の不足が懸念されます。奨学金制度などで地元の介護職員の育成に取り

組む自治体もあるわけですが、本町としての対策の仕方をお聞きしたいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） 山形県におきましては、山形県の社会福祉協議会が窓口に

なりまして、介護福祉士や社会福祉士の資格を取るための専門学校等に通うという場合の修

学資金の貸付等の事業を行っているところであります。そして、その返済につきましては、

卒業してから山形県内に５年間勤めれば、その返還を免除するというような貸付事業もあり

ますので、三川町独自というよりも、県全体でそのような取り組みは進んでいるというとこ

ろであります。ただ、だからいいというわけではありませんので、それぞれの市や町の方で

も、やはりこれからの介護人材の不足というものについては不安を抱えているというところ

でございまして、また、形になっているわけではございませんが、そういう課題は庄内地域

の市や町の中で共通しているものでございましたが、これから何か連携してできるものがあ

るのかどうかというようなところの情報交換だったり、意見交換だったりというところは、

これから庄内支庁が中心になって考えていくというような話は聞いているところであります。

そうなりましたら、まず三川町の方でも一緒になって考えていきたいと思っているところで

あります。 

○議 長（小林茂吉議員） １番 鈴木重行議員。 

○１ 番（鈴木重行議員） これが「地域包括ケアシステム」の自治体の大きさで作るための弊

害になってくるのかなと思うところであります。絶対数が少ない中で、少子高齢化というこ

とで、支える側の働き手が減少しています。介護職員が不足することによって、高齢者同士

での老老介護、また、認知症の方同士による認認介護が予想されたり、介護難民が発生され

るとしています。「地域包括ケアシステム」が、自治体間、あるいは小さい範囲の中で構築

するということを進めると、どうしてもその中での介護職員、また自治体間での介護職員、

また事業所間での介護職員の取り合いといったものも懸念されるわけでありまして、何とか

地元の中で確保することが重要になってくるのかなと。また、人材不足によりまして労務単

価等の上昇、それがまた大きく負担になってくるのかなということから、早めの確保という

ものが重要になってくるとは思います。 

もう一つ、ある事例で、定年を迎えた方の第二の人生として介護職員というものを促すと

いった自治体の活動もあるわけですが、そういった考えはないでしょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） 今町の方で考えていることにつきましては、定年を迎えら

れた方が、例えば、介護保険のサービス事業所に勤めて介護員となっていただくということ

よりもまず先に、「介護予防・日常生活支援総合事業」の中で、多様な介護予防の提供主体

を作っていくという中で、ボランティア等の、住民主体で通いの場づくりだったり、その生

活支援に自宅を訪問するだったり、そういうようなところに高齢者の方々の生きがいづくり

というような部分、そして、その方自身の健康づくりという視点も捉えながら、高齢者の方
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から支え手になっていただくというようなことにつきましては、今考えを進めていきたいと

思っているところでございます。 

○議 長（小林茂吉議員） １番 鈴木重行議員。 

○１ 番（鈴木重行議員） 次の高齢者世帯や一人暮らし世帯といったことに移りたいと思いま

す。 

国の調査でも、６５歳以上の一人暮らしの男性のうち、６人に１人が「会話したのが２週

間に一度以下」というデータがあるそうです。男性にとっての一人暮らしは、世間話をする

人もなく、隣近所に遊びにも行けず、友達もだんだん少なくなるといったことから、虚脱感

と孤独感に苛まれている人が多くなるというような現状にあるのかと思います。高齢者の方

に話を伺いますと、気軽に、自由に集える集会所のような施設を望む声が多くありました。

本町として、高齢者の居場所づくりというものに対しての考えを伺いたいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） 高齢者の方々の居場所づくりというようなところでは、前

から社会福祉協議会と一緒になって、町内会の中にサロン事業というものを展開していただ

いてきたところでありますが、例えば、３ヵ月に１回だったりというようなところでありま

した。今「いきいき百歳体操」については、一週間に１回近くの公民館等に通っていただい

て実施していただいている。そこでは、体操だけでなく、終わった後にお茶を飲んだり、ま

た、皆さんの考えでもっと広がりをもたせることができるかというようなところについては、

今地域包括支援センターが中心となって、その部分につきましては考えているところであり

ます。いつでも行きたいときに自分が行って、誰かと話をしてというようなところを作って

いくというのはなかなか難しいことなのではないかなとは思っております。例えば、社会福

祉センターで行っておりますコーヒー喫茶といいますか、それも月２回であります。第１と

第３の水曜日なんですが、そういう、毎日ではないけれどもあるというところも知らない方々

も多いのではないかと思いながら、それは周知をしていきたいと思っておりますし、いろい

ろなものを組み合わせながら、その方がご自分のスタイルというものを考えられるように支

援をしていくことができればと思っているところであります。例えば、その週１回の「いき

いき百歳体操」でいろいろ話をした人同士でお茶飲みに行ったり来たりするという方ができ

るというのも、楽しみなことにも繋がっていくかなと思いながら、すべてではなく一つのき

っかけという場面になってくれるということも考えているところであります。 

○議 長（小林茂吉議員） １番 鈴木重行議員。 

○１ 番（鈴木重行議員） 高齢者の方に伺いますと、空き家を使った集会所のようなもので、

家庭的な雰囲気をもてるような利用はできないかというような声もありましたので、少し検

討していただければと思います。 

地域での見守り、支え合いの体制、また意識づけといったものは一朝一夕にはできること

ではないかと思います。まず現状を把握するべく、在宅高齢者を見守るため、「地域見守り

マップ」といったようなものの作成により、支援対象者を明確にして、隣近所での見守り体

制を築くことが有効かと思います。本町におきましては、高齢者世帯、一人暮らし高齢者世
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帯の把握について、どのように行っているかお聞きしたいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） 一人暮らし高齢者の方や高齢者夫婦世帯の方々について、

町の方で把握するとなりますと、住民基本台帳によるものでございますが、実際は、住民基

本台帳では、例えば、別世帯になっているけれども、一緒に同じ家で過ごしているとか、ま

たその反対だったりだとか、そういう情報を一番よくお持ちになっているというのが地域の

民生委員でございます。そういう実態に合った情報を民生委員が積み上げてくださっている

というふうに受けとめているところでありますし、また、町に相談があったりした場合は、

民生委員にお伝えしながら見守りというようなところでまた力を貸していただいたり、事業

に参加を進めていただいたりというようなところでは、いろいろ一緒に行っているというと

ころでございます。 

○議 長（小林茂吉議員） １番 鈴木重行議員。 

○１ 番（鈴木重行議員） 地域の民生委員が把握しているというようなことでありました。 

災害時の避難誘導の件についてお伺いしますが、震災や洪水など、災害時に取り残された

高齢者が救助されるといったような映像をよく目にします。平日の日中においては、同居世

帯であっても、若い世代が働きに出ることから高齢者世帯になっている場合も多くあるとい

うことで、迅速な避難誘導を実現するには、やはり世帯の詳細な状況を随時把握しておく必

要があるかと思います。 

そこで、先程も述べましたが、「地域見守りマップ」といったものを作成するのが有効で

はないかと思います。近年は、個人情報保護の観点から、多くの市町村で作成が中断されて

いるということではありましたが、先日の熊本地震の際には、やはり民生委員が作成しまし

た「地域見守りマップ」によりまして、高齢者などの寝たきりや、一人暮らしの要援護者な

どの安否確認を迅速に行うことができたという実績もあるようでありました。この「地域見

守りマップ」は、発生直後の避難誘導だけでなく、発生から数日が経過した後も、保健師が

要援護者を訪問する際にも役立ったということでもありました。この「地域見守りマップ」

を活用した自主防災組織の避難訓練といったものが有事の際には有効に働くのではないかと

思うところでありますが、町としての避難誘導策について、もう一度考えを伺いたいと思い

ます。 

○議 長（小林茂吉議員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 災害時の避難誘導につきましては、先程町長の答弁にもありま

したとおり、町においては「自主防災活動の手引き」というものを平成２５年に策定いたし

まして、これを防災組織の方にお配りしているところでございます。その中で、避難誘導班

の設置というものを設けまして、これに基づいて訓練をお願いしたいということでしており

ます。ただ、実際、毎年１０町内会以上で訓練を行っておりますが、そこまで踏み込んだ訓

練というのはなかなかできていない状況にあると思います。私の地元の東沼町内会でも５・

６年前に一度それを行いましたが、やはり実際の何を想定しての避難なのかというのが一番

大切なのかなと思っております。本町においては、幸いなことに山もございませんので、土



- 69 - 

砂崩れはありませんし、津波の恐れもございません。あるとすれば水害、地震の場合は自宅

からの避難になりますので、水害があるのかなと思います。ただ、その水害については、自

主防災会の中で、一時避難所としての町内会公民館はあるわけでございますが、水位から見

ると、そこも避難場所にはなり得ないということがございます。そういった意味では、ハザ

ードマップを作って、町としても災害時・水害時の避難先を明示しておくべきだというふう

には考えておりますが、今現在、各地区にある小学校の体育館しか指定しておりませんので、

自主防災会がそれをもって避難誘導、そこにできるかとなると、なかなか難しいのではない

かというふうに考えております。 

○議 長（小林茂吉議員） １番 鈴木重行議員。 

○１ 番（鈴木重行議員） 災害も少ないという話もありましたが、やはり有事の際、地震、洪

水等のとき、やはり小さな班を作って、班長が高齢者世帯に必ず顔を出すとか、様子を見に

行くとか、そういった意識づけというものは普段からないと、いざというときには動けない

のかなということで、やはり避難訓練等を随時促して、地域での見守り体制というものに繋

がると思いますので、進めていただければと思います。 

続きまして、交通事故防止策について伺いたいと思います。高齢者の方にお話を伺います

と、やはり耳が聞こえづらいとか、視界が狭くなったとか、体の反射神経が鈍くなったとい

うものは十分理解したうえで、不安を感じながら運転しているというふうな状況になるのだ

そうです。それで、「何が望まれているか」と伺いましたところ、やはり視認性の良い道路

環境、はっきりと路肩を明示した白線、並びに歩行者が通れる歩行帯とでも申しますか、そ

こをカラー舗装にして、「そこは歩行者がいるんだよ」ということを明示された環境づくり

がほしいというような声を伺いました。三川町の交通安全計画の高齢者の安全確保という点

では、道路の交通環境整備として、路面表示やカラー舗装が事故抑止に効果があるとされて

おりまして、そういった環境整備を進めていくというようなことが載っているわけでありま

すが、どのぐらい進んでいるのか、また、その対策の仕方についてお聞きしたいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 今議員からお話ありましたように、町は交通安全計画を５年ご

とに定めておりまして、現在第１０次の交通安全計画として運用しているところでございま

す。その中にも、今ご紹介ありましたように、記載の中では、視認性の高い道路施設という

ものを求めておりまして、例にありましたカラー舗装、そういったものを行っているところ

でございます。ただ、これまで行った、例えば、押切小学校の通学路への歩行者帯のカラー

舗装とか、やはり年々色あせている部分もありますし、近年では、そういった交差点におい

ての対策ということでのペイントもございます。最近の例では、土橋町内会で死亡事故があ

ったわけでございますが、そこが交差点としての認識がなかなか低いということで、減速を

促すサインを、このたび路面にペイントしたところでございます。そういった町内における

対策については、自主的には建設環境課の方で対応しているわけでございますので、私ども

としては、歩行者の安全確保、あるいは高齢者の安全確保ということで、そういった推進を

各種会議等で連携していく必要があるというふうに考えております。 
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○議 長（小林茂吉議員） １番 鈴木重行議員。 

○１ 番（鈴木重行議員） 歩行者の安全を守るという話でありましたので、三川町には「通学

路安心安全プログラム」といったものがあるようでございました。これも通学路等の道路の

危険箇所の点検を行って、通学路の道路の環境の改善を図るというようなプログラムのよう

でありますが、もう少し具体的な中身と、その対策についてお聞きしたいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤直吉建設環境課長） 道路における児童生徒の安全対策についてでございます。

議員おっしゃられたとおり、町の方として、関係者を集めまして、この対策プログラムを行

っているところです。内容としましては、教育委員会が主体となって集めて行っているとこ

ろとなっております。危険箇所を把握し、道路管理者、ＰＴＡ、学校、また、警察及び公安

委員会、すべて一堂に会しまして、場所を見ながら、こういった安全対策がよい良いのでは

ないかということを踏まえながら、整備の促進に努めてまいっているところでございます。 

○議 長（小林茂吉議員） １番 鈴木重行議員。 

○１ 番（鈴木重行議員） 内容について確認したいと思いますが、委員が集まって危険箇所を

選定し、整備していくということだったかと思います。危険箇所、何かの機会に住民が要望

するといったような場合はないのか。その委員が認めたところでないと整備はしていただけ

ないのか。その辺、少し確認したいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤直吉建設環境課長） ただいまの話は、児童生徒の部分についてお話したところ

です。各住民及び利用者からの声という部分での質問かと思われます。この部分について、

建設環境課の方としては、聞き取りの会とか、そういったものは開いてございませんが、各

自、地域の町内会長の方からお伺いしたところ、また、日々の道路パトロール上で住民の方

からお声をいただいたところ、こういったところを見ながら、必要性を公安委員会と協議し

ながら、道路施設の整備を行っているところとなってございます。 

○議 長（小林茂吉議員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 交通安全計画に記載されております「三川町通学路安全安心プ

ログラム」の質問でございました。これについては、通学路に限らないという話の中では、

今教育委員会の方にはＰＴＡから小学校単位で要望が集まりまして、それを受けて、それぞ

れの所管のところで、どういった対応ができるのか検討している内容でございます。こうい

ったものを踏まえて、中から、実際に現場に、先程建設環境課長が申し上げましたとおり、

関係者、国土交通省、山形県というような道路管理者、それから警察署、そういった関係機

関が一堂に会しまして現場を確認して、今後の方策をそれぞれの所管の中で行っていこうと

いうのが、このプログラムの一番のねらいでございます。そういった意味では、各町内会か

ら出た要望、学校関係者から出た要望、そういったものを取りまとめて、またさらにこのプ

ログラムに反映させているのが実態でございます 

○議 長（小林茂吉議員） １番 鈴木重行議員。 

○１ 番（鈴木重行議員） ＰＴＡからの要望書ということでありました。私もちょうど当事者
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なものですから、ＰＴＡ連合会等での話にもなります。要望を出しても、なかなか反応が鈍

いといった例年の声もあるようでございますので、やはりＰＴＡの連合会の中でも厳選され

た要望箇所を、一番重要度の高いところを出しているつもりでありますので、早急な対応、

また、万が一応じられなかった場合でも、その返答等をいただければと思いますので、よろ

しくお願いします。 

続いて、かわまちづくりについてお聞きしたいと思います。 

先程パークマネジメントという提案をいたしました。町主体で管理を予定しているという

ことでありましたが、どうしても行政主体の公園になると、整備後、来園者を待つだけの公

園になり得るのではないか、そんな可能性がすごくよくあるわけでありまして、やはりパー

クマネジメントを民間、あるいは第三者と共に運営企画を考えて、いろんな集客に対する努

力が必要ではないかと思います。日本全国各地には、とても立派な整備された公園、たくさ

んあると思いますが、なかなか人が入らない、そんな公園もあるかと思います。やはり、そ

うなってしまうと、ますます人はより来なくなり、安全面も不安なところになろうかと思い

ます。やはり住民の方と一緒に企画運営することが大事だと思いますが、かわまちづくり検

討委員会、また、かわまちづくり推進協議会というものが今続けて行われているようでござ

います。この協議会は、完成したら解散するといったようなことで行っているのか、また、

整備終了後もそのまま続けていこうとしているのか、確認したいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤直吉建設環境課長） かわまちづくり計画における推進協議会の存続というご質

問でございます。かわまちづくり計画自体そのものが行政及び地域住民及び企業の知恵を生

かして運営をしていくということになってございます。整備が終わった後も、国土交通省の

方においても、アフターサービス関係、アフターケア、こういったものを考えておるところ

でございます。形は別になるかもしれませんが、同じような形で運営の協力を求めていきた

いと考えているところでございます。 

○議 長（小林茂吉議員） １番 鈴木重行議員。 

○１ 番（鈴木重行議員） 整備が終わった後も協議会は続いていくということで、一つ安心し

たところであります。ぜひ積極的な活動、企画運営等で、交流人口の拡大に繋がるような公

園になるようにしていただきたいと思います。 

休憩広場の整備が始まりまして、田田大橋からその整備の様子を見ることができます。そ

れによりまして、住民の関心はとても高まっているように思います。事業の内容を理解して

いない方が非常に多いように思いますが、国の予算の都合で事業の遅れや施工の長期化とい

うものはやむを得ないのかもしれません。完成を心待ちにしている方もいますので、整備内

容を広報やホームページに改めて発信するべきではないかと思います。 

さらに、桜の植樹が計画されていまして関心が高まっているこの時期に、公園の名称とい

いますか、愛称を募集して、さらに周知に努めるべきと思いますが、考えをお聞きしたいと

思います。 

○議 長（小林茂吉議員） 加藤建設環境課長。 



- 72 - 

○説明員（加藤直吉建設環境課長） 議員おっしゃるとおり、整備については、国の支援を受け

ているところに若干遅れている状況となってございます。地域住民の期待という部分が形に

表れたことにより明確化されてきたかとは思います。こういった部分も踏まえまして、町の

広報及びホームページ等を利用しながら、地域への周知を図ってまいりたいと考えていると

ころです。 

また、施設の状況については、ただいま申し上げたところとなっておりますが、もう一点

の部分でございます。安全管理の部分も今出たかと思いますが、この部分については、国の

方と協議をしながら検討してまいりたいと思っているところです。 

○議 長（小林茂吉議員） １番 鈴木重行議員。 

○１ 番（鈴木重行議員） 一つ、先程の質問に戻りますが、この公園の名称といいますか、愛

称というものを公募するような予定はありませんか。もう一度お聞きします。 

○議 長（小林茂吉議員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤直吉建設環境課長） すみませんでした。一つ答弁漏れがございました。愛称、

名称の部分の公募ということでございます。 

この施設については、都市計画公園ということで正式名称がございます。今のところ、具

体的な愛称と申しますか、名前の変更等、現在考えておらないところですが、今後状況によ

っては考えていかなければならないかなと思っておるところでございます。 

○議 長（小林茂吉議員） １番 鈴木重行議員。 

○１ 番（鈴木重行議員） 町民に愛される公園となるように、ぜひ愛称等を付けていただけれ

ばと思います。 

次に、先程も話ありましたが、供用の面でお伺いしたいと思います。 

先程もありました、この冬にカヌー等発着所が３ヵ所整備されました。青山に既存のもの

があって、全部で４ヵ所完成したものと思います。先日ですが、赤川漁業組合の組合員から、

船の係留や発着に利用したいというような声もありました。先程の答弁では、完成したもの

から随時供用を開始するというものがありましたが、あれは利用していいものなのかどうな

のか。また、その利活用の仕方について、どのような検討をされているのかお聞きしたいと

思います。 

○議 長（小林茂吉議員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤直吉建設環境課長） かわまちづくりにおける船着き場の関係でございます。議

員ご覧のとおり、昨年度船着き場４ヵ所が完成した状況となっています。ただ、施設の方が

完成したという形だけで、安全対策工事はこれから行うということになっておるようです。

この安全対策というのは、利用上の注意だとか、洪水時の安全な利用の仕方、また川全体の

情報の得方とか、こういったものの看板、また、先程言われました係留関係、安全対策の転

落防止、こういったものの整備がまだのようでございます。今後できたときに正式に利用開

始ということになる見込みと伺っています。ただ、船着き場なものですから、河川を利用し

ている方々の安全対策施設ということになっています。この観点から、使用については今制

限をしておらないということで伺っているところでございます。 
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○議 長（小林茂吉議員） １番 鈴木重行議員。 

○１ 番（鈴木重行議員） 完成はしていないと思っていいのかどうかですが、もしあれが、あ

の状態で、未完成のまま供用はされていないというものにするとすれば、やはりフェンスか

ロープなどを張って立ち入りを禁止するべきかと思います。安全管理のところでお伺いしよ

うと思ったんですが、今、川岸はとても近くなっています。様々な事故等も予想されるわけ

ですが、もしあれをそのままにしておくようであれば、やはり事故等も懸念されるわけであ

りまして、供用開始していないとするのであれば、やはり防護柵なりの設置が必要と思いま

すので、その部分の計画についてどのようになっているのか、もう一度お聞きしたいと思い

ます。 

○議 長（小林茂吉議員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤直吉建設環境課長） ただいまのご質問の部分でございますが、河川施設、川か

ら避難をする施設としては利用しているということなものですから、その部分では供用開始

したというところのようでございます。 

ただ、かわまちづくり施設の事業としての完成はまだ見ていないものですから、そちらで

の施設の供用はまだという回答を得ているところです。 

○議 長（小林茂吉議員） １番 鈴木重行議員。 

○１ 番（鈴木重行議員） すみません、もう一度お願いします。川からは上がって来られるん

ですが、陸地からは川に降りられないというような施設状況ということで良かったかどうか。

やはり避難施設とすれば、フェンス等はあっても十分避難はできる状況にあると思いますの

で、やはり誰よりも一般の方、まして子どもたちが入れないような状況にしておくのが安全

管理と思いますが、その辺の考え方、すみません、もう一度お願いします。 

○議 長（小林茂吉議員） 加藤建設環境課長。 

○説明員（加藤直吉建設環境課長） 議員の方にご説明不足かと思われました。川を管理するう

えでの船着き場なものですから、降りたり入ったりすることはまずできるという形になって

いるようなところです。やはり安全の部分ということで、ロープ等の設置部分、管理施設に

はあるかもしれませんが、こういった部分については、河川管理者である国土交通省の方と

協議をして、なお安全対策に万全を期していきたいと思っておるところです。 

○議 長（小林茂吉議員） １番 鈴木重行議員。 

○１ 番（鈴木重行議員） 何回も失礼いたしました。青山の船着き場、行ってみれば分かって

いただけると思いますが、土砂がもう１メートル近く堆積している状況にあります。せっか

くの施設ですので、荒廃する前にこまめに管理していただければと思うところであります。

交流人口の拡大と地域住民の交流の場を目的とした公園整備ということでありました。町民

の皆が、なるべく集えるような公園になるように、管理・運営・計画等をお願いいたしまし

て、質問を終わりたいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） 以上で１番 鈴木重行議員の質問を終わります。 

○議 長（小林茂吉議員） 暫時休憩します。            （午後 １時５９分） 

○議 長（小林茂吉議員） 再開します。              （午後 ２時２０分） 
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次に、６番 芳賀修一議員、登壇願います。６番 芳賀修一議員。 

○６ 番（芳賀修一議員）  

 

１．県内では特徴的な転作作

物である麦類の生産振興に

ついて 

 

 

 

 

 

 

２．行政に対する町民からの

意見聴取のあり方について 

 

 

 

 

１．現在の生産状況と課題について伺います。 

 

２．現在の加工販売の状況について伺います。 

 

３．開発中の大麦の商品開発の状況について伺います。 

 

４．現在の特産品開発の手法と課題及び今後のあり方につい

て伺います。 

 

１．現在の町行政に対する苦情受付と処理方法について伺い

ます。 

 

２．重要な施策に対しての意見聴取の方法について、現状と

今後の有り方について伺います。 

 

３．行政評価の実施方法と課題について所見を伺います。 

 

 

平成３０年第４回議会定例会において、通告に従い一般質問を行います。 

一つ目でありますが、県内では特徴的な三川町の転作作物である麦類の生産振興について

お伺いしたいと思います。具体的には、現在の生産状況と課題について伺います。また、現

在の加工販売の状況について伺います。そして、開発中の大麦の商品開発の状況について伺

いたいと思います。また、現在の特産品開発の手法と課題及び今後のあり方について伺いた

いと思います。 

二つ目、行政に対する町民からの意見聴取のあり方についてでありますが、一つは、現在

の町行政に対する苦情受付と処理方法について伺いたいと思います。また、重要な施策に対

しての意見聴取の方法について、現状と今後の有り方について伺いたいと思います。三つ目、

行政評価の実施方法と課題について伺いたいと思います。 

以上、一般質問といたします。 

○議 長（小林茂吉議員） 阿部町長。 

○説明員（阿部 誠町長） 芳賀修一議員に、ご答弁申し上げます。 

初めに、転作作物である麦類の生産振興に関する４点のご質問につきましては、関連があ

りますので一括してご答弁申し上げます。 

本町におきましては、現在、大麦と小麦の２品目が生産されており、大麦につきましては、
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平成２９年度データで、生産者１５名、生産面積 16.7haとなっており、統計上、県内での生

産は本町だけという状況にあります。一方の小麦につきましては、生産者２名、生産面積

4.3ha で、近年は両品目とも、この生産規模で推移している状況にあります。また、生産に

関しましては、排水対策や病虫害、連作障害対策など、生産上の課題はあるものの、生産・

加工・販売までのシステムが確立していることから、その生産規模は決して大きくはないも

のの、本町にとって有用かつ重要な生産品目として位置づけられるものと認識いたしており

ます。特に、大麦を焙煎した「麦茶」は、首都圏を中心に消費者の高い評価を得ているとこ

ろであり、また、ふるさと応援寄附金の返礼品としても大変喜ばれている状況にあります。

今後とも、生産される麦類が、良質かつ安定した生産に加え、消費者に選ばれる特産品に繋

がることを期待するところであります。さらに、現在は、｢田からもの逸品開発支援事業｣に

より、大麦を使った新たな加工食品の町内事業者による開発を支援しているところでありま

す。昨年度においては、大麦を練りこんだ「大麦きり」が商品化され、町内の飲食店で提供

が始まっており、大麦を使ったお菓子やパン、大麦入り「いとこ煮」など、今後とも新商品

の開発販売に向けた積極的な取り組みにより、特産品開発を進めてまいりたいと考えている

ところであります。 

次に、行政に対する町民からの意見聴取のあり方に関するご質問にお答えいたします。 

１点目の町行政に対する苦情受付と処理方法でありますが、現在、町では様々な行政活動

の場面における広聴の機会を通じて、町民のみなさまから寄せられる苦情・相談・要望等に

関しましては、「町民の声」として出来るだけ記録を残し、「調査・検討・対応・回答」ま

で進捗管理を行い、町政への理解に努めているところであります。 

２点目の重要な施策に対する意見聴取の方法に関するご質問でありますが、現在、町では

町の基本的な施策に関する計画の策定や町民生活に密接に関連する重要な制度の制定に関わ

る場合には、各種審議会や協議会のほか、パブリックコメント手続きを実施し、広く町民の

意見を聴取しているところであります。 

今後も、このような制度を活用し、重要な施策の意思決定過程における町民参加の機会の

拡大に努めてまいりたいと考えているところであります。 

３点目の行政評価の実施方法に関するご質問でありますが、現在、町では事務事業の改善

を図るため、ＰＤＣＡサイクルの実施を基本としており、その一環として、町主要事業の行

政評価を毎年度実施しているところであります。 

その実施方法につきましては、担当課による第１次評価、副町長を本部長とする行財政改

革推進本部による第２次評価、その後外部評価委員で構成される行財政改革推進懇談会によ

る第３次評価を経て実施しているところであり、今後も、その評価結果をもとに施策の見直

しを行うなど事務事業の改善に繋げ、行政サービスの向上を図ってまいりたいと考えている

ところであります。 

以上、答弁といたします。 

○議 長（小林茂吉議員） ６番 芳賀修一議員。 

○６ 番（芳賀修一議員） 最初に麦類の生産について再質問いたします。 
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今お話がありましたように、大麦・小麦を合わせまして２０町歩ほどの生産面積がありま

す。形態についても大麦１５名、小麦２名ですが、大麦の中には生産組織・生産組合があり

ますので、実質の生産者人数はもう少し増えると思いますけれども、このような現状で、特

に大麦に関しては、山形県唯一の生産物であるという意味では、非常に特徴的な作物である

というふうに思います。 

先程のお話の中では、生産については順調に経過しているというふうな話がございました

けれども、これは非常に心配な点が発生しておりまして、現在生産については、それぞれの

生産グループ個人等で順調に生産しておりますけれども、乾燥調製に関しては、ＪＡ庄内た

がわの麦センターを利用して乾燥調製をしております。その麦センターですが、老朽化とい

いましょうか、将来的な改善等の関係で、麦の受け入れを終止するかもしれないというふう

な噂がございまして、もし、そうなりますと、生産自体がすべてなくなってしまうというふ

うな状況に追い込まれる可能性があります。その辺について、町当局はどのようにお考えで

しょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 齋藤産業振興課長。 

○説明員（齋藤仁志産業振興課長） ご質問にあった大麦につきましては、先程の町長の答弁の

とおり作物として有用・重要な作物の一つとして捉えております。ただ、大麦等を生産する

中で、いわゆる作業工程の一つとして乾燥調製施設を使った作業が必要なわけです。ご質問

にあったとおり、その部分についてＪＡ庄内たがわの方で、その施設も含めた全体の施設に

ついて検討していくんだというようなお話は伺っておりました。ただ、実際には、正式にこ

ういった方向でというような内容についてはまだ伺っておりませんので、仮定でのお話につ

いて答弁することはできませんし、また、実際に設置者である農協及び、その組合員生産者

がそういった件について正式にお話をした後に、町としての考え方が示される場合もあるか

とは思います。 

○議 長（小林茂吉議員） ６番 芳賀修一議員。 

○６ 番（芳賀修一議員） 確かに正式な話がない段階での見解を表明することはできないかも

しれませんが、逆に申し上げますと、方針が決定して発表されてからでは、対応ができなく

なる可能性があります。検討の時期についても平成３２年、再来年に見直しをするというふ

うな、大体の時期的な目安も話をされておりまして、現に今の麦センターの設備に関しても、

一応業者も含めた点検作業に入っているというふうなことも聞きました。そういう意味では、

現段階でも麦センターの必要性を、生産者共々になりますけれども、一緒になりながら、行

政の支援を受けながらも継続して乾燥調製に当たるような、何らかの行動が必要ではないか

と思いますが、もう一度になりますけれどもいかがでしょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 齋藤産業振興課長。 

○説明員（齋藤仁志産業振興課長） 当該施設の今後の方向につきまして、町としての考え方を

示す場面は、今後においてあろうかとは思います。ただ、一般的なことをあえて申し上げれ

ば、いわゆる課題対処への一般的な流れからすれば、まず麦類の生産者の皆さんが設置者で

ある農協に対して、改めて生産継続の意向をお示しになって、その中で出てきた状況に対し
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て、町も可能性としては対処していくという形になろうかと思います。なぜ、あえてこうい

ったことを言うかといいますと、昨日、生産者のお一人からそういった状況を伺いました。

そのときに、まだ正式に生産者自体もお話をしていないということでございましたので、今

改めて、一般的な流れではございましたが、その進め方を申し上げた次第でございます。 

○議 長（小林茂吉議員） ６番 芳賀修一議員。 

○６ 番（芳賀修一議員） 生産者の中でも、正式に集まって相談をしたという経過は残念なが

らなくて、私自身が先走りの感じはありますが、方向としては、間違いなく生産者が集まり

まして、小麦も含めまして生産設備の維持存続を予防していくという作業が必ず必要になっ

ていくと思います。その段階になってからでも結構ですので、行政のバックアップをぜひお

願いしたいと思います。 

次の加工販売の状況についてでありますが、特に大麦になりますが、大麦に関していいま

すと、先程話がありましたように「麦茶」としての加工がありまして、麦茶というのはどこ

にでもあるわけですけれども、三川町で生産している麦茶に関しては、焙煎をあえて低くす

るという意味での非常に特徴的な麦茶で、そういう意味での焦げ目が少ないというふうな評

価で、先程ありましたように首都圏から評価があって売れております。ふるさと応援寄附金

の返礼品としても出ているというようなこともあります。 

今、この事業をぜひともしたいというような意味でも、先程言いましたが、加工生産が必

要なわけですけれども、町独自に、今は大麦の麺等も開発をしておりますけれども、それに

関しては、大麦を対象にしているということはあるんですが、残念ながら三川産の大麦を使

い切れていないというようなことがありましたけれども、その辺については、どのような課

題をお持ちなんでしょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 齋藤産業振興課長。 

○説明員（齋藤仁志産業振興課長） 三川産の大麦を使い切れていないということでのご質問で

したが、私の認識の中では、大変申し訳ございません、三川産の大麦を麦のお茶等でほぼ全

量販売になっていると。さらに新たな取り組みとして、今現在大麦きりですとか、新たな商

品を作ろうとしていますので、そういった形で生産された大麦については、町産の大麦を全

部使っているというような認識でございました。 

○議 長（小林茂吉議員） ６番 芳賀修一議員。 

○６ 番（芳賀修一議員） 麦茶は、三川町で生産したものを三川町で加工して、三川町でパッ

ケージして売っているという意味では、間違いなく商品化しているというのは分かりますけ

れども、大麦きりに関しては、麦を製粉して練り込むということになります。それで、製粉

をするという過程で、三川町の麦を製粉するという少量の製粉ができないということで、実

際に今、大麦として麺になっているのは三川産ではありません。その辺はよく認識していた

だきたいのですが、確か新潟産だと聞いております。 

要するに、各製品に関して申し上げますと、小ロットの場合はなかなか加工しきれないと

いうロットの単位の問題があります。小麦の特産化ということで、三川町産の小麦を三川町

産のうどんとか、パンは無理かもしれませんが、製品化しようとした段階でできなかった理
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由というのがあると思いますが、それも同じように、製粉ロットというのは大変大きなロッ

トになりまして、１ｔ、２ｔ押し込むというのができないという、そういう問題があるんだ

そうです。ただし、新しい商品を開発するには、原料をきちんと自分たちのところで生産し

たものを使っていかないと、特にふるさと応援寄附金返礼品の品目に関しては、産地の問題

が非常に大きくなってきておりまして、原料はどこのものか分からないが、加工販売は三川

町だということでは、やはり商品的な訴える力が非常に弱いというふうなことになりますの

で、その辺については、どのようにお考えでしょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 齋藤産業振興課長。 

○説明員（齋藤仁志産業振興課長） 今開発している特産品、大麦を使ったものは各種あるわけ

でございますが、その商品をどういった形で売っていくのかという部分も絡んでくるかと思

います。今のように、例えば粉にして新しい特産品を作るという過程の中で、その粉にする

ためにはロットが必要だということであれば、そのロットに合わせた商品ができてくるわけ

で、それを市場に流すという形になろうかと思います。でも、そこまでいかないで、例えば

地域での小ロットでの対応だとすれば、それに対応するような製粉のやり方も可能性として

はあるわけでございますので、その商品、商品での対応の仕方で考えていく必要があるので

はないかと思います。 

なお、ふるさと応援寄附金の返礼品について、今は確かに、大麦を使った新しい商品であ

れば、産地的な捉え方で少し課題が出てくるかとは思います。ただ、今現在は麦のお茶が

100％でございまして、これについてはかなり好評で、今以上に出ていく可能性があるなとい

うふうに捉えてはおります。 

○議 長（小林茂吉議員） ６番 芳賀修一議員。 

○６ 番（芳賀修一議員） 麦のお茶に関しては、生産者が自ら商品開発をして、生産・加工施

設を持ちながら、地域の中ですべて循環した販売まで持っていっているという、そういう完

成されたものですので、これは疑う余地はもちろんないので、しかも、特色的な加工をして

おりますので、商品としての力は大きいと思います。 

ただ、現に新しい商品を開発しようという段階のやり方については、少し問題があると私

は思います。というのは、役場の中の職員の方が一生懸命頑張って原料の手配をして、加工

の仕方を研究して、業者に頼んで、地元の利用できる加工業者にそれを提供して、商品化を

して欲しいというふうにするというやり方です。このやり方ですと、生産者はまずいないで

す。そして、加工する品物を受け取った方に関しても、その商品をただ商品化するだけの技

術研究、パッケージまではいかなければいけませんが、そういう意味では、特産品としての

連携が全然できていないと私は思いますが、その辺のやり方についてはいかがですか。 

○議 長（小林茂吉議員） 齋藤産業振興課長。 

○説明員（齋藤仁志産業振興課長） 産業振興課内での商工観光係の方で言われるとおり、最近

の特産品の向かい方としては「提案型」にしております。町民の方々から、事業者の方々か

らこういったものを作りたいんだというようなお話があれば、それの流れで支援はできるん

ですが、こちらでも持っている情報なりを使いながら提案してやっているというのが最近の
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やり方です。今は生産者が絡まないとおっしゃいましたが、私どもが提案しているのは、ま

ず大麦であれば大麦の生産者です。その大麦を、具体的に申し上げますが、丸喜製麺所。町

内の麺の事業所に持って行って、こういったものはできないだろうかという話で進めていま

すし、また、製麺事業所だけではなく、大井餅や、皆さん観光協会の会員という形の町内の

事業所の方々ですが、そういった方に、実際に自分のお店なりで売る商品に繋がるだろうと

いう可能性の高いものを提案させてもらっているというやり方で、今は進めているところで

ございます。 

○議 長（小林茂吉議員） ６番 芳賀修一議員。 

○６ 番（芳賀修一議員） 提案型といいましても、言って悪いですが、行政の提案型のやり方

です。それは、優秀な職員の方が一生懸命やるという意味では、決して悪いことではありま

せんけれども、結果としては、その商品は役場の開発商品になってしまう。町のみんなのも

のの商品にはなっていかないやり方だと私は思います。提案をするという提案型の商品開発

でもいいんですけれども、あくまでも、役場の職員は陰の働き者といいましょうか、全面に

出ないで、何とか生産者や加工業者を全面に出しながら陰でバックアップすると。いろんな

情報を集めたり、そういうやり方が必要だと思うんですけれども、どうも今のやり方はそう

には思えないです。 

商品のネーミングに関してそうですけれども、これから新しいものに関しては公募すると

いうふうなことはあるかもしれませんが、公募でないやり方もあるようなので、そういう意

味も含めまして「生産者」と言いましたけれども、要するに、原料生産者は全然絡んでいな

いという意味なんですが、お分かりですか。麦を生産している生産者はここにいないでしょ

うという話をしているんです。ですから、いろんな知恵を持っている生産者だって、それか

ら加工業者も、もう一つ申し上げれば、県とか、そういう試験所とか、それもいろんなノウ

ハウを持っているわけです。それを全然活用しないで、職員一人の能力でもって、駆け回っ

て商品を開発するというやり方は、これは町のものにならないのではないかと私は思うんで

すけれども、その辺いかがですか。 

○議 長（小林茂吉議員） 齋藤産業振興課長。 

○説明員（齋藤仁志産業振興課長） 言われるようなものも含めて、いろんなやり方があると思

います。最後に言われた県や国でも、そういった技術を持っています。ノウハウも持ってい

ます。それを活用した商品開発は当然行っております。それに加えて今のようなやり方も近

年向かっていますというような説明をさせてもらいました。 

一個人が、一職員が走り回ってというようなことは、そう捉えられたのかもしれませんが、

実際の主役は麺の方々であり、事業所であり、実際に原料を提供していただいた最初は生産

者ですので、そういった形で繋ぎながら進めております。含めていろんな形で、実際に特産

品というものが形で現れて、市場に出るような流れを何とか作っていこうということで向か

っております。 

○議 長（小林茂吉議員） ６番 芳賀修一議員。 

○６ 番（芳賀修一議員） 商品化したいという、ふるさと応援寄附金の返礼品に、三川町の特
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産として品目を増やしていきたいという、そういう願いといいますか狙いはよく分かります

が、私はやはり今のやり方を少し検討するべきだというふうに思っております。職員の方が

頑張っているということでは、職員を批判するわけではありませんが、その職員の方がずっ

とその場所にいるんだったらいいんですけれども、その人が代わったときに、では、誰か代

わりにやってくれる人がまたいるんでしょうかというふうなことも一つあります。結果的に

は、やはり民間で主動して一貫した生産流れや販売の流れ、過去の流れまで作っていけるよ

うな、そういう民間の仕組みがないから、結果的に行政がやらざるを得ないというふうな感

じがするんです。 

昔といいましょうか、１０年以上になりますが、商工会で県の特産品開発事業として、商

品開発を商業者と生産者を集めましてやった経過があるんですが、要するに、菜の花の花粉

を使った開発というのをやりましたよね。その流れでもって、年間生産者や商業者を集めな

がら、それからアドバイザー等を入れましてやったというような経過がありました。そのや

り方自体も問題があったんですが、とにかく一堂に会してみんなで工面をしながら商品を作

っていこうという流れがあれば、それは例えば、菜の花に関しては、残っているのは大井餅

やの菜の花餅しかないわけですけれども、菜の花の花粉を使った加工品を、一応全部の海華

堂、幸栄堂、各事業所が一斉に菜の花の加工品ということで売り出した。それが一つの三川

町の菜の花の加工品としてのまとまった売り方といいましょうか、宣伝をしていこうという

ふうなやり方だったと思います。ですから、今はそういうやり方ができないですよね。そう

いう意味では、商品としては立派なものができたとしても、物語性に欠ける商品になるので

はないかと私は思います。 

ですから、これは今進行しておりますので、これからもしというふうな話になりますけれ

ども、ぜひ、生産をする原料生産の生産者も含めた、みんなで工面をし合って、その工面の

手助けを行政がしていくと。いろんな情報を集めるとか、パッケージとか、そうふうな段取

りをしてくださいとか、そういう側面支援をするような形の行政のあり方をぜひ進めていく

べきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 齋藤産業振興課長。 

○説明員（齋藤仁志産業振興課長） 言われるとおりの認識を持っております。側面支援であ

り、主役はその商品を作るまたは売る方々、その認識を持って今のやり方も含め、いろんな

形で取り組んでまいりたいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） ６番 芳賀修一議員。 

○６ 番（芳賀修一議員） 先程製粉の話をしましたけれども、今は、要するに、製粉をするた

めには大型の機械が必要だというふうな話をしましたけれども、米粉と同じように、麦も大

麦も、特に大麦ですが、普通の製粉機では良質な製粉ができないという問題があるらしいで

す。やはり微粒の製粉にしないと、うどんに練り込んでも混ざらないということがあるらし

いです。相手が小麦なので、小麦と同じ実験をしないとだめなわけです。そういう問題があ

って、大型の生産機械が必要で、なかなか我々の生産物は使えないというふうな形になって

おりますが、ただ、新しい技術として県の試験場で開発したのは、米粉の製粉の仕方ですが、



- 81 - 

米粉も同じように、気流式粉砕機という 500万円ぐらいの高い機械でないと、パン用とか麺

用に使えないという、そういうことがあったんですが、今はもっと簡単に製粉・微粉にする

方法があるということで、県の試験場が開発したんですけれども、それは水引きです。水を

混ぜて、要するに、臼ですり挽くといいましょうか、そういうやり方で微粉にするという技

術がありまして、そういう意味では、小型でも割と簡便にそういう設備、小さくて、三川町

でもできそうな、そういう技術ができておりまして、これが米粉だからできるので、麦だと

できないかどうかは分かりませんが、そういう意味では、まだまだ研究の余地がありますし、

その辺も含めまして、もっと専門家も含めたいろんな各層の人のアイディアを集めながら商

品化をするというを、ぜひ期待したいと思います。 

できましたら、それを一つの商品のイベントといいましょうか、単独でそういうイベント

ができるか分かりませんが、三川町の特産品の新しいデビューという格好で、一つのイベン

トの中で、みなさんから試食してもらうというふうな、そういう機会を作ればなというふう

に思っております。その辺はいかがでしょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 齋藤産業振興課長。 

○説明員（齋藤仁志産業振興課長） 今言われた内容についても本当に貴重なご助言という形で、

参考にさせていただきながら、今後に生かしていきたいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） ６番 芳賀修一議員。 

○６ 番（芳賀修一議員） 次の質問の再質問に移りたいと思いますが、行政に対する苦情処理

というふうなことで質問させていただきましたが、以前、役場には投書箱があったような気

がするんですが、それは今どうなっているんでしょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 黒田企画調整課長。 

○説明員（黒田 浩企画調整課長） 現在は設置していない状況であります。 

○議 長（小林茂吉議員） ６番 芳賀修一議員。 

○６ 番（芳賀修一議員） 設置していないのは分かりました。探しましたけれどもありません

でしたので、それは分かりましたが、昔はあったと思うんですけれども、それもご存知ない

とするとあれなんですが、ありましたよね。そのなくした経過等を伺いしたいのですが、ど

なたも分からないということになりますか。 

○議 長（小林茂吉議員） どなたか答弁できますか。 

阿部町長。 

○説明員（阿部 誠町長） 芳賀議員の質問ということからすると、町民の苦情という視点であ

りますので、そういったことは今までもいろんな機会に、この苦情というのは受けてきた経

緯があると思います。ですので、苦情を受ける箱というものがあったかなかったかと、もし

芳賀議員が言われるようであれば、あったという視点で発言をいただければと、このように

思うところでございます。 

○議 長（小林茂吉議員） ６番 芳賀修一議員。 

○６ 番（芳賀修一議員） いつ頃というふうに言われても私も忘れましたけれども、確かにあ

りました。それについて、記憶している町民もおりまして、実は「投書箱に投書したいんだ
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けれどもどこにありますか」というふうに聞かれました。探したらないということが分かり

まして、いや、これはまずいのではないかなと。要するに、苦情をどうやって受け付けるの

か。一般の町民の苦情について、どうやって受け付けるのかということの、受け取る姿勢が

少しまずいのではないかと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 阿部町長。 

○説明員（阿部 誠町長） 行政運営の中においては、やはり町がしっかりと町民の声を受けと

めるということは、これは当然の役割であります。しかしながら、町民からすれば身近な町

議会議員がその受け皿になってもらっていただいてもいいということにもなるわけでありま

すので、今においては、やはり町民の声を、町と議会が両輪ということであれば、それぞれ

が役割をしっかり果たすということが、一つの大きな、これからの町政運営に繋がっていく

のではないかと、このように理解しているところであります。 

○議 長（小林茂吉議員） ６番 芳賀修一議員。 

○６ 番（芳賀修一議員） そういう話ではまずいと思います。投書箱の良し悪しというのはあ

りまして、当然クレームといいましょうか、いろんな悪口みたいなものも入ったりするとい

うふうな経過があって、たぶんやめたんだと思います。 

ただ、議員として苦情を受け付けしても、それをすぐ処理するということはできない場合

もあります。例えば、職員に対する苦情というのも言いづらいといいましょうか、対応の悪

さとか、言えないことはないんですけれども、それを無記名で何とか上の方に伝えたいとい

うふうな気持ちもあるようなのです。今はそれこそホームページもありますし、手紙を出せ

ば出せないことはないわけですけれども、要するに、無記名で、自分が誰か分からないけれ

ども、とにかく言いたいことがあるというふうな、そういうことを議員が受け付けできなく

て、処理ができないとなれば、それまた困った話なので、私もそういう意味では、いかがな

ものかと自分自身思っておりますが、ただ、やはりそれはそれとしてといいましょうか、私

は一般の方の苦情も受け入れるような仕組みも必要だと思いますが、今後そういう投書箱を

設ける気持ちはございませんか。 

○議 長（小林茂吉議員） 阿部町長。 

○説明員（阿部 誠町長） 行政の町民の苦情という部分に関して、ある面においては共通する

部分があるかもしれませんが、いろり火の里の施設運営に関して、利用者からの意見を受け

る、そういう機会を一定期間行った時期がございました。それの中においては、非常に芳賀

議員が言われるように、その社員に対する名指しのクレーム等もありましたし、そういった

部分では、やはり無記名ということになりますと、言うなればこの利用者がその行政、ある

いは企業に対しての改善を求める部分と単なる企業に対しての、言うなれば営業妨害的なそ

ういう意見・苦情も寄せられておりました。そういうことから、やはり投書箱というような

部分については、しっかりとその目的を示していかないと、この意見箱、提言というような

部分に関しては、住所、氏名や記名をされているものしか受け付けませんというようなこと

を行いました。そうしたところ、非常にそういった部分に対しての、やはり利用客の皆さん

もそういった部分においては、慎重にならざるを得ないというようなことを思ったのか、極
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端な苦情というか、お客さまの意見が減少したところでありました。 

それが、やはり行政にも、ある面においては共通することがあるのかなというふうに思い

ますので、町としてはいろいろな町民の各層、それから組織・団体、現在においては、グル

ープというような少人数単位でもそういう広聴の機会を作っているというようなことであり

ますので、そういった部分については、町民の声はしっかり受けとめていかなければならな

いというふうには思っているところであります。 

○議 長（小林茂吉議員） ６番 芳賀修一議員。 

○６ 番（芳賀修一議員） 実現しそうにない回答でございました。記名をして、責任を持って

意見を言うというのは非常に大事ですが、私は声なき声を拾うと。それは、ある意味無責任

かもしれませんが、それはそれなりに受けとめるといいましょうか、意見は意見ですので、

最初からその貶めるための意見かどうかという、それはそれで問題ですけれども、私はそう

いう無記名の意見を言える、そういう仕組みといいましょうか、それは必要だというふうに

思っております。これは実現できないとすれば、叶わないで残念だなというふうに言うしか

ございません。 

次の重要施策に対する意見聴衆の方法についてということで、各種審議会、それからパブ

リックコメントというふうなことで、町民参加を実現するという仕組みがありますよという

ことでありました。パブリックコメントに関しては、三川町にはきちんとした規則を持って

おりまして、重要な施策に対するパブリックコメントを求め、そして発表しているというこ

とは理解しております。それは、全国でもそういう仕組みを持っていないところもあるとい

うことでいえば、三川町はきちんとやっているなというふうに思います。 

それから、その点についてはいいんですが、審議会のあり方について少し申し上げたいの

ですが、今回の子育て交流施設の件で、議会でおぢゃのみ会議を開催しまして、その件に関

して、実はある方から振興審議会で決定したことに対して議会が否決するのはおかしいので

はないかというふうな提起を受けました。私は、これはどうなんだろうと。振興審議会その

ものは、町の方針を最終的に決定して、提案する直前のことなので、振興審議会の権威を否

定するつもりは何もないのですが、それを議会議員が否定するのはおかしいという意見は、

これは議会を否定する意見ではないかなと私は思いましたけれども、その辺はどうお考えで

すか。 

○議 長（小林茂吉議員） 阿部町長。 

○説明員（阿部 誠町長） 芳賀議員からもご理解いただきたいのは、本町においては、条例に

おいて審議会あるいは審査会、委員会等が設置されているわけでありまして、それぞれの委

員会というのは、やはり結果を町として諮問しているわけでありますので、その諮問に対す

る委員会としての、言うなれば、協議という部分については、しっかりとそれを受けとめて

いかなければならないということはご理解いただけると思います。そうした中において、や

はり町の審議会においては、かつては委員会もそうでありますが、議会もその委員の中に入

っていただいておりました。ですので、審議会が単独の組織という部分においては、むしろ、

今までの経過の中においては、議会からも、その委員会・審議会の中において意見をいただ
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きながら、一つの方向性を示していただいたというような経緯がございました。現在は、そ

こに議員が、その委員の構成の中に入っていないというようなことでありますが、しかしな

がら町においては、それぞれの審議会・委員会等の、一つの行政としての大きな諮問機関で

あり、答申をいただいている機関であるというようなことはご理解をいただきたいと、この

ように思うところであります。 

○議 長（小林茂吉議員） ６番 芳賀修一議員。 

○６ 番（芳賀修一議員） 振興審議会の重要性は十分に理解しておるつもりです。議員も入っ

ていましたか。各種委員会から議員を出さないことにしたのは別の理由で、前に話をしたと

おりですが、ある意味、今は議員が入っていないということでは、議会は議会として別個に

出てきた提案に対して判断をするというふうな、そういう公平な、議会としての権限をきち

んと明確にしたという意味では、私はいいと思っております。 

振興審議会は確かに最終原案決定機関でありますが、審議時間からいっても、半日ぐらい

やるんですかね。いろんな提案に対して、すべてを理解するというのは大変な話なので、し

かも、こんな言い方して申し訳ないんですが、委員の選任は実際、町長がなさるわけですよ

ね。町長が委員を選任するということになっておりますので、そういう意味では、意図的な

ものはないと思いますが、客観的に選任していると思いますけれども、本当に客観性がある

のか。本当に客観性があるかというのは難しいですが、もう一歩踏み込んだ町民の意見を一

般的な意見として、要するに、組織代表とか学識経験者だけではなくて、そうではない人を

拾い上げたり、いろんな意見を集めるという意味では、今の選任の仕方では不十分ではない

かなと私は思っております。 

どういうふうにしたらいいかという話ですが、前回も検討委員会等の話で申し上げました

けれども、やはり公募ですね。公募委員を入れるということであります。ですから、振興審

議委員会の委員については分からないですが、ぜひ、各審議会委員に関しては、公募の委員

を入れるべきだと思います。それで、その公募委員を全部入れるのではなくて、公募委員か

ら選任すればいいわけですから、あまりにもわがままな意見を言いそうな人というのは、弾

けばいいという言い方はおかしいですけれども、これからのいろんなまちづくりの参画、町

民参加を進める意味では、組織代表とか、目立った活動をなされた経験者、学識経験者につ

いては、町自体も把握しているかとは思いますが、そうではない、実際上名前を知られてい

なくても、いろんな意見を持っている方もおられますので、そういう人も拾い上げていくと

いうような意味でも、ぜひ、審議会の委員については、公募をする必要があるのではないか

と思いますが、いかがでしょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 石川副町長。 

○説明員（石川 稔副町長） 現在の審議会、さらにいろいろな委員会等の委員の選任につきま

しては、その内容によりまして、様々な選任形態を取っているところでございます。ご質問

にもありましたとおり、今現在、振興審議会につきましては、公募はしていないところでご

ざいますが、委員会の内容によっては公募しているところでございます。一番最近で公募し

たものにつきましては、特別職報酬等審議会の委員。これにつきましては、私どもが選任し
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た委員の他に、広報において委員を公募したという経過もございまして、その委員会の内容

等を見まして、それぞれ対応しているのが現状でございます。 

○議 長（小林茂吉議員） ６番 芳賀修一議員。 

○６ 番（芳賀修一議員） 特別職報酬等審議会においては公募したということでありますが、

私は重要な振興審議会等に関しても公募を進めるべきではないかというふうに思います。要

するに、人材の発掘に繋がっていくと。前も話をしましけれども、自分で応募してくるとい

う人はきちんとした、自分なりの意見がありすぎる場合もあるんですが、意見を持っていま

すし、それなりの責任感を持って対応してくると思います。その辺が、これからのまちづく

り、町民参加にとって非常に重要なやり方ではないかと思います。ただ、公募に関しては、

それなりに公募の方法についての規定とか、それは必要かと思います。そういうふうに公募

規定を持っている町とか市もありますので、その辺も含めまして、ぜひ検討するべきと思い

ます。 

次に、行政評価の実施方法と課題ということで、今、行政評価として私の目の前に示され

ているのは、町の行政評価。これは１年遅れになると思うんですが、あと、Ｍターン戦略に

対するＫＰＩの実績等の資料をもらっておりました。これも一つの行政評価であると思いま

すけれども、「ＫＰＩ（キーパフォーマンスインディケーター）」ということらしいですが、

それから、町の方の毎年出ます行政評価についてもいただいておりますけれども、これも一

応評価の順番・段取りを先程お話いただきまして、１次評価、２次評価、外部評価というふ

うな話がありましたけれども、その外部評価委員の選任に関しては、またそれも公募すべき

だというふうに私が思うのは、先程の話の続きになりますけれども、１次評価、２次評価を

役場内部で評価を決めてしまいますと、外部委員はなかなか違った評価ができづらいのでは

ないかと思いますが、その辺はいかがですか。 

○議 長（小林茂吉議員） 黒田企画調整課長。 

○説明員（黒田 浩企画調整課長） 行政評価の方法につきましては、先程の答弁のとおりであ

りますけれども、まず先に外部評価委員となる三川町行財政改革推進懇談会委員については

公募しておりまして、毎年７月１日の広報の方に掲載して募集を行っているところでありま

すけれども、平成２９年についても掲載したところですが、応募がなかった状況でありまし

た。 

それから、第１段階で９月議会の方に報告している内容については、２９項目についての

評価項目についてのみ概略的な評価が記載されているわけでありますけれども、実際には、

第１段階で 105事業について各係で評価を行って、それを、この２９項目の下に 105事業が

くっついておりまして、さらに、105 事業と２９項目を合わせた施策評価について、内部の

第２次評価を行ったところでございまして、その評価に基づいて、それぞれ各委員会の方で

判断をまた仰ぐという形を取っております。かなり膨大な数になるものですから、実際の評

価にあたっては、その委員会のメンバーを４分科会にまた分割しまして、それぞれの分野で、

また皆さんからお時間を取って評価をいただいているというようなことで、実際にはそうい

った段階を経た評価内容となっているところであります。 
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○議 長（小林茂吉議員） ６番 芳賀修一議員。 

○６ 番（芳賀修一議員） 大変膨大な事業についての評価なので、いきなり外部委員と言って

もそれは難しい面があって、整理しなければいけないという意味の１次・２次評価というの

はある程度理解できます。ただ、これは個別の話になると本当はまずいんですけれども、評

価について若干疑問な点も見られたりする。私の考えになってしまうかもしれませんが、例

えば、イベントなどでも集客する人数が評価になるわけですけれども、それだけではなくて、

やはりイベント等の関係は、人が何人集まっただけではなくて、町民の参加状況とか、それ

からイベントをすることによって、町自体がどのように進歩したかといいましょうか、例え

ば、事業者がどれくらいイベントに参加することによって影響を受けたかといいましょうか、

そういう内部の影響評価というのが本当の意味での評価として必要ではないかなと私は思い

まして、その辺の評価について少し思った次第であります。 

また、所管課研修の中でＫＰＩ評価についてお伺いしましたが、これについても指標につ

いては、少し外れている指標もあるなというふうに思ったりしまして、その辺はあまり細か

に指摘いたしませんけれども、そういう意味では、行政評価は非常に大事ですし、大まかに

間違っているとは申し上げませんけれども、先程も言いましたように、外部の、そういう一

般の町民の声が反映できるような仕組みを、ぜひこれからもやっていくべきと申し上げまし

て、私の一般質問を終わりたいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） 以上で、６番 芳賀修一議員の質問を終わります。 

○議 長（小林茂吉議員） 暫時休憩します。            （午後 ３時１５分） 

○議 長（小林茂吉議員） 再開します。              （午後 ３時４０分） 

次に、４番 佐久間千佳議員、登壇願います。４番 佐久間千佳議員。 

○４ 番（佐久間千佳議員）  

 

１．三川町子ども・子育て支

援事業計画について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．三川町子ども・子育て支援事業計画において、中間評価

年にあたる平成２９年度の評価状況、また、計画の進捗状

況を伺います。 

 

２．放課後子ども総合プランにおける、学童保育所と放課後

子ども教室の取組に関する町の方針と推進状況を伺いま

す。 

 

３．学童保育について、子育て交流施設を核とした住宅開発

をした場合、将来における保育児童数の推移予測、並びに

目標とする保育児童数を伺います。 

 

４．みかわ学童保育所の保育児童数の増加に伴い、支援員の

労務や経理の負担も増加していると聞きます。今後の町に
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２．移住定住促進策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よる支援の関わり方、また、学童保育の在り方を伺います。 

 

１．Ｍターン戦略において、移住定住促進事業が展開されて

おりますが、移住者について、近隣市町のみならず、庄内

地区外や、県外からの増加も重要と考えます。この事業の

情報発信に関する取組状況と効果を伺います。 

 

２．子育て世代をターゲットとした移住策について、様々な

制度を利用し移住促進をすることにより、より実効性が高

まると考えます。一例として、国交省による地域優良賃貸

住宅整備事業を活用し、移住特別推進区のようなものを作

り、施策推進する事が有効だと考えます。所見を伺います。 

 

３．子育てを終えてからも本町に住み続けてもらう、更には

転出して行った子どもたちに戻って来てもらうことが重要

です。今、国でも地方回帰への重要性の機運が高まってき

ていると聞きます。本町の取組方針を伺います。 

 

 

６月定例議会、最後の一般質問ということで、皆さま大変お疲れのところ、簡潔、明快、

爽快な質問に努めますので、どうぞよろしくお願いします。 

それでは、平成３０年第４回三川町議会定例会において、通告に従い質問いたします。 

まず初めに、三川町子ども・子育て支援事業計画について。 

三川町子ども・子育て支援事業計画において、中間評価年にあたる平成２９年度の評価状

況、また、計画の進捗状況を伺います。 

放課後子ども総合プランにおける、学童保育所と放課後子ども教室の取組に関する町の方

針と推進状況を伺います。 

学童保育について、子育て交流施設を核とした住宅開発をした場合、将来における保育児

童数の推移予測、並びに目標とする保育児童数を伺います。 

みかわ学童保育所の保育児童数の増加に伴い、支援員の労務や経理の負担も増加している

と聞きます。今後の町による支援の関わり方、また、学童保育の在り方を伺います。 

二つ目に、移住定住促進策について。 

Ｍターン戦略において、移住定住促進事業が展開されておりますが、移住者について、近

隣市町のみならず、庄内地区外や、県外からの増加も重要と考えます。この事業の情報発信

に関する取組状況と効果を伺います。 

子育て世代をターゲットとした移住策について、様々な制度を利用し移住促進をすること

により、より実効性が高まると考えます。一例として、国交省による地域優良賃貸住宅整備
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事業を活用し、移住特別推進区のようなものを作り、施策推進する事が有効だと考えます。

所見を伺います。 

子育てを終えてからも本町に住み続けてもらう、更には転出して行った子どもたちに戻っ

て来てもらうことが重要です。今、国でも地方回帰への重要性の機運が高まってきていると

聞きます。本町の取組方針を伺います。 

以上、質問といたします。 

○議 長（小林茂吉議員） 阿部町長。 

○説明員（阿部 誠町長） 佐久間千佳議員に、ご答弁申し上げます。 

はじめに、三川町子ども・子育て支援事業計画に関しまして、１点目の昨年度の評価状況

と計画の進捗状況についてでありますが、本計画については、毎年度、事業の実施状況や課

題を整理し、計画の評価を行いながら本計画の実効性を高めているところであります。 

計画の中間年にあたる平成２９年度においては、本年２月に「三川町子ども・子育て会

議」を開催し、これまでの実施状況と成果についてご意見をいただき、実施事業全ての項目

について、「達成」あるいは「概ね達成」できているとの評価を受けたところであります。 

また、各事業別に掲げている計画目標数値について、実績と大きく乖離している項目につ

いては、一部見直しを行ったところでありますが、今後も関係機関、団体等との連携を図り

ながら、本計画を一層推進してまいりたいと考えているところであります。 

２点目の放課後子ども総合プランにおける学童保育所と放課後子ども教室の取り組みに

関するご質問でありますが、このプランは、共働き家庭等における児童が小学校就学後に安

全・安心な放課後等の居場所確保という課題、いわゆる「小１の壁」を打破するとともに、

次代を担う人材を育成するため、すべての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体

験・活動を行うことができるよう、文部科学省と厚生労働省が協力し「放課後児童クラブ」

と「放課後子ども教室」を計画的に整備することをまとめたプランであります。三川町にお

きましては放課後子ども総合プランに基づく取り組みを、「三川町子ども・子育て支援事業

計画」で定めているところであります。 

この事業計画において放課後児童クラブにつきましては、本町では「学童保育所」として

おりますが、放課後に児童たちが安心して過ごせる居場所となるよう、運営主体である「み

かわ学童保育所運営協議会」に対し、活動場所の無償貸与と運営費補助金の交付を行い支援

しているところであります。 

一方、放課後子ども教室におきましては、すべての子どもを対象として安全・安心な子ど

もの活動拠点を設け、地域の方々の協力を得ながら、学習やスポーツ・文化芸術活動、地域

住民との交流活動等の機会を提供しております。 

どちらの活動につきましても、地域住民・学校・ＰＴＡ・行政等で構成する「三川町放課

後子どもプラン運営委員会」を開催し、内容の総合的な協議・検討を重ねながら事業を推進

しているところであり、今後も継続して取り組んでまいる考えであります。 

次に３点目と４点目のご質問につきましては、関連がありますので一括してご答弁申し上

げます。 
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はじめに、学童保育における保育児童数に関するご質問でありますが、住宅開発により子

育て世代の転入増加が想定されるところであります。近年の家庭環境としましては、核家族

による共働き世帯が多くなっていることから、学童保育所への入所児童も増加することが予

測されます。過去５年の学童保育所利用人数をみますと６０人から７０人ほどで推移してい

る状況にありますが、宅地分譲が進んだ場合には最大で 130人ほどになる可能性もあると予

測しているところであります。また、目標とする保育児童数については、運営主体である「み

かわ学童保育所運営協議会」の方針によるところでありますが、新たに建設を予定しており

ます子育て交流施設における設計協議の段階では、学童保育エリアの利用可能児童数を 135

人としているところであります。 

このように入所児童数が増えた場合の町の支援につきましては、増加に伴い必要となる運

営経費について補助金を算出し、みかわ学童保育所運営協議会に交付するとともに、支援員

の負担軽減のための事務担当職員の配置についても補助対象経費とするほか、その確保につ

いても支援してまいりたいと考えております。 

また、学童保育所のあり方につきましては、今後予想される入所児童数の増加と老朽化し

た施設への対応策として、新たに建設を予定しております子育て交流施設へ場所を移転する

とともに、これまでと同様に運営協議会から運営していただきたいと考えているところであ

ります。 

次に、移住定住促進策に関するご質問にお答えいたします。 

１点目のＭターン戦略における移住定住促進事業の情報発信に関する取組状況等につい

てでありますが、町では、移住定住促進策として、町外からの住宅取得に対する支援、さら

に、子育て世代に対する支援を上乗せする移住定住促進事業を実施しているところでありま

す。 

これらの移住定住促進策については、町の広報やホームページなどでお知らせするととも

に、広域的な取り組みとして、県並びに庄内２市３町で組織する庄内地域移住交流推進協議

会が中心となり、首都圏等への情報発信も行っているところであり、庄内地域の魅力を強く

ＰＲすることにより移住希望者の増加につながることを目指しているものであります。 

残念ながら、今のところ本町への首都圏等からの具体的な移住希望の相談はないところで

ありますが、庄内管内では移住の実績につなげたところもあり、今後、より効果的な情報発

信のあり方について検討してまいりたいと考えております。 

２点目の子育て世代をターゲットにした移住策に関するご質問でありますが、より実効性

が高まるものとして、ご質問にありました地域優良賃貸住宅整備事業制度については、高齢

者世帯、障害者世帯、子育て世帯等の一定の収入基準以下世帯への家賃を一部助成すること

によって、安定的で良好な賃貸住宅の供給を目指しているものであります。 

本町におきましては、各地区で住宅団地開発が進められてきた効果は大きいものがあると

認識しており、Ｍターン戦略においても、子育て世帯の移住定住促進策として住宅団地の整

備を大きな施策の一つとして掲げているところであります。 

現時点においては、新たな町営の賃貸住宅の整備は考えていないところでありますが、よ
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り有効な移住策につながる制度がある場合には、その利活用を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

３点目の地方への回帰に関するご質問でありますが、地方の人口減少対策として、国の指

針に基づき「三川町まち・ひと・しごと創生総合戦略」Ｍターン戦略を策定し、実施してい

るところであります。 

特に、地元出身者の回帰と定着を促すためには、雇用機会の確保を図ることが重要であり、

直接、雇用につながる地域産業の強化をはじめ、Ｕターン後の生活環境、子育て環境も含め

た総合的な雇用環境の充実を図っていく必要があることから、これらの施策を掲げておりま

すＭターン戦略を引き続き重点的に推進してまいりたいと考えているところであります。 

以上、答弁といたします。 

○議 長（小林茂吉議員） ４番 佐久間千佳議員。 

○４ 番（佐久間千佳議員） それでは、子ども・子育て支援事業計画についてから再質問させ

ていただきます。 

この計画の位置づけとしては、国からは、子育ての孤立感と負担感の増加や深刻な待機児

童問題、放課後児童クラブの不足、女性の社会参画を支える支援の不足、地域の実状に応じ

た提供対策などと合わせて、子ども・子育て支援の質と量の不足を解消するために、「質の

高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」、「保育の量的拡大・確保、教育・保育の質

的改善」、「地域の子ども・子育て支援の充実」の三つの柱を掲げておると同時に、本町で

は、子ども・子育て支援制度によって、町民ニーズのさらなる対応や仕事と生活の調和、ワ

ークライフバランスの実現に向けた地域や社会全体での取り組みの推進ということで押して

おるわけですが、この計画策定時には、平成２７年に施行しているということであります。

中間年度にあたる２９年度において、本町の中の計画策定時から比較すると、人口であった

り児童数、また行政評価等は乖離が起きているのかどうかというところです。そこを１点お

伺いします。先程町長の答弁にもありました、１点大きな乖離があって見直しを図っていく

ということでしたが、その具体的な中身を、まずは説明をお願いします。 

○議 長（小林茂吉議員） 黒田企画調整課長。 

○説明員（黒田 浩企画調整課長） 子ども・子育て支援事業計画の評価に関しましては、本年

２月の子ども・子育て会議において、取り組みしている事業、２２事業に対して評価をいた

だき、Ａの達成できている事業が４事業、それから、Ｂの概ね達成できている事業が１８事

業ということで評価をいただいたところであります。実績と乖離している数値についての見

直し項目でありますが、いずれも平成２９年度の実績を踏まえて、見込料と確保策の数値を

一部見直したところでありますが、具体的な数値につきましては、保育園主幹よりお願いし

たいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） 佐藤保育園主幹。 

○説明員（佐藤 亮保育園主幹） 見直ししました項目につきましては、事業計画目標に記載し

てあります教育保育事業の確保策の中の２９年度・３０年度・３１年度におきます園児の保

育園及び幼稚園の入園児童の見込数を修正しております。また、地域子ども・子育て支援事
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業の確保策という項目の部分で、放課後児童健全育成事業、それから、地域子育て支援拠点

事業、一時預かり事業、こういった項目についても、２８年度までの実績を踏まえ、２９・

３０・３１年度の数値を修正しております。 

○議 長（小林茂吉議員） ４番 佐久間千佳議員。 

○４ 番（佐久間千佳議員） やはり、この策定時には表れなかった数字が少しずつ、本町の子

育て支援の政策が実を結んで、良い意味で乖離が起きてきているのかなというふうな認識を

しているところであります。この計画の中にもあります放課後子ども総合プランにつきまし

ては、町長の答弁で趣旨が説明されておりましたが、その中において、まずは放課後児童ク

ラブと放課後子ども教室については、学校施設の活用にあたっての責任体制の明確化であっ

たり、余裕教室の徹底活用に向けた検討、また、放課後等における学校施設の一時的な利用

の促進というものが、このプランの中で謳われております。町としては、この辺を検討して

きたのかどうか。また、どのようなところに反映されているのかどうかということを１点お

聞きします。 

○議 長（小林茂吉議員） 佐藤保育園主幹。 

○説明員（佐藤 亮保育園主幹） ただいまご質問ありました放課後子ども総合プランの中での

三川町の考え方ということでありました。確かに、国の方で策定しましたプランの中では、

学校施設の活用という部分が記載されており、余裕教室の徹底活用ということも記載されて

いるところであります。 

しかしながら、その一方、現に公民館、児童館等で実施している場合は、引き続き当該施

設への実施は可能というような国の方針が出ておりまして、三川町では、これまで三川町児

童交流センターにおきまして、学童保育を実施してきているところであります。また、一方、

放課後子ども教室ということにつきましては、土日を利用して実施してきているところであ

りました。そういったことから、三川町では、この特例の引用というようなことで、学校で

の教室利用という部分については、しないとしたところでありますし、また、学校におきま

しても、余裕教室というものが十分ございません。横山小学校については空き教室がなく、

押切小学校において１室あるわけなんですが、普通教室、２階の方になったと思いますが、

そちらに教室があるんですが、その教室につきましても、通常授業での取り出し授業及び、

また、保護者等の会議室利用というようなことで頻繁に使われている状況にあり、また、子

どもたちが遊ぶ場、体育館が遊ぶ場所となるわけですが、その体育館と距離が離れていて、

一体的な管理が難しいということから、別々の施設での方針を決めたところであります。 

○議 長（小林茂吉議員） ４番 佐久間千佳議員。 

○４ 番（佐久間千佳議員） この総合プランにおきましては、そういった放課後児童クラブと

放課後子ども教室を一体的にするようにというような推進がされているわけであります。町

としては、そういった判断を、一体として開かないというふうに判断した理由というのを、

どういったもので判断したのかどうかというところを一つお聞きしたいです。 

○議 長（小林茂吉議員） 佐藤保育園主幹。 

○説明員（佐藤 亮保育園主幹） 国の方で考えております総合プランの中では、学校が終わっ
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た後、そのまま引き続きその場所において、三川町で言います学童保育所を運営しながら、

さらには、そこで地域の人から参画していただきながら、三川町で言います放課後子ども教

室等を実施することを推進したいというふうに謳っておりますが、先程申し上げたように、

場所的な問題もありまして、三川町ではそれぞれの事業を別々に実施しているところであり

ます。 

○議 長（小林茂吉議員） ４番 佐久間千佳議員。 

○４ 番（佐久間千佳議員） ただいまありました放課後子ども教室、三川町では学校開放事業

ということで、各小学校、一般参加を含めて年４回開催していると。また、わくわく体験塾

というのも年４回ほど開催しているということでありました。これが町における放課後子ど

も教室ということに当てはまるということでしたが、学童保育所と放課後子ども教室、一体

型の教室については、この計画の中に必要に応じて対応していくというふうに謳われており

ます。その判断を、必要というのは今感じられていないということでしょうが、ここに記載

してあるということは、少し含みを持たせているのだなというふうに読み解くことができた

のですが、その必要というのは、町としてはどういったことがあれば必要だと判断するので

しょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 佐藤保育園主幹。 

○説明員（佐藤 亮保育園主幹） 計画策定時におきましては、学童保育所の老朽化というのも

当然念頭にあり、計画を作成してきたことと思われます。そういった状況の中、学校の活用

もできないかというようなことから、このような表現になったものと思われます。 

○議 長（小林茂吉議員） ４番 佐久間千佳議員。 

○４ 番（佐久間千佳議員） まずは、学童保育所についてですが、平成１２年に数名のお母さ

んが、「自分たちで協力しながら子どもたちを見ますが、行政からも少しでも応援してもら

えないか」ということで立ち上がったと聞いております。当時は押切小学校のミーティング

ルームを利用していたというふうに聞いておりますが、平成２９年度は７１名、現在８４名

の利用申し込みがあるということです。その支援体制といいますか、職員体制としましては、

専門の支援員３名、常勤パート２名、土曜日のみの非常勤パート１名の６名体制ということ

でした。そのうち、常勤パート１名は８月までということで、大変厳しい人員体制の中運営

しているのかなというふうに見受けられました。将来、この学童保育というものが 135名程

度まで考えているということでしたが、こちら、桜木地区の住宅開発等も加味されての 135

名程度と予測されていたのかどうかということを確認させてください。 

○議 長（小林茂吉議員） 佐藤保育園主幹。 

○説明員（佐藤 亮保育園主幹） 学童保育の将来的な数字ということで、135 名という答弁さ

せていただいておりますが、こちらについては、桜木地区のみならず三川町での住宅開発に

よって入園する児童数が増えるだろうという見込みを立てた数字であります。 

○議 長（小林茂吉議員） ４番 佐久間千佳議員。 

○４ 番（佐久間千佳議員） 桜木地区のみならず本町全体のことという捉え方での答弁でした

が、子育て全般に関わることですので、１点、保育園の質問をさせていただきたいと思いま
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す。 

先日、とあるお母さんに、保育園入園時に、やはり定員になりつつあると、もう定員漏れ

になる可能性があるというふうな説明を受けたということでありました。平成３０年、保育

園児 184名、幼稚園児 111名、幼稚園は減少傾向ですが、保育園はやはり増加傾向にあると。

町長の答弁にもありました、転入増加しているということかなと思いますが、一応この計画

によりますと、公立の保育所が定員 130 名、私立が８０名、県立が 210 名で、幼稚園が 155

名という計画をされているようです。本町において、この今の保育園のニーズの高まりを受

けて、待機児童というものは生まれる可能性がないのかどうか、その辺をどう見ているか、

お伺いします。 

○議 長（小林茂吉議員） 佐藤保育園主幹。 

○説明員（佐藤 亮保育園主幹） ただいま佐久間議員が申し上げました児童の数について、私

が今手元に持っております４月２日時点の数字と若干乖離がありますが、その後に入園児童

数が増えたりしておりますので、私の手元の数字と違う点はその辺かなと思います。 

ただいま佐久間議員が申し上げたように、それぞれ保育所・幼稚園等について、ある程度

の定員というもの、国の方で求めています保育基準というものはあります。それによります

と、保育園におきまして、０歳児ですと１人当たり 3.3平方メートルの面積が必要であると

か、２・３歳児ですと 1.98平方メートルが必要だというような面積的な基準はあります。ま

た、保育士の数としては、０歳児については３人に１人の保育士が最低必要、１歳児につい

ては６人に１人というような基準があります。こういった基準を勘案していきますと、確か

に保育園につきましては、近年３歳未満児の保育希望が増加傾向にあります。先程申し上げ

たとおり小さい子ども、特に０歳未満の子どもについては、広い面積が必要というようなこ

とがありますので、保育園の運営にあたりましても、この辺を最大の課題として、１歳にな

った子どもはクラスを上の方に上げるですとか、そういった対応を取ってきているところで

あります。 

今後仮に増えた場合を想定しますと、現在幼稚園棟の方に１室の空き部屋があります。こ

の辺の空き部屋を活用しながら保育需要に対応していきたいとは考えておりますが、先程ご

質問がありましたように、住宅開発によって一気に増えた場合、この場合は現在の施設では

対応がおぼつかないような事態も想定されます。ただし、これまでの三川町の住宅開発と出

生数の動向を見ますと、過去１０年少し前から出生数を見ますと、近年は７０人ぐらいを超

えておりますが、以前から見ますと、６０人前後でずっと推移してきている状況にあります。 

仮に今後宅地開発が進んだとしても、例えば、桜木地区は 100区画ほどの計画をしている

わけですが、一気に分譲ということではなく、例えば３０区画ずつ、年度を分けて分譲とい

うようなことを多用していけば、それほど急激な児童数の増加はないのではないかなという

ふうに考えているところであります。しかしながら、保育園児数が今後、３歳児未満の部分

で需要が高まるということは十分想定できますので、その辺の子どもの出生数の動向を見な

がら、適切な対応を取っていきたいと考えております。 

○議 長（小林茂吉議員） ４番 佐久間千佳議員。 
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○４ 番（佐久間千佳議員） 子育て政策というもので住宅開発を進めた場合、年度を分けまし

ても、一気にそういった低年齢の児童が増えてくる可能性があるというふうに認識しており

ます。０歳から３歳まで利用している子育て支援センターもやはり同じだと思います。近年

の利用ニーズというものが大変高まっており、年間の利用者数というものがどんどん増加し

ているというふうに、数字を見ても受けとめられるわけでありますけれども、やはり幼稚園・

保育園と併設しているというところで、メリットとデメリットというのがあるというふうに

思います。メリットとしては、そのまま知っている施設だから、３歳になって保育園に入っ

たときに入りやすいというような声もありますけれども、デメリットとしては、やはり幼稚

園・保育園の運営というものが基本にある中で、利用が制限されてしまうということだと思

われます。 

利用者ニーズが高まってきているというところを受けて、今後この支援センターのあり方

というもの、開所の時間帯であったり、日数であったり、そういったところをどう考えてい

くかということを、町としてはどう捉えているか説明願います。 

○議 長（小林茂吉議員） 佐藤保育園主幹。 

○説明員（佐藤 亮保育園主幹） 子育て支援センターの運営部分につきましてですが、確かに

近年は利用の回数・人数等が増えている状況にあります。ただ、他の議員の質問にもお答え

しておりますが、この子育て支援センター自体が保育園棟の一室の和室を使用しての設置と

いう形になっており、こういったこの施設の狭隘という部分の課題があります。こちらを解

決するため町としましては、子育て交流支援施設の早期建設を進めているという状況であり、

そちらの建設がなった際には、利用時間等の大幅な改善と、土・日等の開所についても検討

をしているところであります。 

○議 長（小林茂吉議員） ４番 佐久間千佳議員。 

○４ 番（佐久間千佳議員） 現在の子育て支援センターにおかれましては、６月６日から１１

時半からの昼食が可能になったというようなお話も聞きます。大変このような柔軟な対応に

喜ばれた親御さんも多いというふうに思われます。やはり子育て世代、住宅開発を進めてい

くうえで、既存の本村といいましょうか、本村の児童よりも核家族の児童が増えていくとい

うのは目に見えているわけであります。その中で高まってきているのが、やはり学童保育の

ニーズというものが高まってきているのではないかというふうに思います。 

現在８４名のうち１０名程度ですか、要支援まではいかないかもしれませんけれども、大

人の手がかかるというような児童がいるというふうに聞いております。やはり平成１２年に

数名で立ち上げた学童保育ですが、現在８４名ということで、人数が大幅に増加していると

いうことであります。その中で支援員の方々には大変な負担が増加しているというふうに聞

きます。具体的には予算・決算等の運営に関わる資料の取りまとめであるとか、各種マニュ

アルの整備やそれに関わる修正、また労務管理などのハローワーク等の打ち合わせ等です。

あとは、第三者からの賃金の査定など、保育以外の事務処理がかなり増加しているという現

状でありました。さらに子どもが多くなり、その子どもたちの心まで手が届かないような状

態になってきているというようなお話でした。本来の保育と子どもに関わる書類の整備や、
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子どもに関する打ち合わせに現在支障をきたしている状況だということでした。このような

実態を町としてはどのように捉えているでしょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 佐藤保育園主幹。 

○説明員（佐藤 亮保育園主幹） ただいま佐久間議員からご質問ありましたように、入所児童

数の増加に伴い指導員の負担というのが増えている実態は把握しております。また、指導員

及び常勤パート等の賃金の支払い等についても相当数時間を割いているという実態も把握し

ております。そういったことも踏まえ、町としましては、三川町学童保育運営協議会の運営

支援にあたりましては、そういった事務等を行う事務員の部分につきましても、先程の町長

の答弁にもありましたが、補助対象の経費として見るというようなことを申し上げておりま

すが、なかなか学童運営協議会の方としても、その担当できる人を探せずにいるという状況

にあるようです。そういった部分で、人を探せる人が確保できれば、いくらかでも学童保育

の支援員・指導員も負担が減るということであれば、それなりに町としても、その人材の確

保について支援してまいりたいというふうに考えております。 

○議 長（小林茂吉議員） ４番 佐久間千佳議員。 

○４ 番（佐久間千佳議員） やはり人材確保というものが大変難しい中であり、学童というも

のの役割が大きくなってきている今、事務局長を行政・役場に置き、運営協議会を継続し、

保護者会と行政、支援員を繋ぐ役割をするべきではないかというふうに思いますが、その辺

を伺います。 

○議 長（小林茂吉議員） 佐藤保育園主幹。 

○説明員（佐藤 亮保育園主幹） 以前、学童保育所運営協議会及び指導員の方と話をしたとき

は、ただいま佐久間議員からありました事務局長というよりは、実際の事務に当たる事務員

というような人を探しているという話があったんですが、今後その辺について、運営協議会

側と話をさらに詰めまして、どうしたらいいのかの対応を考えていきたいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） ４番 佐久間千佳議員。 

○４ 番（佐久間千佳議員） 学童といいますのは、単に子育て家庭を支援するのではなく、子

育て家庭を地域全体で支え、子どもの健やかな育ちを等しく保障し、子どもの最善の利益を

実現するものの一つだというふうに私は思います。子育てリスク回避のためでは決してない

というふうに考えます。 

保護者会または運営協議会にも、今よりさらに強力な関わりを持っていただかないことに

は、先には進まないというふうに思いますけれども、国としては余裕教室の徹底活用、放課

後等における学校施設の一時的な利用の促進、一体型の放課後児童クラグ及び放課後子ども

教室の実施において、すべての児童の安全・安心な居場所を確保するために同一の小学校等

で両事業を実施し、共働き家庭等の児童を含めたすべての児童の放課後子ども教室の活動プ

ログラムに参加することを推進しているわけであります。三川町のやり方と国とのやり方に

随分認識のずれがあるかなと思いますけれども、その辺はどう捉えているでしょうか。 

○議 長（小林茂吉議員） 佐藤保育園主幹。 

○説明員（佐藤 亮保育園主幹） 先程も国の方で定めました総合プランの考え方の中で、これ
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までの地域の実情を考え、今実施しているものについては、そのまま継続してもよいという

考え方も含まれておりました。三川町におきましても、先程佐久間議員からお話がありまし

たとおり、平成１２年から三川町学童保育運営協議会が立ち上がり、ずっと運営されてきた

実情がありますので、その実情に沿った運営をこれからも支援してまいりたいというふうに

考えております。 

○議 長（小林茂吉議員） ４番 佐久間千佳議員。 

○４ 番（佐久間千佳議員） 先日議会で行われました広聴活動の一つでありますおぢゃのみ会

議では、学童保育所は一刻も早く建設して欲しいという声がやはり多かったです。風が吹け

ば明日にでも倒れるというような見解の方もいらっしゃいました。私としては、それでは新

施設建設まで待てないんだなと、そういう問題なのだなというふうに解釈したわけでありま

す。 

本町において各地域の児童が学童保育を現在利用しているわけであります。平成３０年度

でありますと横山地区３３名、押切地区２６名、東郷地区２５名と大体バランスよく利用し

ているわけであります。小学校学校開放事業等で開放しております一般の出入りを規制でき

ております。学童保育所機能は私は果たせるというふうに思います。体育館、グラウンド、

音楽室、家庭科室、様々な利用範囲は広がるというふうに思います。各小学校での学童保育

というものを推進するべきではないかというふうに思いますが、所見を伺います。 

○議 長（小林茂吉議員） 佐藤保育園主幹。 

○説明員（佐藤 亮保育園主幹） 確かに放課後子ども教室につきましては、学校開放というよ

うな形で、体育館を活用させていただきながら事業運営をしているところであります。しか

し、一方で学童保育となりますと、日曜日を除くほぼ毎日、夏休み期間中も運営していかな

ければならない施設ということになります。そうしますと、例えば学校の体育館、それから、

どこかの空き教室、特別教室なりのそういった教室を使おうと思いますと、学校施設自体を

管理しております学校長の管理の部分と学童保育の管理の部分、その辺の棲み分けがしっか

りと建物施設的に区分できるようなケースでないと、学校を使った学童保育所というのは、

なかなか利用立ち上げは困難だろうというふうに町の方では判断しているところであります。 

○議 長（小林茂吉議員） ４番 佐久間千佳議員。 

○４ 番（佐久間千佳議員） 棲み分けという意味では、様々なトラブルにおいて教職員の方々、

実務部分での関わりというのは、十分配慮しなければならないというのはもちろんあるとい

うふうに思います。 

町長にお伺いしたいのですが、私は学童保育のあり方として 130名規模の大きな施設での

一括保育というよりは、少人数で手や目が届きやすく、また、心にまでも届きやすいような、

地域と学校との関連性が高い、小学校での学童保育というものが私は重要だと思います。町

長の学童保育というもののあり方をお伺いします。 

○議 長（小林茂吉議員） 阿部町長。 

○説明員（阿部 誠町長） 先程から学童保育のあり方についての、いろいろと佐久間議員との、

町が今まで進めてきた部分については、理解の部分においては、かなり認識の違いがあるか
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なというふうに思っておるところであります。この学童保育というのは、当初はそれぞれの

学校に通学していた児童が、その地域で学童を受け入れるというようなことでスタートした

んです。これがやはり学校の運営と学童の運営という部分については、学校長がすべての責

任のもとに進めてきたという経緯がありました。これが今このような状況の中においては、

佐久間議員もご承知のとおり、学校でも働き方改革というようなことがこれから言われる時

代の中において、それぞれの地域の中の、例えば三川町の３小学校で学童保育を受けるとな

った場合には、確かに機能的には、そこには学童保育の環境づくりができるはずです。しか

し、運営面においては、学校も携わらなければならない。今、本町が行っている学童保育所

の運営協議会における、ある面においては効率的な運営という部分に関して、それぞれの地

域の中に拠点を置くというようなことになるわけであります。 

そういった部分で、当初の学童保育から現在においては、直営あるいは公設、さらには民

営というような形で進めてきているわけでありまして、県内の状況を見ても、ほとんどが公

設・民営というような形で進んでいるところであります。後程データ等については、教育課

長等からお聞きいただければと思います。そういったことで、今までも佐久間議員が言われ

るようなことは進めながらも、なぜこういうスタイルに変わったかということが、今の子ど

もたちの放課後の生活、それを保障するための環境づくりということから、この学童保育と

学童というものが取り組まれているというようなことだと思います。 

確かに、私も理想的には、それぞれの場でできればそれに越したことはないです。しかし、

なぜできないのかということを考えれば、やはりそういうことで県内の各市町村もこのよう

な公設・民営というような運営に変わってきたということでありますので、そこは、現実と

いう部分をどう捉えるかということを考えていく必要が、今の段階では必要なのではないか

というふうに思うところであります。 

○議 長（小林茂吉議員） ４番 佐久間千佳議員。 

○４ 番（佐久間千佳議員） 学童保育に関しましては、なかなか難しい問題があるなというふ

うに勉強させていただいております。その中でも今の実情と言いますのが、今の子どもたち

が昔と変わってきている。かなり目や手をかけてあげないといけない子どもたちが増えてき

ているという中で、法律的なことを考えて一元管理というのはあるかもしれませんが、それ

が果たして子どもたちにとってはどうなのかなというところで、こういう提案をさせていた

だいた次第であります。実際に各地区での学童利用者が増えているということで、このまま

130 名の定員オーバーするようでは、やはり柔軟性に欠けると。もう少し柔軟に考えて、各

学区でというふうには思った次第であります。その辺も、今の子どもたちが少し変化してき

ているというところも理解していただければというふうに思います。 

それでは、大項目二つ目の移住定住促進策についてお伺いします。 

まず初めに、町外に情報発信するということでしたけれども、広報やホームページで発信

しているということでした。広報やホームページを見る人はかなり限られてきていると思い

ます。その辺は、やはり人と人の繋がりが一番の情報共有であって、広報やホームページで

見たからという人はなかなかいないというふうに思います。また、２市３町で行っていると、



- 98 - 

移住交流促進協議会の方で行っているということでしたが、それの効果というのが、町にど

れだけあるかというと、かなり疑問なところがあると思います。やはり本町で攻める姿勢が

必要ではないかと。例えば、首都圏に出向いて、トップセールスによる、直接本人といいま

すか、移住を促進するようなイベントを立ち上げるとか、今、藤沢の方でも行っております

様々なイベントに、こういった移住促進のイベントをプラスするようなことがやはり重要で

はないかというふうに思いますが、その点をお伺いします。 

○議 長（小林茂吉議員） 黒田企画調整課長。 

○説明員（黒田 浩企画調整課長） 首都圏等への事業発信として、庄内地域の移住交流推進協

議会主催等のイベント等には参加しているわけでありますけれども、町独自のイベント等へ

の働きかけということでありましたけれども、本町が行っております現在の移住定住促進事

業としましては、先程答弁の中にありましたけれども、基本的に住宅取得支援が中心となっ

ておるのが本町の事業でありまして、空き家の例えば紹介でありますとか、住宅団地の直接

的なご紹介といったような案件については、現在ない状況でありますので、そういった材料

がない中で、直接的に移住を呼びかけて、実際に移住を希望される方は自分で、例えば空き

家等を探すとか、そういった部分でまた苦労しなければならないといった面が、現在のとこ

ろはまだあるわけでございますので、その辺、条件整備も含めて、情報発信と一緒に考えて

いく必要があるなと思っております。 

あと、情報発信としては、町のホームページとか町の広報以外に、県の全体の移住交流ポ

ータルサイト「すまいる山形暮らし情報館」といった中で、全３５市町村の情報として、町

の情報も発信しておりますし、あと、ガイドブックの発行なども行って、直接冊子等で首都

圏の総合相談窓口で配布したりといったような取り組みも行っているところであります。 

○議 長（小林茂吉議員） ４番 佐久間千佳議員。 

○４ 番（佐久間千佳議員） 情報発信ということで、やはり他県から来てもらうということを、

本腰を入れてやるべきではないかというふうに思われます。子育て世代をターゲットとした

移住策ということで、私が地域優良賃貸住宅整備事業というものを一例として活用したらい

かがでしょうかということで提案させていただいたんですが、こちらの事業としては、平成

２６年に改定されておりますね。平成２６年に、先程の質問にもあった放課後子ども総合プ

ランというものも策定されており、２７年には子ども子育て支援事業計画というものが策定

されております。この地域優良賃貸住宅整備事業、こちらをこの計画策定時には考慮されな

かったのかどうか。この事業というのは子育て世代であったり、高齢者、障害者を条件とし

た住宅開発することによって、その周辺に集会所であったり、子育て施設を建設することが

できる。それも国からの補助が相当額あるというような事業だと認識しております。この事

業があるということをこの策定時には盛り込まなかったのかどうか。検討の段階に入ってい

なかったのかどうかということを１点お伺いします。 

○議 長（小林茂吉議員） 黒田企画調整課長。 

○説明員（黒田 浩企画調整課長） 今の質問は、こちらの事業計画の策定時においてこの制度

を活用する考えはなかったのかということでありましたけれども、この時点においては、こ
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の優良賃貸住宅供給制度については、考えを持っていなかったところであります。 

また、現在も、例えば、三川町の住生活基本計画におきましても、新たな公共的な整備に

よる賃貸住宅については計画を持っていないところでありますけれども、あくまでもＭター

ン戦略においては、住宅団地の分譲という政策で掲げていたところであります。 

○議 長（小林茂吉議員） ４番 佐久間千佳議員。 

○４ 番（佐久間千佳議員） やはりＭターン戦略も２７年の１０月ということで、こちらの制

度を利用すれば、桜木地区の子育て交流施設にも関わるような事業が考えられたのではない

かというふうに思いますけれども、そのＭターン戦略やこの子育て交流施設の事業を考える

際に、この事業は考えられたのかどうか。検討されたかどうかをお伺いいたします。 

○議 長（小林茂吉議員） 黒田企画調整課長。 

○説明員（黒田 浩企画調整課長） その時点においては、この制度の利用については、考えて

いなかったところであります。賃貸住宅そのものについて、町の公共的な整備を進めるとい

う計画をその時点では持っていないというところであります。 

○議 長（小林茂吉議員） ４番 佐久間千佳議員。 

○４ 番（佐久間千佳議員） この事業によりまして既存集落、例えば桜木地区以外ですけれど

も、既存集落周辺に整備するということを考えれば、町内会活力の保持であったり、外部か

ら人を寄せるということ。あと、公民館等の集会所の整備ができるということ。また、子育

て関連施設の整備を有効に使えるのではないかというふうに私は受けとめております。桜木

町内会には集会所もないので、そこに整備。この地区を特区として整備することによって、

様々な世代が、若者だけではなく高齢者または障害者の方々も集えるような住宅開発にすべ

きではないかといふうに思いますが、所見を伺います。 

○議 長（小林茂吉議員） 黒田企画調整課長。 

○説明員（黒田 浩企画調整課長） この地域優良賃貸住宅制度に限った話になりますと、どう

しても公共で賃貸住宅を整備して、その後の維持管理についても町の方で、今後家賃収入を

もらって運営していくといったことになるわけでありますけれども、現時点では、そういっ

た新たな町営住宅の建設といったものについては、現在計画をしていないというところです。

ただ、民間がこの賃貸住宅制度を使って行った場合には、同様の制度が使えますので、そう

いった民間が主体で行うような場合には、その制度に則って、対応してまいりたいと思って

おります。 

○議 長（小林茂吉議員） ４番 佐久間千佳議員。 

○４ 番（佐久間千佳議員） そういった整備も進めてもらいたいというふうに思いますけれど

も、そういった制度を、やはり国とも連携を持って、情報の方も太いパイプで繋いでいくと

いうことが大事ではないかというふうに思います。地方回帰というふうな政策もやはり直接

国へ要望するということが重要だというふうに思います。ぜひ、町長にも地元選出議員と連

携を上手く取ってもらいたいということで、私の質問を終わります。 

○議 長（小林茂吉議員） 以上で４番 佐久間千佳議員の質問を終わります。 
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○議 長（小林茂吉議員） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

これをもって、散会とします。 

 

（午後 ４時４０分） 
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平成３０年第４回三川町議会定例会会議録 

 

１．平成３０年６月１１日三川町議会定例会は、三川町役場議場に招集された。 

 

 

２．出席議員は次のとおりである。 

  １番 鈴 木 重 行議員  ２番 志 田 德 久議員  ３番 佐 藤 栄 市議員 

  ４番 佐久間 千 佳議員  ５番 町 野 昌 弘議員  ６番 芳 賀 修 一議員 

８番 成 田 光 雄議員  ９番 梅 津  博 議員 １０番 小 林 茂 吉議員 

 

 

３．欠席議員は次のとおりである。 

７番 田 中  晃 議員 

 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。 

阿 部  誠 町 長   石 川  稔 副 町 長 

鈴 木 孝 純 教 育 長   遠 藤 淳 士 
会 計 管 理 者 兼 

会 計 課 長 

本 間  明 総 務 課 長   黒 田  浩 企 画 調 整 課 長 

五 十 嵐 礼 子 町 民 課 長   菅 原 和 子
 健康福祉課長兼 

地域包括支援センター長 

齋 藤 仁 志
 産業振興課長併   

加 藤 直 吉 建 設 環 境 課 長
 

農業委員会事務局長 
 
教育課長兼公民館長併 

佐 藤  亮 
農村環境改善センター所長併 
健康福祉課保育園主幹併 
子育て支援施設整備主幹 
 
 

和 田  勉 監 査 委 員   庄 司 正 廣 農業委員会会長 

 

 

５．本会議に職務のため出席した者は次のとおりである。 

髙 橋 誠 一 議会事務局長   佐 藤 真 子 書記   菅 原 明 大 書記 
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６．会議事件は次のとおりである。 

議 事 日 程 

 

○ 第 ６ 日   ６月１１日（月）  午前９時３０分開議 

 

日程第 １   議第４０号  三川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制 

定について 

 

○ 閉  会 
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○議 長（小林茂吉議員） おはようございます。これから本日の会議を開きます。 

（午前 ９時３０分） 

○議 長（小林茂吉議員） 日程第１、議第４０号「三川町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例の制定」の件を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。阿部町長。 

○説明員（阿部 誠町長） ただ今上程されました、議第４０号「三川町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例の制定」について、提案理由をご説明申し上げます。 

本案につきましては、地方税法施行令の一部が改正されたことに伴い、国民健康保険税限

度額及び軽減判定所得基準額の改正等を行うものであります。 

なお、本件につきましては、去る５月３１日開催の三川町国民健康保険運営協議会に諮問

し、原案どおり答申をいただいていることを申し添えさせていただきます。 

以上、よろしくご審議くださいまして、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議 長（小林茂吉議員） これから質疑を行います。 

９番 梅津 博議員。 

○９ 番（梅津 博議員） 国保税の改正ということで、国の動きに合わせた内容ということで

理解をいたします。 

それで伺いたいのは、先程町長からありました５月３１日国保運営協議会での内容の中で、

毎年この国保税の上限が上がっていると理解しておりますけれども、この事態に対して原因

というものがどうなのか。あるいは、それを抑えるための対策というものをどうすべきなの

かなどといった議論というものがあったのか、なかったのか。その点を伺いたいと思います。

また、ないとしても町として、その原因なり対策というものに、どのように基本的に考えて

いるのか。原因対策について、どのようにお考えなのか伺いたいと思います。 

○議 長（小林茂吉議員） 五十嵐町民課長。 

○説明員（五十嵐礼子町民課長） 今回の限度額の引き上げでございますけれども、国としまし

ては、高齢化の進展等による医療費等の増加が見込まれる中での保険料負担の公平を図ると

いう観点からの引き上げということで、理解しているところでございます。国保においては

限度額ということで、それぞれ限度が定められておるところでございますけれども、一般に

言う「協会けんぽ」でございます。そういった部分にも限度額がございます。そういったと

ころでの公平性といった観点からの分も含まれているというふうに理解しているところでご

ざいます。 

質問にございました国保運営協議会での議論ということでございましたけれども、特にこ

ういった部分での議論はなかったところです。年々増加する医療費に対して、それを賄うた

めのそれぞれの被保険者の負担というところでございますけれども、高額の所得者につきま

しては、ある程度増といったものは、致し方ないというふうに理解されたと思っているとこ

ろでございます。 

○議 長（小林茂吉議員） ９番 梅津 博議員。 

○９ 番（梅津 博議員） 担税能力という観点から妥当という判断だと思います。 
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それでは、こういった上限に該当するような方々、本町において１０人ぐらいの人数かな

と私は理解していますけれども、実際どれぐらいの人数が予想されるのか。情報として出す

ことができるとすればお願いします。 

○議 長（小林茂吉議員） 五十嵐町民課長。 

○説明員（五十嵐礼子町民課長） 手元にあります資料につきましては、５月の上旬にシミュレ

ーションした数字ということで、予めご理解をいただきたいと思います。その中で、医療給

付分の限度額超過世帯については、改正後が５世帯ということになってございます。今回の

改正によりまして、２世帯が減という状況でございます。支援金分、そして介護分につきま

しては、今回限度額の引き上げはなかったところですが、支援金分については、限度超過世

帯が１１世帯、介護分は限度超過世帯が１世帯いうふうになってございます。 

○議 長（小林茂吉議員） 他にありませんか。 

（なしの声あり） 

○議 長（小林茂吉議員） 以上で質疑を終了します。 

○議 長（小林茂吉議員） これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

○議 長（小林茂吉議員） 討論なしと認めます。 

○議 長（小林茂吉議員） 以上で討論を終了します。 

○議 長（小林茂吉議員） これから議第４０号「三川町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の制定」の件を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立 ８ 名 不起立 ０ 名） 

○議 長（小林茂吉議員） 起立全員であります。したがって、議第４０号「三川町国民健康保

険税条例の一部を改正する条例の制定」の件は、原案のとおり可決されました。 

 

○議 長（小林茂吉議員） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。これをもって平成３

０年第４回三川町議会定例会を閉会いたします。大変ご苦労さまでした。 

 

（午前 ９時３６分） 
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 地方自治法第１２３条の規定により、 

ここに署名する。 
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